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はじめに

社会臨床雑誌第３巻第２号｛ＩＳ｝９５．１０．）

日本社会臨床学会編集委員会

第１１期ＥＥ１本社会臨床学会になって初めての雑誌をお届けする。今期の方針をどう考えていくか、まだ手さぐ

り状態ではあるが、第１期でのテーマをいっそう深めていくことに重点を置きながら、新たなテーマにはてい

ねいに取り組んでいきたいと考えている。編集委員会も５人体制（小沢、佐々木、中島、山下、三輪）になり、

第１期の継承と展開をどう雑誌のなかに取り込んでいくかが問われている。

本号は、第３回京都総会の特集（第一回目）を組んだのだが、とても残念なことに予定していた横井清さん

の記念ｌｉｌ！ｊｌ記録が、横井さんの病気のために掲載できなかった。何よりも横井さんの一日も早いご快癒を心か

らお祈りしている。

そうしたわけで、本号の総会特集は、篠原さんがまとめた出版記念シンポジウム「「開かれた病」への模索」

を読む、の１本だけになっているが、ご了承願いたい。

また、お約束していた「三重の集会」報告がいよいよ登場している。河瀬さんがていねいに三重の集会の内

容を伝えている。河瀬さんにＵ：実行委員としていろいろとお骨折り頂いた。改めて感謝したい。

山下さんは、「スカヤグリーグ」に刺激されて、「障害」者と情報機器の問題を、情報機器の普及による人間

関係の変化という問題を根に据えながら考えている。このテーマは社臨の新しいテーマとして、本号を含め何

人かの方々にこのテーマに沿った論文・Ｓ１・依頼してある。次号以降も続くので、読者の皆さんと考え合っていく

ものになれば、と思っている。広瀬さんの論文はシンポジウムとも関係している。現在の精神医療の「機能分

化」という方向性がはらむ問題吐を涵：点にしつつ、「資格一専門性」や「ともに」論とも絡めながら、精神医療

の問題を拾い上げている。続編が待ち遠しいところである。加藤さんは、現在注目を浴びているボランティア

について、その歴史もたどりながら、それに対する疑念と同時に今後のあり方への提言も行っている。

また、松浦さんが、前号の島・篠原対談「いま、なぜ、らい予防法なのか」についての意見と感想を寄せて

くれている。雑誌に掲載した文章をめぐって討論、相互交流がうまれてくることは、雑誌にとっても社会臨床

学会にとってもとても嬉しいことである。今後も、雑誌；カｔ読者の方々の想いを重ね合わせていく場となってい

けたらと願っている。

三輪さんの連載「精神医療・過去と現在」は２回目で、今回から赤松晶子さんとの対話に入っている。

＜映画と本で考える＞では、アカデミー賞受賞の話題作「フォレスト・ガンプ／一期一会」の映画評を海老

沢さんにお願いした。この映画に対する批判的見解は前提としてこの文章を書きました、という海老沢さんか
らの手紙があったことをお伝えしておきたい。書評は４本ある。木村さんは、社臨シリーズ第４巻『人間・臨

床・社会』を、関係からテクストヘという文脈で書評をしている。小関さんが『セイレーンの誘惑』を、現代

日本のなかで見落とされがちな物事のあらわれを論じたものとして書評している。そして、「１３ｅｄｅｒＰＩ・ｏｊｅｃｔの

まとめ」について、田中さんが科学者としての自分を問う、という自己点検的な；視点から書いている。林さん

の「障害児教育のパラダイム転換」書評は３回目。「まだ続くなあ」と事もなげに言う林さんに凄味を感じてい
る。
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社会臨床雑誌第３巻第２号０９９５．１０．）

＜ここの場所から＞は、２人の方が登場している。佐藤さんは、教職員組合の場から、居場所としてｇｚ）学校
づくりに向けての模索のありようを知らせてくれている。奥平さんは阪；１４１大震災の被災者で、そのなかでの「こ

この場所」喪失体験から、「自分の場所」探しへのプロセスを独特のセンスで書いている。

最後になったが、第２巻３号の多田敏行さんの論文「差別問題への関心」に関して、お詫びと正誤表が載っ
ている。事情などについては、当該頁を見て頂くことにして、多田さんに心よりお詫ぴ申し上げます。
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お詫びと訂正

社会臨床雑誌第３巻第２号（９９５．１０．）

編集委員長三輪寿二

社会臨床雑誌第２巻３号に掲載した多田敏行論文「差別問題への関心」について、その編集・校正の過程で

不手際があり、掲載文に相当数の間違いがありました。多田さんに多大のご迷惑をおかけしたことを深くお詫

び゙ 致します。

多田さんのご協力を頂いて、下に正誤表を掲載致しました。快く正誤表の検討をお引き受け下さった多田さ
んに１１Ｓ謝致します。

今回、元原稿と掲載文との間にこうした間違い力畦じたことについて、事情を説明させて頂きます。多田さ
んの寄稿論文はフロッピーで送って頂いたのですが、機種の関係゛！：゛必要な変換ができず、その変換力呵能な機

種で打ち直しをしました。打ち直しの過程で打ち間違Ｘ、功ｉ生じており、発行時期との関係で、打ち直し原稿の

チェックが不充分であったことが、今回の大きな原因となっていました。

これは、編集委員会の責任であり、深く反省しております。編集委員会および運営委員会において、今後、こ

うした不手際が生じないように最普の努力をしていくことをｊ１１１１認致しました。

編集委員会としても、学会誌・紙の編集・校正過程において、打ち直し原稿のチェック体制を確実なものに

し、また、著者校正をできるだけ確保していくことで、今後、同じ間違いを繰り返さないように努めていく所

存ですので、；ご理解頂ければ幸いです。

今回の不手際でご迷惑をおかけした多田さんに、重ねてお詫ぴするとともに、最後になりましたｉ６１、読者の

みなさまにもご迷惑をおかけしたことをお詫び致します。

多田敏行論文１差別問題への関心」正誤表（社会臨床雑誌第２巻３号掲載）

正 誤 止 誤
Ｐ２７左上１４行目
Ｐ２７右上１４行目
Ｐ２８左上１３行目
Ｐ２８左下４行目
Ｐ２８右上１行目
Ｐ２９右上４行目
Ｐ３０左上７行目

大字の教員
ついての自分
１無用」
一つの妥当な
登頂欲
社会人に
現実から

大字教員
ついて自分
｜無理」
妥当な
登山欲
社会人
原点から

Ｉ）３０ＺＥ下２１釘目
Ｐ３０左下２０１ｉ゙ 目
Ｐ３１左上９行目
Ｐ３１左上：１．５行目
Ｐ３１左上２０１１目
Ｐ３１左下７行目
Ｐ３１右上１５１予目

顎 四 嚢
差別的行動
ことには
経済状態
生じさせた
現状
あたっては

差別行動
差別行動
ことは
経済的状態
生じさせてた
現在
あたって
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日本社会臨床学会第３回総会報告

１９９５年４月２２日
出 版 記 念 シ ン ポ ジ ウム 「 「 開 か れ た 病 」 へ の 模 索 』 を 読 む

発 題 ： 赤 松
三吉
山本
松田

司 会 ： 篠 原

晶子（東京足立病院）
譲（三吉クリニック）
真理（全国「精神病」者集団）
博公（共同通信社）
睦治（和光大学）

４

ハ木：本シンポを開くに先んじて、一言、ご挨拶い

たします。私は、縁あって第三回総会兆行委員長にな

りまし犬こハ木晃介です。この花園大学び）教員をしてお

ります。
この春、関西は阪神、淡路島一帯の大地震のため大

混乱になりました。ここにも被災された方々がおられ

ると思いますが、心からお見舞い申し上げます。その

後もサリン事件とか警察庁長官狙撃事件とかが起こり

まして、それら、６１契機に、危機管理とか１１１安管理とか
のおぞましい言葉；カ１１！ｌｔ舞し、きな臭い状況になってい

ます。

その中で、私達は、この総会テーマを「いま、それ

でも春」としました。このような状況で、「それでも

春」とあるかなきかの思いを込めました。実は、総会

をお引受した私も同僚の浜田苛察男も、これまでの準

備をほとんど学生さんにおんぶしてきましたが、この

言葉は彼らから出てきたものです。
この間、思想的に・１、運動的にも、すでにあったもの

はもはやなく、これからあるものもいまだない、とい

うところに落ち込んでいます。しかし、私達は、ある

かないかわからない、それぞれの理想主義を追い求め

ることに情熱を燃やして頑張りたいと思います。

私は、心理学とは畑の違う者ですが、この学会の前

身である日臨心の最後の頃に会員になりましたが、

「社会臨床」という名前に変わって、やや気持の落ち

着きが良くなりました。誰でも会員になれるところが

気に入っています。また、日臨ｌ：；ヽ時代から、「治す、治

るとは？」とか、「専門家、専門性とは？」とか、本

質的な問いがあり、ぼくにとっても興味深いところ

が、論点のｌ＝ｐ心に据えられてきました。

この総会をお引受するにあたって、荷が勝ち過ぎる

と思いましたが、関西人特有の「なんとかなりまっ

しゃろ」ということで、この二日間もなんとかなると

思っています。いろいろご不便、ご不自由をかけるか
と思いますが、皆様の熱意ある参加と交流によって、

このｊ総会が意味あるものになるように、我々も頑張り

ますので、皆様にもご協力をお願いいたします。

司会：ただ今、ハ木ｇ匙行委員長からご挨拶をしてい
ただきましたカ孔ハ木さん、浜田さん、そして、おふ

たりに縁の深い学生さん、お仲間の方々のお働きに

よって、ここ花園大学て？｀念願の京都総会が開催できま

したこと、学会運営委員会に関わる者として、まずは

心から感謝申し上げます。

〔以下、紙面に限定があり、また、各発言の趣旨を
明確にするために、発言は要約し、「である」調に統
一する。話調やニュアンスを落とすことにいささか気

が引けるが、お許し願いたい。なお、発題者の皆さん

には目を通していただいた。会場からの発言に関して

はそのようなことをしていない。誤解等、ご指摘くだ

されば、次号などで訂正させていただく。文責篠原

睦治〕

本シンポに先んじて



出版を記念して

司会：午前中の定期総会で、また、実行委員長から

も述べたが、私達は、１９９１年冬、臨床心理学会総

会で「臨床心理士の国家：ｌｉ賂化」を批判して、推進派

とぶつかり敗退した。そのときまで・７）学会改革の歴史

と精神を継承し展開する場として、一昨年、１年数カ

月の準備のあと、社会臨床学会を設立した。

その継承、展開のテーマのー端として、精神医療に

おける「資格・専門性」、「開かれた病棟・地域医療」、

「精神病観」、「心理治療」などの諸問題がある。今年

２月、影書房の協力で刊行した「「開かれた病」への

模索」（社会臨床シリーズ第１巻）は、それらを改め

て考えたものだが、古くて新しいテーマと言わなくて

はならない。

今日は、本書の出版を記念して、また、本書が売れ
ることを願って、シンポジウムを開く。著者のひとり

で、精神病院心理職の赤松晶子さん、町の中にクリ
ニックを開いている梢神科医、三吉譲さん、全国「精

神病」者集団の｜。叫に真理さん、教育、医療、福祉など
・７：〉分野でＪＤＩ材活動されてきた松田博公さんの順に発題

していただく。どうぞよろしく。

発題Ｉ「開かれた」関係を求めて
赤松晶子（東京足立病院）

病棟は開かれたけれど

「「開かれた病」への模索』と硬い大げさな題名を付

けたが、今日は、発題者の方々やフロアーの皆さんと
ー緒に、精神障害者が過ごさざるを得なかっ犬こ状況を

確認しながら、その状説皿のようにくつがえしてい

けるかを考えたい。

ところで、こちらに来る車中で、篠原さんが島比呂

志さんにインタビューした「いま、なぜ、らい予防法

を間うのか」（『社会臨床雑誌』第３巻第１号）を読ん
できた。「らい病」ゆえに、４、５０年にわたって、隔

社会臨床雑Ｓｌｉｌｇ３巻第２号（１９９５．１０．）

霜ｌ収容されてきた７０才、８０才になる人たちが、今

頃になって、「らい病は治る、らい隔離は間違ってい

た」と言われて、社会に出ようとしても、どこにつな

がりを持っていいか、分からない。したがって、「ら

い予防法を廃止し、本法の下に置かれてきたらい者た

ちに対しては、従来通りの医療、福祉、生活を保障す

る」といった時限法を成立させることによってしか、

今日、自然に生きていく関係が持てない現実になって
いる。

精神病者も同様で、侵略戦争の中で抹殺されてき
た。私がつきあってきた患者さんで十数年前に亡く

なった人力１いるが、彼女は気づかないうちに産めない

体にされていた。が、そのことを後に知ることで、い
よいよ病状を重ねていった。このように、いろんな場

面で、いまだに戦争の傷が残っているのを改めてかみ

しめた。

さて、今でも、梢神病は遺伝病とされて、殆どの病

院の初診時には「ご親族で誰か精神病の方は？」など

と聞かれる。つまり、それによって、戦中から戦後に

かけて、家ごと管理されてきた。１９５０年の精神衛

生法は、精神障害者のｌｓｉｉ離収容を明示したが、この線
は、ライシャワー事件（１９６４年）を通して強化さ

れていった。

６０年代末から７０年代初頭にかけて、「精神医療

は患者にとって何であったか？」という問いと共に、

医療改革の嵐が起こった。梢神衛生法体制が患者を差

別の果てに追込んできたと、ロボトミーや電気ショッ

クの問題などが告発された。

その中で、下駄履きで通える町中の診療所をという
ことで、医者とケースワーカーがお金を出し合って、

柏；・１・こ診療所（東京・新宿）を作った。また、群馬県太
田市には、“開かれた病棟”三枚橋病院が生まれた。こ

のような捷のかからない病棟に明るい思いを抱いて、

私の勤める病院でも、患者さんたちと集会を持ちなが

ら、どうしたら鍵がＪ叉れるだろうと話し合った。そん

なことが７０年代にはあった。

私の職場では、医者を頂点とし、患者を底辺に置く
ピラミッド構造を少しでも変えようとして、技術職と

５



しての心理職と事務職としてのワーカーとが一緒に

なっていくとか、その輪に看護者も含めてとか、いろ

んな動きをした。こうして、７０年代から８０年代に

かけて、全国的にも「病院の開放化」は進んだ。閉鎖

病棟から身分証を持ってだが外出する人たちも出てき

た。６０％位の人々カ噛院を出入りできるようになっ

たと言われる。

しかし、こんな具合に、病棟が開かれ、町の中に診

療所力９られても、梢神ミ１１ｘｉ者が特別扱いされ、危険視

される事態は変わらなかった。その中で、１９８４

年、宇都宮病院（栃木県）問題が大きく報道されて、

病者を抑圧している病院の形態が浮彫りにされた。こ

のことは、この病院に限らなかった。どこでも、患者

を作業療法と称して無理強いし、何かあるとｊｇｉ１護室に

入れてしまうことが起こっていた。他方、“開かれた

病棟”でも、以前よりも薬漬けが多くなっているし、

電気ショックも行っている。看護者が’ｌ飼ＩＬヒ困るので

抑えていかざるをえない、と医者は弁解するが、これ

もやはりおかしい。

本書の構成と意図

いずれの場合にしても、何か根本的なことが見落さ

れている。それらを明らかにしたい。この本を書き始

める一つの意図がここにあった。

例えば、この間、医者を刺してしまった患者のこと
・が報道されたが、あれも妄想で処理される。そういう

風になった医者と患者の関係はまったく語られない。

本書は、このようなことに疑問を持つ者たちが香々ヽた
のだが、「第１章精神医療状況はなぜ変わらないか」

は、心理職として梢神病院に勣めてき犬こ赤松と寺田敬

志が１酢いた。今日、２０年前から言われ出した「開放

化」とか「社会復帰」とかが改めて言われているが、

それらの中身はかえってわかりにくくなっていて、む

しろ以前よｔ）！整然と患者が管理されてきている。本章

後半では、病院内が梢神保健法の成立に伴ってどのよ

うに変わったかを論じたが、そこは依然として閉鎖さ
れ抑圧されたものであると述べた。

６

「第Ｕ章閉鎖的梢神病棟を越える動きと限界」は、

波多江伯夫と我妻夕起子カ嗜いた。波多江は、新聞沙

汰にもなった大変な病院で、看護人として、開放的処

遇に取り組んだ。処遇改善までは良かったが、開放化
の運動になると、病院のオーナーに潰された。関わっ

た者たちは散らされた。波多江１；ｊ：Ｅ現在、精神障害者共

同作業所で働いている。彼は、病院のスタッフたちは

ｉ’慢性化」と呼ぷ中で、患者たちを町中では通用しな
１／４ｔ行動へとかえって処遇してしまっていると述べて

いる。ワーカーの我妻は、赤松らと同じ職場で「開放

化」の模索をしてきたが、今、そのためのスタッフ・

チームはＷＲ種ごとのｆｌｌｉ格化で散り散りにされてきて
いると述べている。

「第Ⅲ章生活の中で精神科臨床を問う」は、町の

中の診療所で働く広瀬隆士が轡いている。今までの臨

床はその人の問題を個的に取り上げることに留まって
いたが、精神病院内よりもよりリアルな状況に近いと

ころで、そこからはみ出さざるをえない人々と、どの

ようにして、その状況の問題をその状況に返していけ

るか、そのような１見点を変えたやり方を提案してい

る。

「第Ⅳ章治療関係の間題性とその展望」は、三輪

寿ニと古井英雄が書いている。心理治療の成立を精神

医療の歴史から論じているが、精神医療も心理治療も

精神病に対峙してそれを抑え込もうとする立場で出来

ている。古井は、「される」側・ア）体験を振り返って、そ

れ・Ｅ、は如何に戸惑い恐れおののくものかを述べてい

る。そして、スタッフ１１１１１者がもっと日常的に付き合

う関係になれないか、そこで「ノー」と言っていく関

係を作れないかと提案している。三輪は、梢神医療に
も心理治療にもその提案に答えうる処方籤がないと述
べ、精神変調によってもたらされミ、諸事態を個人の問

題としてでなく、社会の「闇」の問題として捉えてい

く中で、ひとっのつきあう関係を作れないかと語って
いる。

づ「第Ｖ章「開かれた病」への関係を求めて」は赤松

と寺田・、６１書いている。そこでは、梢神病は了解が出来

ない、その者は病識がない、ということで、彼らはそ



こへ閉じられているのだが、それをどう開いていける

かを考えている。

「了解不能」が成立する力関係

時間がないので、精神病を規定する伝統的な概念

「了解不能」ということだけを考えたい。これは、今

世紀の初頭に、ドイツの精神医学者ヤスパースカ嘔念

化したものだが、権威ある側が弱い側に付けた、くつ

、がえすことのできないずっと引きずるレッテルだと思

う。この言葉は、そういう関係の問題である。
ヤスパースのときまで、医学はヒステリー等、！ＳＩ・体的

に因果関係が見えないものを個人の混迷した問題とし

てその領域から放り出してきたのだが、彼は、病者の

世界を・ｊ現象的に捉えて、そこを感知し共感していく中

で、了解できるものを受け取ろうとした。今、心理治

療が行って１、ヽる姿勢と同じである。

しかし、例えば、過去の友人が自分を殺すという声

にさいなまれる；り易合があって、そこに因果関係カ現え

ない、周囲の人たちがそんなことはありえないといく

ら言っても本人は訂正しえない、そんなとき、それを

「了解不能」とした。分裂病の妄想とか幻聴とかがそ

れだが、それが“梢神病のわからなざとして言われ

てきた。

そのような確固とした概念をひっくり返すのは至難

だが、私達は、精神保健法成立時に議論になった「任

意入院」をめぐって、患者さんたちと語り合ってき
た。デイ・ケアの「自分を知るサークル」でだが、自

分の病気をどう考えるか、どんなときにどんな助けが
ほしいか、薬とどうっきあっていくかなどを。

本書でも紹介したが、そのサークルで、Ｃさんは薬
を滅らしてｘ／ゝく体験を語っている。彼は、現在２８才

だが、殆ど病院を離れている。２１才の入院時には５

０錠も飲んでいた。医者と相談しながら、年毎に少し

ずつ減らしてきたが、もっと減らしたいと言うと、医

者に「それでは注射に切り替えよう」と勧められてし

まった。注射だと自分で調整ができない、それに支配

されるより、Ｃさんは、自分の判断で、半年ごとに一
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錠づつ減らしてきて、今は４錠になった。̶錠減らす
ごとに、ビリビリしたり、寝つきが悪くなったりする

のだが、自分で耐えた。

先日久しぷりにひょっこり来たが、やっと自分らし
い自分を取り戻せた、と言っていた。自分が具合の悪

くなるときの問題は薬漬けの中で見えなくなっていた

のだと。「病院を卒業して、先生のところへ遊びに来

たような感じ」とも言った。今までの精神医療は、患

者１１１身が自分で選びたいと思うことを支えられなかっ

たと思う。

発題ｎ許せないこと一何が慢性化を作るか

三吉譲（三吉クリニック）

精神病院は絶望の結果と原因

最近の厚生省や梢神神経学会がｆ可を考えているかを

見てみよう。１９９４年に、この学会の「あるべき精

神・保健システム構想」小委員会は報告を出している。

その中に、「１慢吐期治療のガイドライン」がある。

それによると、精神医療システムは、一次診療圏

（外来、デイケア、作業所など）、二次診療圏（梢神科

入院施設）、三次診療圏（それらを補完する’１１１１性期治

療などの精神科入院施設）でやっていくべきとなって
いる。

調べてみると、１９９２年に、厚生省は「今後の梢

神医療のあり方に関する研究」（森山論文）という、

そっくり同じものを出していた。昨年（１９９４年）

には、この考え方にもとづいて、精神療養病棟（慢’吐

期の入院病棟）を新設して、晨歩哨齢報酬も変えている。

これには、ＡとＢがあるが、Ａは比較的設備があり、

Ｂは設備が少なく安上がりになっている。同時に、病

院ｌこ１まぼ付属する形でデイケア、ナイトケアを作って
いく。
一番の疑問は、精神医療において、内科学とまった

く同じ方法で急性、！ニ；加１曼性とかに分ける考えが何処で

Ｓｉ立したかだ。確かに、長期に入院して退院できない

とか、自宅に長い間こもってしまうとか、ｉ曼性化した

７
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状態はあるが、何；６唯１！性化を起こさせるかを考えるこ
とこそ大切である。

さらに、慢性化した状態で何が一番得しているかだ

が、既に見たように、‘ｔ１１性期治療だの、精神科入院施

設だの、長期療養病棟だのと、これら；６１点数化されて

やってきている。これでは、精神病院は大喜ぴだし、

経営も楽勝になる。

何が一体慢性化を起こしていくかを考えたいのだ

が、ぼくは町の中にクリニックを開いているが、初診

からそこに来て、依然として立直れない人が結構出て

いる。眠れないとか、食べられないとか、いつまでも

苦しい状態のままなのだが、その原因は、本人や家族

など周囲の人々の絶望ではないか。特に、家族は絶望

と希望の間を大きく；１１１１れ！肋くことがある。本人は勿論

絶望カ９１いが、誰かが希望を持っていれば立直れない
ことはない。

そういう絶望した状況の中で梢神病院が選ばれるわ

けで、精神病院は絶望の結果であると共に、その原因

でもある。勿論、入院して、不思議な出合いで立直れ

る人はまれにはあるが、大方において、そこは絶望を

作り出して、慢性化を生み出しているところだと思

う。確かに、今日の病院は、古い収容所タイブから小

綺麗な玄関とかになってきているが、絶望的なものを
基本の核に持ちながらも、近代的なシステムに作られ

てきている。

希望に託して一慢性化からの脱出

それでは、本人や家族は４£ぜ絶望していくか。精神

科関係の医者などスタッフの役割は非常に大きい。絶
望を作り出しているのははっきり冒って、我々であ

る。あるいは、その中で、希望を生み出す場所になり

得ているかもしれないのだが。ぽくはクリニックを始
めてから、作業所づくりに関わってきた。そこで、絶

望を余計にひどくする場合がある。
ぼくは、仕事、作業を全面に出す作業所は良くない

と痛感している。それを全面に出すと、出来る人と出

来ない人が出てきて、賃金の差別が出てくる。さら

８

に、出来ない人は駄目な人、出来る人は良い人と。作

業主体の作業所は、社会の中の差別に差別を重ねて
いって、余計駄目にしていくことがないか。

とにかく、その場で憩えれｌおりハ、何もしなくても

いい、そういう所のほうがむしろ本人の希望を潰さな

いから、慢性化に到ることが少なくなるのではない

か。

それで、本人力囃望していても、周りに希望を持つ

人力りゝれぱ、いつかチャンスが来る。その場合、不思

議な立ち直りを・体験しているのだ。そういう意味で、

本人のつらさや立場に共感して援助していくという原

点さえ忘れなければ、力になれると思う。精神病院に

不幸にして収容されても、無事生還してくる人カぢヽる
が、非常にきつい時にちょっとした援助をしてくれた

スタッフとの出合いは大きいのだ。

この本の感想だが、本人の希望を鬘彗謳いように、

また、絶望状況に追込まないように、如何に何ができ

るかが

物ですべて解決できる、薬さえ良くなれば、といっ

た、科学に対する無条件な信頼では駄目なのである。

ぽくは、慢ｌ生化カｔ４町で出来るのか、あるいは、それ

はどういうことなのかを考える。例えば、自殺は絶望

の中の選択だと思うし、梢神症状の再燃も絶望の表現

でもあるし、あるいは救いの表現でもあるだろう。先

程述べた、１曼性期病棟とか長期療養病棟の考え方で、
一番間違っているのは、結局そういう施設の中で治し

ていくという嘘を言っていることである。そこは絶望

しか生み出せない。白分たちカ埴接の加害者であるに

も関わらず、救済者であるとウソッパチを言ってい

る。やはり、そこは生涯収容所、あとは墓場までと。

また、併設の特別養護老人ホームまでもある。

やはり、社会の中で、憩いの場所を持ちながら、希

望を捨てないで、それなりに生活して立直っていく。

そこへの援助とかつきあいとかが必要なのだと思う。

そうでなｘ、ゝと、・１曼性化から脱皮できない。

発題Ⅲ地域への出前はいらないー「専門家」の

「関わる」は一方的



発病の頃

山本真理（全国「精神病」者集団）

病者の立場から、私の精神医療体験を話したい。私
の発病は１４才頃で、おまえはなぜここにいるのか、

ここにいて何になるのか、などの追及がずっと続く幻

聴に悩まされ出した。それ以前、５才のとき、自殺し

ようとしたのを鮮明に覚えている。１０才のとき、家

族全員を皆殺しにしようと思ったことも。

私は、家族の中で、ずっと中傷されたりからかわれ

る存在だった。発病後、自殺をほのめかすメモを見付

けられても、それまでもだった。だから、私の幼いと

きからの人間観は、ひとは他人の苦悩を中傷するもの

だ、決して他人に本音を言ってはいけない、すべての

人間は敵でやるかやられるかだ、といったものだっ

た。

東京に御茶。ノ水駅があるが、その近辺には、大学病

院などやたら病院があるが、私はここを通過しながら

中学に通っていた。その頃、思春期うつ病というの

か、非常に死にたいとか、幻聴とか、ともかく体が疲

れて、どうしようも動けないという、まわり切った状

態で、この駅を通るたびに下車して、精神科医に飛び

込みたいと思った。家族は私１こ、学校に行け、行けな
いおまえ；６ｔ悪い、と言うだけだが、医者だったら、私

の病気を客観的、科学的１こ把握してくれて、私を助け

てくれるにち力ｌｘ／！・ないと思ったのだ。

やっぱり精神科へと

しかし、実際に登校拒否になって、私は、親によっ
て医者に連れていかれるのだが、そこの精神科医は私

の期待に答えてくれるどころではなかった。彼は、私

の家族構成を見て、婚期を逸した女性であるだけで、

「お宅のおぱさんはヒステリックになりませんか」と

聞いた。私はこういう決めつけをする医者の１生差別に

対して怒って、一切しゃべらなかった。
この医者は「人が悪口を言っている気がしないか、

死にたくなることはないか」と聞いたので、私は「い
いえ」と言った。すると「内科へ」と言われ、そこで

は、検査漬けで徹底して調べられたが、どこも悪くな

かった。やっぱり精神科だということで、また精神科
へ。今度は、母親のｊａ保護が原因である、甘えている

から学校へ行けない、這ってでも行け、と叱咤激励さ

れた。これカ嘲神療法で、保険点数外診療ということ
で一時間千円も取られた。

学校に行くことに異常にこだわっていることが異常

に思う位、今、思えば、私は苔死に学校に行こうとし、

行きたいと思い過ぎて行けない状態だった。１７才で

入院したが、相対的に良い病院で開放病棟だった。し

かし、入院手続きの一環として、顔写真（それぱ脱

院手配用”なのだが）を取られた。また、ｊｌｉｌｌ勁恥ｔ病

棟を案内し、規則を説明するのだが、壁には細かいス

ケジュール表が張ってあった。そして、「皆さんはこ
こを退院したら、自主的に生活しなくてはならないか

ら、このスケジュールを守ってください」と言う。私

は、病院で「自主的」という言葉が出てくるのカ坏思

議だった。それから、「自主的に暮らせ」と言うのに、

「スケジュール表に従って」と言うのは一体どうして

かと、唖然としてこの看護婦の顔を見た。それから、

良１／回ＩＥ射があるからと扁されて電気ショックをされた

り、死にたいともらしたら、何かあったら保護室に入

れるぞと脅されたり、といろんなことがあった。

一切を症状と思わされて

或る日、電気ショックを数回した後、朝食時に
ちょっと倒れたら、そこから大学病院に回された。こ

この医者は、「心理テストの結果、あなたは情緒未熟、

人格未熟である。そもそもこの科に来る患者はすべて

そうだ」と決めつけた。つまり、精神科医も教師も家

族も総ぐるみ、私の周りにいる人間は、私に問題があ

る、私が間違っている、だか・Ｅ、学校に行けない、と繰

り返すだけだった。それは、ただでさえ自分には生き
る権利がないと悩み苦しんでいたのに、その罪悪感を

増加させるだけだった。

９
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大学病院入院中、「睡眠薬は眠れるからいらない」
と咄匿婦に言った。その報告が主治医に行くと、「あ

なたは眠れてるつもりだが、実際は眠れていないん

だ」と断定され、薬が強要された。精神病院で私が学

んだことは、私の感情表現もことぱも症状と捉えられ

るということだ。

私の感覚も病状なのかと。例えば、ちょっと肌寒い
からもう一；枚着ようと思った。看護婦にもう一枚着て

もいいかと聞いたら、これもまた確認癖と病名を付け
られるのではないかと。こうして、私は、思想どころ

か感覚も感情も私の全部を病状として疑ってしまう、

洗脳さ；１’ｌ、Ｊ慨者化された存在だった。もともと家庭で虐

待があった故に本音を言わない人間だったが、精神医

療は私から一切の感情表現、自己表現、自信を奪い

去った。

私のうつ状態は医療が作った

私は今、遷延性うつ病ということになっていて年金

を取っているが、確かにうつ状態があって、抗うつ剤

を飲んでいる。今の社会で食べていくために、薬は必

要だと思っている。しかし、このうで）状態はむしろ精

神医療や病院が作り上げたと信じている。私が出会っ
てきた精神科医や病院は、劣悪な医療技術を持ってい

たわけでないし、悪徳病院でもない。彼を、は熱ＪＣ、ヽで良

心的な医療従事者だったと思う。そして、彼らは私

を、患者として物として客体として関わってきたと思

う。要するに、ここで、「関わり」という言葉が出て

くる。

その文脈で、我々はあくまでも症例とされてしま

う。我々の生活歴や家族環境をどんなに調べたとして
も、専門家の１見点は、病的な、病理を持った人間とし

て、個人の人格をあげつらう。あるいは、せいぜい家

族の病理だと。つまり、梢神科医はここで検事であり

裁判官である。診断という判決にもとづき本人のｔ思

を一切問うことなく強制医療を行う。任意入院と言っ

ても、強制入院の脅威が付きまとっている。医療保護

入院というカードを持った医者の前で権力的に同意さ
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せられるのだ。

「病」者の仲間に出会うことで

私としては、医者や専門家にもう関わってほしくな
いと言うしかない。精神病院を出入りして１０代を過

ごし、２０才のときに、ある決意をして、精神科医に

行くのを止めようとした。このとき、私は幸いにも強

制医療の網にかかることなく、むしろ医者から離れる

ことで、次第に回復した。

２２才のとき大学に入り、卒業後再発しているの

で、治療中断を皆さんに勧めるわけではないが、やは

り、その後、私が本当に癒され犬こ体験は、２８才で、

全国「梢神病。」者集団の仲間に出会ったときだった。

そこに初めて参加したとき、ある方が非常に怒ってい
て、私は非常にびっくりした。ｊｌ者が感情表現をして

良いということを私は知らなかった。それまで、患者

は怒ってはいけないものだとばかり思っていた。怒っ

たら、それは直ちに医療によって弾圧されると思いこ

んでいた。「ああ、私も怒っていいのか」という、す

ごく単純だが、その解放感を今だに忘れられない。こ

ういうふうに、精神医療によってすべてを奪われた私

が、それを奪い返し癒されたのは、「病」者集団に参

加し、患者の仲間に出合い、お互いの体験を交流する
ことの成果と思う。

「地域の病院化」を問う

今、三吉先生は’ｌ§ｌ！性期病棟のことを話したが、病棟

の機能分化は私も非常に大きな問題だと思う。もう一
つ、大きな問題は専門家の医療がどんどん拡大して、

地域を梢神病院化しているんじゃないかということ

だ。

訪問看護が点数化されて久しいが、１９９４年６

月、「生活保護法による被保護梢神障害者などの自立

援助のための連絡協議会の運営について」（社会援護

局通達）が出ているが、福祉！鮮務所に職安、救護施設、

患者会、家族会が集まって協議会を作り、生活保護を



受けている精神障害者の自立援助をしようとしてい
る。また、保健所の社会復帰相談事業、つまり、デイ・

ケアの形で、医療、福祉、そして保健が合体して、

我々を取り囲んでいると、私には感じられる。

今、精神保健１去改悪案が国会に出されている。４月

２６日の衆議院厚生委員会で審議されるこの法案は、

強制入院法である精神丿保健法に福祉を無理矢理付けた

もので、その中で、地域における相談業務の強化が明

文化されている。
一方、；ｌｔｌ１域精神医療の“先進地”である欧米の精神

病者たちは、地域における強制医療ということを問題

にし出している。つまり、地域の診療所と言っても、

注射を打っているだけ、注射に通わなければ強制入院
へとなる。あるいＵ：、地域の監瓶網として、ソーシヤ

ルワーカーがケースマネージメントと言って管理して

いくなど。これらを彼らば：ｊｔ１１域における強制医療の強

化として問題にし、精神保健体制そのものをすでに糾

弾し出している。

自分に関することを自己決定でき、自分に関するこ

とが決まる場合には本人が参加することができる。そ

れが少なくと・もｊ也域保１１１！体制というなら前提であるべ

きと思う。しかし、現実には、関係機関の協識という

名目で、自分のことが自分のいない場所で話し合われ

ている。地域でやっていけない場合、強制入院が法的

に保障されている。欧米の病４ｉが糾弾するように、地

：嗅精神保健体制とは精神医療が衣を変えて、地域に出

てきただけではないだろうか。まさに、専門家達が地

域にまで出張して私達に関わろうとしている。

この中で、我々に残され犬こｉ割尺は治療拒否しかない

のかと、今私は、実は個人的理由もあって、そこに直

面している。あるいは、アメリカでは、患者会を医療

の下積みに使って、患者会で民主的に強制入院を決定

するなどというインチキがなされている。精神保健法
という強制収容法がある限り、専門家は鉄格子越し

に、私達に関わってくることしか出来ないだろう。そ

うした関わりに対して、私達は関わ！）はいらないとし
か言いようがない。

社会臨床雑誌第３巻第２号｛‘ＩＳ｝９５．１０．）

この本に勇気づけられたが

私ども「病」者集団は、２０年間、保安処分と保安

処分を支えるすべての保安処分イデオロギーとに反対

する、ひとりの仲間も排除しない、ことを原則に、梢

神保健法の撤廃とかを言い続けてきた。「病」者集団

は、今の流行はそんなじゃないよ、いつまでも２０年

前の主張を言ってるね、と一部で言われているらしい

が、この本（「「開かれた病」への模索』）を読んで、し
つこく同じことにこだわり続けた専門家もいたという

意味で、私は、この本に非常に勇気づけられた。

しかし、そうだとして、この専門家たちと私は一体

関われるのだろうか、つき合えるだろうか。“関わる”
とは、既に述べたように、結局は１１１ｔ？１１１子越しに一方的

に手を差し伸べることだと思う。では、“つき合える”

条件とは、まず患者の主体の強化ということにあると

思う。

近代１００年間のいろんな歪みを受けてきて、そし

て、今、更に・そ・；ｔｔがより近代的に再編強化されようと

している。そんな精神医療を正すには、法律とか制度

を作れば、それで何か魔法の杖のように良くなると
いった生易しいものでない。

専 門 家 ぱ 関 わ る ” こ と で い い の か

私は、遠回りかもしれないが、地域で仲間達が集

まって、「今日はお茶一杯飲もうや」とか「花見に行

くか」とか、そういうところから始めて、つきあえる

場所を作っていくことヽが必要だと思っている。その中
で、お互いの体験を話し合って、１１１１５１が精神医療の中

で奪われた自信とか誇りを自分自身で取り戻していく
こと。そう１／ヽう患者会のｆｌ！ｉ動がまさに実は社会復帰で

あると思う。

そういう、我々の主体の形成と同時に、専門家や健

常者には、“関わる”とはどういうことかを考えてほ
しい。最近では、作菊タｉ：１）Ｊ改員はしろうとだから良い

と言われる。しろうとだから平らな関係で話せるかと

言うと実は違う。そこにも、健常者と病者の間の鉄格
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子ｌｊ：厳然とある。精神保健法体制に縛られている、こ

の壁を乗り越えるには、健常者そして専門家の皆さん

は、病者の声に学んでいただくことである。そして、

我々病者自身は、仲間カ喋まることで、医者からの洗

脳を脱して、仲間の力を信じあい、共に助け合うこと

なしに、現状を変えていくことが出来ないと思う。今

また、私達は、「病」者集団として、そして各地の仲

間と共に、そういった思いで歩いていきたいと思う。

発題Ⅳひとつの「層」を大切にすることから

松田博公（共同ｉｉ信社）

ジャーナリズムも了解努力を怠っている

今日もオウム真理教（以下、オウムと略す）の取材

に追われている。もっとちゃんとＩＳ哨１しておきたかっ

たが、あたふたと駆けつけることになった。今回この

本を読んで、オウムはどうｘ／ヽ・う現象なのだろうと考え

る上で、非常に参考になる視点カ喧り込まれているこ

とに気づいた。それを感想として述べることで、この

学会の位置付けを少しさせていただく。結論を先に言

うと、こういう視ｊｘを持って、活動をしてｘ、ゝ・Ξ、存在の

重要さを、学会自身がもっ２ニ１ぼ識して良いのではない
か。

赤松さんから、「了解不能」の話があったが、ジャー

ナリズムは了解不能な現象力畦じた場合、それをいか

に’：ｊ’゙ 解可能にするか、あるいは自分ｌ自身が了解しよう

としてその現象にアプローチするかということが仕事

だと思うのだが、残念乍ら、今、ジャーナリズムは、

了解不能毒纒象が現れれば“裁判官”として実際の裁

判以前にバッシングを行うのを仕事としている。

例えばオウムは、阪神大震災が地震兵器によって起
こされたと言っている。いかに４、荒唐無稽な話だとし

て流布されている。あるいは、彼らは米軍が

撒いたと。そんなこと、あるわけないじゃないかと頭
ごなしに言われている。

これでは、ジャーナリズムの報道がゆがんでいると

思う。つまり、オウムにとってはそれなり・７：）根拠があ
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る。例えば、９１年の読売新聞に「ソ連で地震兵器開

発か」という記事が出ているが、オウムはそれをーつ

のｊｌ紺処にしている。それだけでなく、東欧にかつて地

震兵器を研究したニコラ・テスラという科学者がい
て、博物館もある。オウムの場合、そこへ信者を派遺

して情報収集している。つまり、彼らにとっては根拠

のないことではない。我々にとっては妄想であって

も、何か・７：）；限拠があるのではないかと考えてみるに値

するーつの材料だろう。

米軍が毒ガスを撒いたということも、富士・７：）；裾野は

米軍の訓練場になっていて、飛行機が飛び交ってい

る。だから、ある不安感を持った人たちカ咽果関係を

自分達の中に求めずに、外に求めた場合には、そこに

ｊｌｌｉぴ付けることは充分に了解できるはずだ。単なる妄

想とは言えない。

オウムも心理学も二項対立に陥っている

正しいか間違っているかを言っているのでなく、オ

ウムの側にも彼らなりの理由がある。それを踏まえた

上で批判すれば良い。その立場に立って言えば、オウ
ムの場合、気掛かりなのは、何らかの現象が生じた場

合、常にそれ；カ１１１１分遠の外側から襲ってくると考える
ことだ。つまり、自分達と外側を二分して、ある二項

対立、敵と味方という関係を絶えず立てていく。この

関係はインタラクティブではなく、そこにｌｊ：分断の線

がはっきり引かれている。被害と加害を強固に考えて
いることだ。

ぼくは、この本を読んで、心理テストと；なヽ心理療法

のハードな二項対立という関係の取り方に関心を持っ

た。寺田さんは、「心理テスト・・１・、Ｃ、ヽ理療法は、患者の

問題を知能・性格、無意識の葛藤など、その人の内的

傾向にのみ還元してしまう技術である」（６６頁）と

言っている。あるいは、広瀬さんは、従来の精神医学

や臨床心理学は、「時代、社会状況にｌ；’ｉｌ在する諸困難、

諸矛盾を個人、家族の責任に被せてしまい、ある個

人、家族・り特殊性、異常性といった負因（遺伝因子、

成育歴、性格特性等）ばかりを中心に描き上げ；Ξ、審判



体系を構築して、異端者への差別を科学的に基礎づ

け、正当化する役割を果たしてきた」（１３３頁）と

述べている。
ここには、自己と他者をはっきり分け、外

で観察していく手法が認められるが、これとオウムの

人たちが陥っている精神状況とは見事に重なってい

る。これは原始・古代的Ｊな発想ではないかと思う。原

始時代においては、病気は絶えず外側から襲ってくる

ものと考えられていた。現代の概念で言えば、ビール

ス、ヒか細菌だが、かつてｌ；ｊ：悪魔とか風（今日、風邪と
いう言葉で残っているが）とかが。このような発想が

現代にまで残っていて、それが科学の形を取ってい

る。そして、それがまさに社会通念になっている。だ

からこそ、このような精神医学や臨床心理学のあり方

を超えようとすることは、単１こｊｌ！Ｆ学批判の問題ではな

くて、オウムばかりか、ぼくらの総体をおおっている

社会通念、観念を批判する際に、重要な；１１１点になると

思う。

社会は洗脳し統けている

波多江さんは「精神病院という場所が治療という名

において；ｌｉｌニ会性や人間性を疎外していく要因を兼ね備

えている」（７７頁）と言い、慢陛イヒには、治療構造

が生み出す閉鎖病棟、投薬の仕方、医者、看護者など

と患者の関係、といった諸側面が強く作用しているこ

とを指摘している。
これを読み替えて見ると文化の問題ではないか。文

化というもの力ｔｊ私達に浸透するプロセスが精神医療の

現場に現れた場合、このような分析があてはまると思

う。さらに言い換えると、“洗脳”なのではないか。こ
の社会は我々を洗脳し続けている。学校教育は最大の

洗脳の場であると言ったのは他でもなく麻原彰晃であ

る。彼がある極端で原理主義的な文明批判の視点を

持っていることに関して、ジャーナリズムは一切伝え

ていない。しかし、彼自身は文明破壊あるいは文明革

命をめざす革命者であるとおそらく自認していると思

う。ジャーナリズムはそれを紹介する文体を持ってい

ないから、彼を単に犯罪者であり、オウムｌ；ｊ；狂気の集

団だとしかとらえることができない。
しかし、彼は主観的には、「この文明が問題なのだ。

この文明を我々は変えていくのだ」と考えている。そ

して、マスコミなどの情報を遮断して解脱するのだと

言う。ところが、テレビの突撃レポーター達は、信者

たちになぜテレビを見ないのか、新聞を読まないのか

と聞き、変人、奇人ではないか、現代人の資格がない、

と論難する。オウムの人たちは、この汚濁に満ちた文

明をマスコミこそが作り上げていると言いたいのであ
る。ところが、この間、オウムに対してもっとも公平

な立場から報道したのが『週刊プレイボーイ』だっ

た。やたらヌード写真を載せるその週刊誌がオウムに

理解を示した理由と意味を、オウムの人たちは考えて

ほしい。

常識の水位は厳しく貧しくなっている

しかし、この社会に対する認識の取り方としては、

文化こそが人間を不能化しているのではないかという
ことだ。例えば、波多江さんは、開放病棟における開

放的処遇の試みとして、レクリエーション活動、

ショッピング活動、新聞発行、自治会活動などを紹介

しているが、その中で「生活の立て直しとして、買い

物を重視し日常生活の確立をめざした」（８２頁）と

書いている。ぼくはちょっと引っ掛かった。批判的に

ということでなく、「ああ、これが私達が考える日常

生活のイメージなんだな」ということだ。ここには、

私達の生活が反映している。もしこれに疑問を抱かな
いとすれば、多分私達ぱ洗脳”されている。

なぜ日常生活の自立と言うときに、ｊ霞耕生活を思い

浮かべなかったか。ぼくらの生活ＩＦ体が当然の前提と

して買い物の自立を訓練することが自立への道と考え

る位置に入っているということである。だから、オウ
ムの子供達（一部なのだが）は歯を磨かない、二食で

ある、風呂に入らない、となると、世間やマスコミの

詰問の対象になる。例えばカラーテレビのない家が違

和感を持って受け入れられるように、一般的な常識の

１３



水位がどんどん変わってきているからである。そのこ
とによって、ぽくらは、常識の水位から外れている人

間を受け入れられなくなっている。

広瀬さんが、現在・７：）学校教育に関して、この本で非

常に梢緻な分ｉ析をしている。私と佐々木賢さんはほぼ
７、８年の共同作業とし’（’学校教育・７）分析を続けてき

たが（１）、ぼくらの分析と随分重なり、さらにそれを

深めているという印象を受けた。
‘そこには、現在・７：）学校教育は「単」９１１１計算上、全体の

半数近くが、「人並み以下」という熔印をうけること
にもなる。「どうせ自分は…。」と自らに冷ややかな

まなざしを向けることを、学校教育を通して多くの子

どもたちが身につけていく。」（１３５頁）という記述

がある。とても切ない記述であり、身につまされる。

しかし、ここにいる大人たちは学校教育を何らかの形

で通過しているが、半分の人が「どうせ自分は…。」

とｖヽう思いを抱いているかと言うと、必ずしもぼくら

の実感ではない。

ということは、かつてそれほど多くなかった自分に

対して白けた冷ややかなまなざしを身に付けてしまう

子供達；６１現在はどんどん増えているということなのだ

ろう。どうしてなのか。まさに戦後の歴史カ吸映して

いると思う。

適応か避難かの二者択一を越えて

三輪さんは、「封建制社会から資本三盆義社会への移

行は、労働が第一の価１１１基準とされる労働社会を登場

させた。」（１７１頁）と言っている。この労働社会・が、

現在は精神に過重に比重が置かれる精神労働の社会に

移行している。その中で、学校教育のシステムはます

ます知的なものに比重が置かれている。ぼくはもう５

０才になるが、ぼくら；６１学校生活を送った頃、そこで

は、知的なものに対するある種の相対化は行われてい

たと思う。つまり、それ以外にも人間の価値はあると

いう、知的なものを相対化できる幻想がそれなりに機

能していた。

しかし、その機能はもはや非常に涸れ果てている。
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学校教育を批判するオウムが、逆に学校教育システム
を映し出すような高学歴社会になっている、という笑

えないパラドックスとしてそれは現れている。あらゆ
、Ξ、現象が戯画化された形で現れているので、ぼくらは

決してオウムだけを笑うことが出来ない。

広瀬さんは、「適応と避難」というキーワードで示

唆的な文章を書いている。「本人をも家族をも窮地に
追込んだ事情、経緯、学校、職場、この国の、女性差

ｉｌ！Ｌ学校化社会、上昇志向、優生思想等の文化（？）、

制度を深く問うこと、そうした、より大きな圧力への

処し方について、「適応」の方向を探るにせよ、「避難」
の方向を探るにせよ、“作戦会議”を共有していくこ

とだろう。」（１５３頁）と。つまり、山本さんが言っ

ている“関わり方”どつきあい方”ということに対

する広瀬さんの解答と思うが、それに対して、更に、

広瀬さんは、さしあたり、この社会に適応していくの

か、この社会から避難していくのか、こういった二者

択一、つまり、二項対立そのものからも脱出していく
という文章を書いている。ぼくも非常に共感する。

この間のオウムをめく；゛、る現象で、興味深いのは、オ

ウムの“洗脳”を解くというプロの“；１！！ｌ洗脳”屋が登

場してきたことである。日本のプロテスタントの牧師

で“ｉｌ！１洗脳”を専門的にやってる人は、オウムの信者

を落とすのには家族が温かくもう一度迎え直すことが

重要である、と言っている。それに対して、『マイン
・ド・コントロールの恐ｌ布』を書いたハッサン（アメリ

カ人、元統一教会信者）は（２〉、オウムの信者に次のよ

うに語り掛けている。（あなた達の最初の欲求にの

世から解脱してもっとよい社会をめざしたい。）は非

常に正当なことだ。その後のあなた達が間違った。だ
から、最初の感覚を再び思い出して、その感覚に戻

り、さらに、その自分を超えていきなさい。」と。
この二つの示唆の違いは、日本文化とアメリカ文化

の違いなのかもしれないが、広瀬さんの言う「適応か

避難か」、あるいは、その二者択一を越えていくのか
という問題提起と非常に重なることだと思う。

既に獲得している「共に」の世界を軸に



この本の中でも、この学会が絶えず主張してきた

「共に生きる」という主張は随分梢密に伝えられてい

る。我妻さんは、「「共に」歩みたいと前項に記したが、

患者自身そして「医療」あるいは「治療」側に身を置

く者は、「病」をめぐる状況に対して少。々大袈裟に言

えば、「共に闘う」者と言えようか。」（１１１頁）と

言っている。ところが、「医療従事者は自分の地位保

全のため闘っているとも言うべき状況である」（同頁）
と。その他、到るところで、この状況そのものを対象

化してそれを変革していく視点、それは患者さんと

「共に生きる」という視点だということが様々に語ら

れている。
この問題に関わるのだが、全体を通してせっかくす

でに獲得しているものや関係があるのにもかかわら

ず、周りの状況が否定的であるといっ式こ穏析に比重が

掛かり過ぎていないか。確かに周りの状況は否定的で

ある。さっきも言ったよう１こ、学校社会における文化

がどんどん知的なものに一元化されていく、人々の社

会観念も二項対立的なものをどんどん強めていく、異

質なるものは排除する。そんな傾向が非常に強まって
いる。

にもかかわらず、私達には、すでに獲得しているも

のがある。それは（山本さんが言った）患者会の活動

などを通じて身を持って感じているささやかな喜びの

部分だと思う。ささやかでも確実に繋がっているその

部分を見つめることによって、ポジティブな表現がそ
こからスタートしていくのではないか。

第Ｖ章第三節「「幻聴」を生活の中に生かしながら」

には、ある女性患者がいろんな幻聴を・・体験している

が、自然の中の鳥とか花とか様々なものからの声と戯

れながら、生きているんだという表現があった。彼女

は、徹底的に身の回りの様々なものと交流している。

それらを自分自身感じ、それを言葉にすることが出来
ている。

かつて江戸の終わりから明治の初期、大正にかけて

様々な小さな民衆宗教（天理教、黒住教、金光教、大

本教など）が生まれたが、それらの初発の姿は、一人
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の女性または男性がこの患者さんのような感覚を周り

の世界に抱くところからスタートしている。場合に

よっては、狂気としてあちらの世界に行ったまま帰っ

て来なかったかもしれない。でも、そういう自分を肯

定することによって、まさにこの地に着地することの

出来た人たちである。

それをすべての人が文化として肯定することによっ

て、血路が開けるのかもしれない。もしかして、それ

は「共に生きる」関係に新しい側面を付け加えること

ができるかもしれない。麻ｌｌ（教祖の開いたオウム真理

教ももしかして最初はそういった契機を持っていたの

かもしれない、とぽくは思っている。

四人の発題を受けて

討 論

司会：四人の発題を受けて討論に入りたい。借越だ

が、まず司会から感想を述べさせてほしい。、赤松さん

は、「了解不能」が成り立つ力関係（医者と患者、強

者と弱者）を指摘しながら、「了解不能」とされた者

は「病者」とされ、隔離、保護されてきたと述べ、そ

の反省に立って、「病を関係的に開いていく」という

提起をしている。ぽくはそのことに新鮮さを感じた

が、-方で、「分かりあえなくてはならないのか？」

「分かりあえないまま、生き合ってしまう」という課

題もあるのではと思うが、どうか。

ぼくは、患者の絶望を差別構造の中で捉え続ける三

吉さんの姿勢に共感した。そして、患者の辛さとつき

あい、楽になるのを支えることを模索している。とす

れば、ここらで、三吉さんも再び「医者が、患者に関わ
る」という仕組みの中ぺ「ＩＩぴ収まっていくことになる

と思うが、このような「する」側の矛盾をどのように

考えるか。

特に、赤松さんも三吉さんも、このような姿勢で
「病院の外へ」と模索してと思えるが、とすると、山

本さんが批判した「地域の病院化」という問題とどう

絡んでくるか。
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山本さんは、後半で、医療支配に抗して、患者の主

体陛を確立し、自己決ｊｉｉ能力を高める旨の発言をして
いる。これは「近代における理想の人格像」になって

いると思うが、とすれば、これは「；健全者」の論理で

あって、この理想の下で、これらを欠いた状態を「精

神障害」と見なしてきたのではないか。つまり、「病」

者の主張として、この論理に乗って大丈夫か。

松田さんは、多くの社会関係：カ１二項対立する中で、

強者カ咽者をＥＩ非除する現実が進行していること；を指摘

して、この発想から自由になっていく手立てを探って
いるが、日常的につきあう中ですでに生み出している

確かな感覚とか関係とかに託して、ささやかでいいか

ら、自分たちの側に楽観的な展望を作れないかと提案

している。ぼくはこれに共感するが、皆さんはいかが

か。

「気違い」を禁句にしてはならない

○○：ぼくは、医者の研究至上主義の中で１夷１験材料

にされて、悔しい思いをした。良心的な医者４）反専門

性を言う医者も裏返した専ｒｌｌ性に過ぎない。病者にも

医者を拒否する権利があると思う。

それから、「気違い」という言葉だが、それが否定

的な意味で使われたら差別だが、「気違いでどこが悪
い！」という意味で-１１１定的に取られるなら、それは差

別でない。そのことで、地域の関係も楽になる。「気

違い」を差別用語として禁句にしたら、華１１１ｊは陰湿に

拡大するだけである。地域で患者会を始めて９年くら

いになるが、ぼくらは、やっぱりこの学会へ４、「気違

い」ということを積極的に打ち出していこうとなっ

た。（３）

異質なものを排除したら、病者間に差別を持ち込む
ことになる。違うものを認め合うことで、健常者にな
いような豊かな人間関係を作っていきたい。

山口：当事者として地域の活動をしている。この学

会の主人公は誰か。介１匯保健、介護の社会化を推し進

めることで、どんな「施設の社会化」になるのか。「開

かれた医療」は「地域の病院化」ではないか。また、
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警察国家、病院国家、施設国家になる恐さや不安を

持っているが、この問題について誰か答えてほしい。

ジャーナリズムの危機

武田：高校の教師をしている。この間のオウム報道
に疑問を持っていた。今日、松田さんの話を聞いて、

普通の感覚で捉えているジャーナリストがいるんだと

知った。テレビを中心としたマスメディア；６１；なぜ変に

なっちゃうのか。つまり、メディアも医療とか教育と

かと同じ状況を抱えているのではないか。

松田：この２０年間、ジャーナリズムの構造自体が

徐々に変わってきている。̶つの問題は、新聞記者に

なる人の学歴が上がってきていることだ。社会的にエ

リートと言われる偏差値の高い人でないと、ジャーナ

リズムの職場で働けない。問題は、学歴社会をクリ

ヤーしてきた人たちのマインドがどういう構造になっ

ているかだが、これは、他者の痛みがイメージしにく

くなっているという、人間の？ｔ鼠像力の問題に関わって
いると思う。

もう一つ、日本を警察国家、危機管理国家にしてい
こうとする決意がはっきりと機能している。それは、

阪神大震災やオウムｊｉｌｌ理教事件の解決の仕方にうかが

える。オウムの事件にそって言えば、警察ｌ；ｊ：捜査の中

間発表をしないし、公式発表は微々たるものである。
つまり、情報のりークにもとずく情報操作が行わ

れ、商業主義と特ダネ至上主義的な企業管理システム

の中で１１１１４ｔが抵抗できなｘ／ヽ で流されている。刑事達と

の関係をうまくつくれないと惨報が手に入らない。と

なると、警察はその関係を利用さえすれば、どのよう

にでも操作出来ることになる。つまり、警察の捜査を

批判する記事が書けない。そのような記事を出すと、

刑事とのコンタクトが切れてしまうからだ。こうし
て、一方的に警察情報が垂れ流されている。

こういうことを通じて、彼らは非常に危ない危機管

理体制を意図的に作り上げようとしている。そこに

もってきて、一般社会の通念ｉ６１頑ななものになってき
ている。違和感を表明できる場が非常に少なくなって



いる。

防衛としての「自己決定」という こと

山本：「主丿体性」とか「自己決定」の問題は、篠原

さん力嗜う通りで、不用意な言い方だった。フロアー

から出たように、「気違い」と開き直って、楽しくや

ろう、何も働くことがない、というのはそれでいいの

だが、そこに、暴力的に医療が関わってくると、それ

に対して、我々の言う言葉は、防衛として自己決定と

ｙヽう言葉になること力侈い。また、圧倒的に健常者に

取り囲まれ、暴力的に医療に弾圧されていく中では、

その主体形成は、個人が主体として強くなることでは

なくて、仲間が集まって団結することである。そうで

ないと対抗出来ない。

それからもう一つ、集まることの意味は団体には病

状がないことだ。ひとりで医者に対応すると、それは

診察になり症状になる。２人なり３人なりだと、それ
は交渉であって、治療場面に転化されないということ

がある。そういう意味で、患者会を作っていくことが

大切だ。そして、そこで、専門家が、甦者と学び合う姿

勢で向かい合うことで、もしかしたら、両者は付き合

えるかな（？）（まだ疑間符がつくが）と思っている。

医療の外で生きてほしい

三吉：会場から１１１分達のことは自分達で決められる

んじゃないかとい・う話が出たが、それカｔ一番良いと思

う。ただ、例えば、薬についても医者が決めている。

薬の副作用とか名前とか、自分の飲んでいる薬も知ら

ないままで来ている。ぼくは、この点で迷っていて、

薬については情報を公開すべきと以前から思ってい
た。

が、公開後面倒な質問が出たらどうしようとか、お

そらく答えられない質問が山程あるんじゃないかと躊

躇していた。しかし、この際、薬の能書きを全部公開

しようと、一切の薬を待合室に出した。あとは自分で

調べてくれと。皆さん、よく研究して、こういう症状
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があったけど副作用ではないかといった質問が家族や

本人から出てきた。公開して良かったと思っている。

さらに、カルテをコピーして渡そうかという話も出た
が、あまり欲しくないようだった。そうかもしれな

い。薬の名前さえ知って、それをコントロールさえ出

来れば、医者と坊主とはつきあわないほうカｔｘ、ヽい。そ

ういうのが健康な生活だと思う。
ただ、食べる、寝るが出来ないとき、薬は１００万

回のカウンセリングよりも効く。そこははっきり援助

を求めたらいい。あとは、せｘハぜＸ、り魏場などを休むた

めの診断書とかは書く。医療以外のところで、皆さ

ん、生きて欲しい。

薬を飲まないですむ関係をつくる

赤松：なんでも分かり合わなくてはならないかとい

うことだが、そういうっもりで言っていない。ただ、

力のある者が弱い者に対して「了解不能」、「問題だ」
と決め付けることで、尾を引く事態はあってはならな
い。特に、そのことによって、レッテルを貼られてい

く問題は大きい。「わかんないよ」と言いつつ、つき

あうことは幾らでもあるのだ。

だけど、山本さんが１是起した「あなた達は関わって
いるんであって、つきあっているんじゃない」という

ことは、医療従事者のやることの大部分にあてはまる

と思うが、そこでも、どうっきあっていけるかを考え

たい。消極的な言い方だが、医療従事者として地域に

出ていってはいけないと思っている。

それから、ひとつ非常に恐いことだが、「了解不能」

と言おうと言うまいと、「あの人はおかしいよ」とい

うことが、一般社会の通念の中で二重三重にからめと
られ、そのように見倣された人は非常に住みにくくな

る。そこを打ち破るのが非常に難しい。

それから、三吉さんは、薬は少なければ少ないほど
いいと言ったが、大部分の医者はそう言ってない。特

に、厚生省の方針がらみで、フランスやドイツと比べ

ると、日本は４分の１くらい薬イｉｌｌｉ基準が低い。それだ

け薬を大量に出してきた。そして、薬潰けという事態
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カｔｆ可十年にわたって続いている。

６０年代からよく効く薬が出てきて、社会復帰カ噌

われてきたが、結果としては薬漬けで、眠れなければ

すぐ薬だとなっている。何かあれば眠れないというの
は誰にでもあるのに、入院して眠れないとなると必ず

そのための薬が出る。外来でもそうだ。医者は出して

くれるし、患者は出してもらうという関係になってい

る。そういう関係に甘んじている。

やっぱり生きている以上、きついしつらいし病にも

なる。でも、「つらいよ」と話し合うとか、薬を飲ま

なくてもすむ関係を作ってｘハ・く必要がある。そのこと

によって、医療公害、薬公害から免れていくことがで

きると思う。

治安管理と福祉が一体となって

○○：赤松さんは、薬をのんで楽になると言った

が、メジャートランキライザーは非常に苦痛なもの

で、妄想とか幻聴とかは薬を飲むことで余計に出てく

る。薬を飲んで非常に苦しい状態をくぐり抜けている

ミ１９１１者力ｔい・ｚ：、ぱいいることだけは了解してほしい。

○○：松田さんが言うように、警察国家になりつつ

ある段階で、精神保健法の中に「通報」がある。その

中で、ぼくたちに精神障害者手帳を交付しようとして
いる。かえって、でっちあげを食らう可能ｌ生があるの

ではないか。

今、精神保健法や精神障害者福祉に関する法律が

「改正」されようとしているが、一方で治安管理的な

側面、他方で福祉とか人権を強調した、相反する法律

１８

がー体になろうとしている。また、この間、自治省は

国民総背番号を言い出している。ぽくたちは、もの凄
い危機感を持って、患者同士で連絡を取り合ってい

る。

誌上討論に期待して

司会：問題が幾つも出たところで、時間が来てし

まった。シンポジストたちの示唆的で熱疋ヽな１１１１題提起

に感謝し、また、フロアーからの発言については充分

に受け止め切れなかった。そのことをお１毘ぴする。改

めて、学会誌上などで討論が出来れぱと願っている。

ありがとうございました。

注

（１）佐々木賢・松田博公『果てしない教育？教育を

越える対話』（１９８６年北斗出版）、佐々木・松

田「教育という謎消費社会の文化変容」（１９９

２年北斗出版）

（２）スティーヴン・ハッサン（浅見ｌｔ却ｌ訳）「マイン
ド・コントロールの恐怖」（１９９３年恒友出版）

（３）本シンｚｌミ討論部分では、にこでは明らかなよう
に）『病』者の発言が多かった。なお、彼らは同会

場ロビーで次の本を紹介、販売していた。

「病」者の本出版委員会編「天上天下「病」者

反撃！地を這う「精神病」者運動」（１９９５

年社会評論社）



「三重の集会」報告

三重県内の社会臨床学会の会員とその賛同者が中心

になり、本年２月の１１日／１２日の両日、｜’日本社

会ｌｉｌ床学会・三重の集会』という行事を、三重大学を

会場に開催した。

会の内容は、初日に「いま障害観を問う…「障害」

は「骨吐」といってよいか？」というテーマによるシ

ンポジウム。２日目には、映画『さようならＣＰ』の

上映と、花園大学の浜田寿美男さんの講演…『障害・

地域・冤罪』というプログラムを用意した。シンポジ

ウムのテーマ、講演や映画の題材ともに、たいへん好

評で、県外からの方々も含め、２日間で、のべ２６０

名以上の方々が参加してくださった。

関東・中央にとどまりがちであった本学会の活動
を、地方に広げていくための、初の試みとして…ま

た、京都総会の先触れとして、意義を認めていただく

に足りる催しにすることができた、と考えている。

ここでは、初日のシンポジウムの概要をご紹介し、

私たちが「障害」という事象を、いったいどのように

とらえてｖヽけぱよいのか…という、容易ならざる問い

について、再び問題提起をさせていただけれぱと思

う。

シンポジウムは、三重県の実行委員からの問題提議

と、５名のシンポジストによ・６提言を承けて、会場全

体から、自由に意見を出し合う形式で実施した。壇上

の主なメンバーは下記の通りであった。

○問題提議
宮崎吉博（三重県同和教育研究協議会）

○シンポジスト

社会臨床雑誌第３巻第２号｛‘ＩＳ｝９５．１０．〉

河瀬光（三重の集会実行委員）

篠原睦治（和光大学・東京）

木之下孝利ぐ健全児と障害児の合同保育所づ

くりをすすめる会／うさぎとかめ保育園・広

島）

吉田朱美（障害者自立センターつっかいぼ

う・岐阜）

岩森真一（浜島乙ｊ・ヽ学校・三重）

米本丿浚哉（杉の子養１匯学校・三重）

○司会

長野文昭（西日野養ｌｌ甕学校・三重）

「いま障害観を問う…」というテーマが選ぱれたい

きさつは、学会運営委員の篠原睦治さんと、私どもの

仲間である宮崎吉博との話し合いの中で、近年、「共
生」や「ノーマライゼイション」等の言葉が、広く使

われるようになってきている流れに伴１、へ・１；＆校や福祉

等の現場では、「障害はーつの個性である」とか「個

性の一つとして認め…」といった言い方が、かなり安

易に用いられがちな傾向が出てきているのではない

か？…という疑問が共有されたことが契機であった。

県内での事前打ち合せの際、宮崎は、彼自身が深く

関わっている「ステッブ・ワン（伊勢市）」というグ
ループの中での、さまざまなできごと…例えば、Ｈ君

のお母さんの突然の死…それ以降の、家族へのサポー

トの非常な困難…現社会の保障体制の！貧困…それにも

めげず、さらに支え合っていけるようにと、苦闘を重

ねて１、ヽる会員たちの絆…現にそんな最中にある者の実

感として、「本：人や家族にとって、こわ。ほどしんどい

問題を、『個性』なんて安易な言葉で言うのはおかし
い。『障害も個性』というような言い方が流行するの

は、これはかなりまずいんじゃないか？」という話題

１９
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鬘提起していた。

また、篠原さんは、「個性」という言葉が本来的に

持っている意味を検証しながら、この言葉が、どのよ

うなイデアのもとに、どのように政治的に用いられて
いきやすいか…とい・う点にこだわって、はっきりと批

判１１１りな意見゛を抱いておられた。づ’

しかし一方、「共生・共学」を進めようという立場

の人々や、さらに、障害者自身によるｊ１１放運動にとり

くんでいる人々の中にも、「障害は個性」という言葉

を、肯定的に用いようとされる方々も、現に、非常に

多くおられる。（とくに、今回のシンポには、「二十数

年前、障１１１者解放運動の原点の中で、「障害は冊幽と
いう言葉を、他にさきがけて使い始めた」・・・と言われ

る「全国青い芝め会」の長谷ＪＩＩ良夫さんにも、参加し

ていただくことができた）。
このような中で、「障害」を、いったいどのような

ものとし七観るか？…という、「ｉｌｌほ害観」の問題につい

て、あらためて意見を交換し合うことは、有意義であ

るに違いない…。在京の運営委員会とも協議を重ね、

上記のデーマを１没定したのである。

当日のシンポの内容を、進行に沿って、各発言の要

旨を短くまとめながら紹介することは、実は非常に難
しい。どの発言も、十分に長大な内容の上、それぞれ

の発言者の経験や認識に裏打ちされたものであり、ま

た、直接的に…と言うよりも、むしろ間接的にテーマ

と関わる…といったスタイルの、自由な表現も多かっ

たからである。以下に、引用させていただく各発言の

要旨のまとめの責任は、全て私にあることを、あらか

じめお断りさせていただ。きたい。

冒頭の、「問題提議」を担当した宮崎は、「障害」と
いう語に伴う、暗い負のイメージや、この用語自体の

問題性に触れた上で、自分も以前は、「障害」という

言葉を、こより向日的で肯定的な印象の強い「俑１性」．と
いう言葉に結んでいくことは、「（社会一般の）障害観

を変えさせていくための、一つの戦略としてなら、認

した。

しかし、現実の学校等の場面では、教師が「障害」

の問題を、一般の子どもたちに「２哩解させたい」場合

などに、「説明」のための「苦し紛れの表現」として、

「障害も個性」等の言い方が、非常に安易に用いられ

たり、あるいは、障害者の側から、自らのｌ！１ま害観をき

ぴしく問われた教師などが、「追求をかわすための言

い逃れ」として、深く考えもしないまま、（障害を一

七）の個性と認めたい」等と答えたり…といった用法ば

かり増えており、新たな問題が生じてきている。「個

性教育」等と謂われながら、実際・フ：）学校では、子ども
たちの多様な「・１誓Ｉ性」は、けっして尊重されてはいな

い。「期待さ才・し、歓迎される管削や「許される管制

は認められるー方、「許されることのなｘ、ぃ・・歓迎され

ざる個性ＪＩま、けっして「管制と認められさえもし

ない・・・すでにそのような「振り分け」が、できてし

まっているのではないのか？・ｌｉａ校や教師の都合に合

わせて、許され…認められるよう、な「障害」だけを、

「個性」と言っているだけではないのだろうか？

「障害は個性」という言説を、「用語の言い換え」の

ように用いるのではなく、むしろ現時点では、「障害

を、『障害』として、゛まず認めなければ…その上で、

『障害』という問題を、深く考えていくのでなければ
…」というの７５１、基本的な提議の骨子であった。

さらに、「個性」・・・そのものに関しても、一般には、

「その人らしさ」というように、個人にとって自由に

個有のもの…と考えられやすいのだが、実際には、社

会内の人間関係と、密接に相関的な概念なのであり、

たとえば、ある人物の言１助等に対して、周囲から、「い

かにも○○さんらしい行動だ」とか「○○さんらしく

ない発言だ」等、「管制に関わる批評カ桁われると、

それらの評言は、その人の意識に大きな影響を及ぼ

し、≒以後、その人の「個・制を縛っていく場合さえあ

り得ること…等に言及しながら、「「個性」という概念

そのものが、たぶん、一つの幻想にすぎないのかも知

れない」という、やや難解な提議をも試みた。

めてもいいんじゃないか」と考えていた…ことを表明県内の「病弱（筋ジストロフィーと「重度心身障
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害」）」養護学校教員であ・Ξ、；）ＩＱ：本は、提議を承けて、自

分・７：）学校の子どもたちが、外の人々から、「個性的な

生き方やなあ…」などと言われるのは聞いたことがな
いという事実に触れ、「…は個性」という言い方も、現

実の事態に合わせて、あらかじめ選択的に…つまり不
公平に、用いられているらしい傾向…宮崎の「許され

ない個性」という指摘に対応する…を暗示した。米本
は、続けて、筋ジストロフィーや「重度心ヽ身障害」の

子どもたちの、医療施設内の学校での日々の姿や、そ
こで仕事に取り組む自分の思いを、・非常に詳さに紹介

し、この子どもたちをとりまく現実が、「障害も・個性」

といっ犬こｌｉ説とは、現状、ほとんど無縁である事実を

示唆していった。そして、子どもたちの思いをたどっ

ていけば、（どんな子も、家に戻りたＸ、ｂ・・地域・７）学校

に行きたい…という願いを抱いている」ことを確認で

きる、という具体的な事例を紹介し、（・・・今後、障害

児たち；が、地域ぴ）普通学、１１’Ｃ｀学ぶ事例は増えていくと

思うが、そんな中でも、取り残される子どもはきっと

出てくる…それが、うちの子ら・・Ｆ・・と思うんです。だ

からこそ、私は、「どんな子でも」ということに、こ

だわり続けていきたい」と、結んだ。

志摩郡の浜島町に下宿をしながら、小学校の「普

通。１嘔副別壬をしている岩森は、「障害」は「骨削と
いってよいのか？、というテーマに答えることは非常

に難しい、としながら、むしろテーマとは逆に、「『個

性』が『障害』と考えられるよう；Ｃｉ場合があるとすれ

ば…」という仮定的；な発想を立て、同町に５年間住む

間に、すっかり親しくなったという、一人の友人の

「個性」について詳しく紹介した。

高校・大学と、相換ＩＭＳで大きな活躍をしながら、膝

を痛めて郷里に戻った…というその青年は、いったん

相換をやめて地元に帰ってみると、「ただ体が大きい
…だけの人」になってしまったのだという。けっして

□には出さないものの、「コンプレックス」のような

思いを抱いていたらしｘハ様子が見え、さらに…服も高

価で種類も少ない…小さ；な椅子に座りにくい…軽自動

車には乗りにくい…など、その「個性」のゆえに…

社会謳床袈ｌｉ菖ｌｉ第３巻第２号（・１９９５．１０．）

「障害」と言うほどではないにしても…十分に実質的

な：損失や、心の悩みも少なくない。そのために、町に

戻った当初の頃は、消極的な気分に沈んで、家にこも

りがちになり、すっかり暗くなってしまっていたのだ

という。

その後、彼は、岩森との出会いを・契機にして、町内

のいろいろな行事に参加するようになり、多くのなか

まの中に入っていく。それとともに、彼の言動や人柄
・・・つまり「個性」に変化が表れ、「ずいぶん積極的に

なった、と思う」と岩森は言う。あまり口数が多い方

ではないらしい彼の…「やっぱり外へ出て行かな、あ

かんのやなあ。みんなとー緒におらな、あかんのやな

あ。」という・っぶやきを、岩森は聞き逃さず、その言

葉を、「障害は個性か？という以前に…その人の、そ

の人となりを分かろうと思う人カ凋りに出来ていかん

ことには、障害を個性とは言えないんじゃないか」と

いう自分の考えに絡めて紹介した。

シンポジストとして、岐阜からお招きした吉田さん

は、これまで、「障害は個性」という言い方を、「よく

分からないなりに、使ってしまっていた」と言う。吉

田さんが、ボランティア講座Ｊや福祉講演会、福祉交流

校での生徒たちへの講話など、健常者向けの話をしな

ければならなかった際に、「健常者の障害者に対する

見方を、少しでも変えることができれば…障害者と関

わる、入り□のようなものになれば」といった意識

で、話の中に入れることが多かった。

しかし、吉田さん自身の思いの中には、ずっと疑問

があったという。「背丈の高低」や「太っている…」と
いうようなことと、「足が不自由で歩けない」等のこ

とを、本当に同じ「個性」と言えるのか？また、も

し「障害」を抜きにしても、「私は、やはり私」なの

だから、「障害が私の個性」と言えるのだろうか？

基本的な疑問について、納得し切れないままに、健

常者たち向けて、「教養講座みたいに…その後の関わ

りを、あまり期待できないところで」、「障害者を、こ
んなふう１こ；！里解してほしい」というような話をしてい

くこと自体にも、疑問を感じてきたと言う。「実際の

関わりがない中での説明っていうのは、なかなか、そ
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の後の「共に…」っていうことには、つながっていかとまとめられた。

ない部分があると思う」と言い、「なぜ、説明しな

きゃ、つき合えないのか？…昏吐協力校なんてものを

作って、説明や話…言葉だけを聞いて、理解したつも

りになるよりも、一人でも二人でも、障害児をなかま

に入れて、どうしても『いっしょにつき合わざるを得

ない状況』を作れば…みんなが、共に生きる仲間だと

思え；ｔ・１．ぱ・・・障害が「佃幽であろうと『障害』であろ

うと、自然に、つき合っていけるようになれるのに」
と、考えるようになったと言う。

また、「「障害は個性」と言うと、個性というなら…

個人の問題、ということになってしまい、「誰それさ
」４．は何々ができない』といったとき…個人の問題なん

だからと…「あっ、そう」って言っちゃっていいのか

な？」と思う。吉田さん自身、いっしょに作業所にい

る仲関連との間でイライラするとき等に、「・・・もう、

あの人の「個性」の問題なんだから関係ないや、と

思ってしまいかねない…そんな契機にならないかと…

心配になる」と言う。

吉田さん自身の意識の中では、生まれたとき以来、

自分自身にかかわって、さまざまな「状況」・・・時代・

国・家族・場所・性別・障害の有無…等々の…さまざ

まな「状況」があり、１歳半のときポリオにかかった
ことや、そのために歩けなくなったこと等も、「私と

しては、「個性」というよりも、「肉体的状況」と考え

るのが、いちばんわかりやすい」と言う。そのような、

さまざまな「状況」の中を生き、時を過ごすことに

よって、個性がつくられるのだと考えると、「障害」と

は、「個性の一つ」というよりも、「個性に大きな影響

を与えるものの一つ」と考える方が、わかりやすいと

言う。
そして、「障害とは、…こういうものなんだよ…と

いうふうに言葉で聞いて、頭で納得することじゃな

く、「すべてつき合えるかどうか」っていうことだ」と

思い、「関係が維持し続けられるかどうかっていうこ
と…排除しないこと」なのだから、「個で受けとめる

ことではなく、それをどれだけ、社会に返していける

か？ということを、もう少し細かく考えていきたい。」

２２

同じくシンポジストとして、広島から、遠路をおい

でいただいた木之下さんは、仲間と共に「うさぎとか

め保育園」で、合同保育を試みていくとりくみを通し

て…障１１１者解放運動に関わっていく中で、「障害は個

性であるとｘ／ヽ・う１諭理…それをご執拗に、僕に対してせ

まってくる、『青い芝』の人々に出会った」と言う。し

かし、当初から、「釈然としないものを感じた」と。

「その障害者たちの意識の中に、コンプレックスの反

転としての「個性」みたいなものを感じた」のだ、と。

「言語障害のない自分は、言語障害の強い人や、言

葉の出ない人とコミュニケーションしようというとき
…どんなにきれいなことを言っても…やっぱり自分の

やり方でしか、会話できない」。だから、「しゃべれな
いことを、個性として受けとめてくれ…等と言われて

も」、自分は、…その人が、どんな理由・どんな状況

でしゃべれないのか？と考えて、…もしも、その人

が、しゃべりたいという意欲はあるのに、口の機能等

の理由で話せないというようなときは、「つき合って
いて、さほど苦痛は感じない」。しかし、「社会的な差

別意識の中で…しゃべれなくされてしまった」・・・とい

うような話に出会い、だから、それを「骨削として

認めで、１１己慮してほしい等と言われると、「人間関係

の中で、そのよう；！ｋ配慮は、するべきときと、すべき

でないときがある…と考えてしまう」と言う。

木之下さんの意識には、「障害は個性」という論理
には、障害者として「配慮」を期待しがちな、「へり

くだったような」心性が隠れている…という判断がを

まれており、彼のきわめて挑発的なスタイルの表現を

検索してみると、本来、主体的な自己決定の権利の主

張や、自立したＸ、ｂ・・地域で生きていきたい…等の要求
を堂々と表明していくべき障ｊｌ酢者解放の運動が、その

反面で、「障害は個性」とｘ／ヽ・う１洽理によって、「゜配慮」

を求めてしまうことに対する、強い苛立ちや拒否感を

示す表現；６１１隈ｉ所にちりぱめられている。

車椅子を他人に委ねて、階段を上下している自分・・

大事な命を、よく知りもしなｘ、ゝｆｔ！１者に託している、障



害者である自分…という存在についても、かつては、

「もしも、階段の途中で落とされて、ｉｌ１分が死ぬとし

たら…」と考え、‘そんな自分の『死に様』について、

何らかの「価値づけ」をしたいという意識があったと
いう。しかし、「今は、そういうものを考えるべきで

はない、と思う」。障害者としてのコンプレックスを

克服しなければ…という強い思いがありながら、なか

なか、それができない…という、自分自身の課題につ
いても、「ほとんど全ての人における場合と同じなの

であって…と思っている」・・・と言い放つ表明こそは、

木之下さん自身の自尊意識・鴬轟地の表れ…とｊ涜み取

ることができるのである。

そして、「障害は個性」という論理には、「障害者

だって人間なんだ」というような言説や、健常者か

ら、「ボクはキミと同じ人間なんだから友達になろう」

とか言って、肩たたかれて寄ってこられたときの心地

の悪さに通じるものがあると指摘し、「ものすごく嫌

い」だと表明した上で、「障害は骨削という言い方

は、「礎全者の意識を、何一つ変革しなくても…馴し

ていける論理なのだ」と分析する。そして、「」圖せる

ような相手としかつき合えないのかな？」ということ

に、寂しさを覚える…と。今は、ご白身、「青い芝」の

賛助会員になってもおられるのに、「障害は個性」と
いう主張については、「・・・その辺に対しては、自分の

中に、批判性を保っておきたい」と言う。

学会運営委員である篠原さんは、今日の大衆消費社

会においては、自動車を一例とする商品の広告や販売
Ｉ政略等の中で、盛んに「個性化」が訴えられ、「他人

と自分との違い」が強調されて、「大衆がそれぞれに、

１１１分が個性的であるように…と、ＴＶ等を通して教育

される…ような雰１丑ｌ気」…商品の選択というような問

題についての場合にさえ、遂一、「これは私の意見な
んだけど…」等というような言い方をしたがる…そん

な文化カ１演出されている、という事実を挙げ、８０年

代以降の、臨教審による「教育の４固性化」路線の中に

も、同じような意図が流れていると指摘する。
このような中で期待される「個性」とは、本当は、

-握りのエリートの持つ能力…創造性や想像力、企
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画・マネジメントの能力やリーダーシップ等なのだ

が、現代の「教育の４１５１性化．ｊ路線は、けっして、少数

のエリートのみを対象にするかのような素振は見せ

ず、実際には、きわめて精細に、多様化・階層化され

ている。すなわち「個性に応じた多様なプログラム」

カ翻意され、それを個々の裁量で選択させていくとい

う手順によって、一人ひとりは、無理強いをされたよ

うな印象や、振り分けられたという自覚はないまま、

結果的には、階層化されたブログラムの中に、きちん
と振り分けられ、；Ｍ吋寸けられていく…そのような装い

のものになっている、と言う。

米国のスペシャル・エデュケイション…特殊教育

は、「全ての子どもに対応するもの」として考えられ
るようになってきている。障害児；６１対象というのでは

なく、優秀児や普通児に対しても、「一人一人の個々

の個性に応じて」、スペシャル・エデュケイションが

用意されなければならない…等と。このようなイン

ディヴィデュアライズド・エデュケーショナル・プロ

グラム…「教育費幽ヒ計画」の動きの中で、個々の子

どもたちは、周到に振り分けされ、分断され、階層化

されていく、という「扱い」を受け、Ξ、・１４・：制ができてい

る。「個性に応じた教育」という言葉は、耳ざわり

はよいものの、あ・７：）大正リベラリズムの｛誓１性教育にお

いてさえも、評価や判定の問題が、重要視されるよう

になったという歴史を看過することはできない。「ひ

とりひとりの個性に応じた…」ということが教育の場

で言われる際には、その理念の実現のためには、決

まって、個々の子どもの適性や資質を見定め、適正に

振り分けるための「判定」の手順が、必ずセットで準

備されてくる。それは、戦後教育において、知能テス

トが実施され、それとともに、特殊教育の体制が整え

られていった歴史とも重なっている。

個性に応じた対応…という論理は、つまるところ、

その時代々々の、強者・優性の論理とつながってゆ

く。そして、人間における最小単位である「個人…私」
というところに収斂していく論理であるという点にお

いて…人々の関係を切り離し、分断していく論理に外

ならない。このような「教育の個性化」のｉｙｌＳれが、す
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でに意図され、着々と推進されている現在、「障害イ

コール個性」ということを障害者自身までが言って

いっていいのだろうか？

篠原さんは、つとに、「障害」は、個人における発

違権保障の問題ではなく、人間相互め相関関係の中で

考えていかなければならない問題である、と主張して

きてこられた立場から、今回も、「私自身は、どうし

ても、障害は個性という問題ではなく、あくまでも、

関係の問題なのだ、ということにこだわり続けていき

たい。」という言葉で、シンポジストからの提議の最

後を締め括られた。

シンポジウムは、フロアからの発言を含めた、意見

交換・討議の場へと進行した。

最初に発言された赤松晶子さんは、共生力噌われる

今日もなお、現に、医療や福祉の施設内に隔顛１１収容さ
れ続けられがちな、梢神障害者の現実に触れ、「あな

たにつき合っていると、私は今日一日の仕事ができな
いから、まあ、あなたは、そこに入っていてね」と

いった健常者の意図や都合によって、隔離が実行され

ていると説く。そのことに関する、少々の「、６の痛み」

「うしろめたさ」のような感覚や、隔離という差別を

「なんとか補完・肯定したい」という意識が、「ありの

ままに生きようよ」とか、「それもーつの個性じゃな
いか」等の、安易な論理を編み出しているのではない

か…と。それは、障害という難題から、「少し、逃げ

ようとする」論理なのではないが？…、とｘ、ヽう疑義を提

起した。

三重県内で、視覚障害者の立場から、「こもれぴコ

ンサート」という音楽活動…障害者問題の啓発活動に

とりくんでおられる多賀輝宏さん・貴恵さんご夫妻

は、ここまでの討議の流れの中で、「障害は個性」と

いう論理に対して、多くの疑義；が提起されたことに、
一定の共感を表明しながらも、しかし、輝宏さん自身

の人生の中で、中途失明という事態との出会いに際

し、「誰に教えられたのでもなく、私自身で「…目が
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見えなくなったということは、自分の個性なのだ」と

考えることができた…ことが、自らのＥＥＩΞ体牲の大きな

支えになった」という、実感的な思いを告白し、「障

害イコールマイナスというｌ！ａ害観だけが強固に存在し

ている現実の社会に向かって、「障害は個性」と訴え

ていくことは、ほんとうは『ごまかし』なのかも知れ

ないが、それは、「やむを得ないごまかし」なのでは

ないか？」という、肯定的なこだわりを表明された。

続けて、貴恵さんは、視覚障害者として、音楽を創

造していく営みの中で、「「障害は個性」だと…本当

に、そう言えるような場面も実際にある、というこ

と…「見えない」ということが、逆にブラスになって、

優れた表現ができる、といった機会も、本当にあるん

です」・・・と言う、実体験に基づいた思いを、具体的に

紹介された。

「全国青い芝の会」め長谷川良夫さんは、二十数年
以前、障・１１１：者解放運動の原点となっ犬こ「青い芝」の活

動の中で、「障害は個性」という言葉が、（健全者の
ペースを壊すことによって、障害者・７）存在を知らしめ

る」という目的をもって、初めて編み出されたという

事実を明かしながら、この言葉の真意については「障

害者の生存権というところに遡って考えなければなら
ない」と主張する。

長谷川さん自身、自分の障害に起因する苦痛につい

ては、「これは、『個性』とは少し言い難い」し、「一

般に言う「・傷Ｉ性」は、能力主義を袖完する言葉だ」と
いう認識も持っており、「社会では、役に立つ人間に

関する『個性尊重』だけが言われている…ことも、承

知の上」と言う。

しかし、「青い芝」が、「障害は個性」というときに
は、そのような「１建全者のわがままなｆ固性論」を、「そ

のまま認めているのではない」と。むしろ、あくまで

１１１１１ｊ昔が優位なこの社会で、障害者の存在（生存権）

を認めさせ、ｌｌｌ全者の持つ差別性に気づかせていくた

め…障害者が、「障害があって、何が悪いんや」と主

張していく…ためには、・ｅｉｌ：全者の「個性」という言葉
への意識を、逆手に利用し、「障害も個性」だと主張



していくこと；、５１、必要かつ有効であったのだ、と。

実際に、「青い芝」は、脳性マヒ者が、自らの弱さ

を自覚しつつ、その弱さ…甘えやすさ…という性質を
も利用しながら、すぐれて個性的に、健全者に対し

て、自由契約の介護を要求していく…という生き方を

通して、対等の関係をつくる運動を展開してきてい

る。時には、常識外れな行動も含めた「佃削を発揮

する中で、健全者が一般的に言うところの「個性」だ

けではないこと…障害者をはじめ、いろんな立場の…
いろんなペースの人間の「個性」があるのだというこ

とを認めさせ…新たな「個性」観をつくり出すことを

課題にしてきたのだ、と。

画一的な教育しか頭にない学校の先公なんかに対し

ては、障害児を普通学級に受け入れること・ｚ：）大切さ…

障害者の持ってるふてぷてしさや、わけのわからん抵
抗や行動の中に、本当は、健全者１こ１；ま理解できない

「個性」が山とあるんやということ…「個性」は、何

４、健全者だけのもんやない、、ということを知らしめて
いきたい。そういう「個・削というのは、あくまでも

共につき合う中で、相手を切らないという意味での

「個性」であるべきだし、それを訴え続ける中で、ど

ん・Ｃｉ：重度の状態であっても、・健全者と共に生きていく
…そういう社会を作ろうとする方向で、今後も、「障

害は個性」という言葉を、巧みに使い続けていくべき
はではないか…「僕は、使い続けていきたいと思う」

と。

県内、四日市市で、「二十四時間介護…周りの人を

巻き込んで、嫌がるのも説得して、毎日綱渡りのよう

な状況で…それでも、自分の家で暮らしたいという思
いから、人々と生活をつなげて…共同生活している」

という山口さよさんは、「障害は個性」かどうかって
いうことを勝手に判断するのは、健全者の論議じゃな

いか？と思う、と言う。障害者自身にとっては、一人
一人の、性格も、状況も、障害も、またそれぞれの生

活や人とのつながりも、全部合わさったものカ１｀、人格
であり、個性であって、別々に切り離しての問題では

な１／Ｘと。

学会運営委員の山下恒男さんは、心理学批判の仕事

を始めた１９７０年代と現在の状況を比較しながら、最

初期に出会った障害者のグループと共に一夜を過ごし

た際、「お前には、直接怨みはないが、・健全者一般に

は怨みはある」という言葉に、緊張を昧わった経験

や、「さようならＣＰ」にも登場する或る女１生の思い

出…当時の運動が、「障害は個性」と言うよりも、む

しろ「健常者から奪い取る…といった攻撃性をもって
いた」こと、集会で障１１１者が発言することをめぐって

も、ぎくしゃくした状況があったこと、等を紹介し、

しかし、１９８０年頃を境にして、運動のスタイルや障

害者と健常者の関係等が、微妙に変化してきたのでは

ないか、と指摘した。「むしろ、今の状況がどうなの

かということを考えた場合、よくなっている面ばかり

じゃない」と。

障害者運動の側からは、「障害は曇ｔ生」という言葉

が出てきたり、「・・・重度障害者にとっては、ただ生き

ているだけでも仕事・労働なんだ」という言説が出て

きたり、すなわち「個性・仕事・労働」といった、本

来は健常者の論理…に、適合させる…できるだけ合わ

せていく形での論１哩構成；６１模索される一方、健！ｌｌｔ者側

からは、まるで「囲い込み」みたいな形での、障害者

理解の論が出されて、緊張関係はどんどん低下し、

「とにかく、いろんなことが、たいへんなめらか…に

なっていった」と。

「それは、健常者である僕が言うべきことじゃない

のかも知れませんけれども、…障害者と健常者は、

もっと対立すべきだ、なんていうふうには、立場上絶

対言えませんけれども…」しかし、「お前には怨念が

ある…」の「お前」一般…に表される障害者の意識を

無視した形で、論理的にだけ整合させていこうとか、
ただ関係をなめらかにしようというようなことはした

くない、すべきでない…と、山下さんは言いつつ、こ

のシンポの企画に対しても、「『障害』は『個性』と
いってよいのか？」というテーマ設定そのものが、す

でに後退しているのではないか？…という疑義を提起

された。
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宮崎は、その疑義を受けて、そもそも、このテーマ
翌総定した理由の中に、長谷川さんたち「青い芝」を

はじめとする障害者解放運動に関わる人々に対して、

「障害は個性」という言い方を「してほしくない」と
いう思いがあった、ことを明らかにした。「障害者団

体の方から、そういう言われ方をされてしまうと、健
’？９１’者側は、ますます図に乗って…あまり考えずに使っ

ていくんやないか…と。すると、差別とか…そういう

ものが、見えなくなってしまうんやないか？」と。

木之下さんは、多賀さん夫妻から投げかけられた発

言の中の、「今の社会状況が低次元な意識だから、こ

の言葉を使うのは止むを得ない」という考えに、強い

疑義を表明した。「そういう後ろ向きな形で「障害は

骨畦」だなんていうのを使っていくと、障害者自身、

自分の中の誇りというものを壊されていく、と思う」

と。

：畏谷川さんたち障害者自身が、今の差別状況に対し

て、「「障害があって何が悪い」と開き直って、１１１分が

その言葉でしか闘えんのだ、というふうなところで使

うんなら、ともかくとして」・・・という前置きをしなが
らも、それでも、木之下さん自身は、どうしても、「自

分は、使う気にはなれない」と言う理由として、住ん

でいる広島という地域では、障害児である子どもたち

が、養護学校というような場において…障害児への発

達保障もできな１ハ…健常者である教師たちから、何も

教えられない代わりの埋め合わせみたいにして、「君

たちの『障害』は「個性」なんだ…」とか、「『障害』

を『誇り』だと思って生きていくんだ」というような

話を、しっかり聞かされている…という、皮肉なエピ
ソードを、強い批判を込めて紹介する。「そんなこと

ｌ；ｉ学校の先生から教えられるような類のもんじゃない
…っていうふうに、ずっと思う」と。木之下さん自

身は、就学免除をされたゆえに、そのような、教師に
よる害毒は受けずに済んだ、と言う。そして、教師に

よる、そのような言説は大嘘だ…そんなことで、障

害者としての誇りは、とても持てない、と。
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そして、自分は、ｎ希害は・個性」だと言うことによっ
て、配慮や保護は求めたくない…まさ；１こ｜配慮や保護と

いうことによって、障害者は、自分自身の中の、自己

変革のための起爆剤を奪われてしまうのだと思う、

と。

今回いっしょに伴ってこられたお娘ちゃんを、ほん
とうに可愛がっておられるらしい木之下さんは、障害

の遺伝の問題にも触れて、「障害が個性だとしたら遺

伝はしませんからね」という言葉もはさみつつ、科学

や医学に対する信仰が強固なものになっている現在、

「障害は・個性」と１／ヽ・う論理だけで、ｊ吽学信仰と対決し
ていけるのだろうか？という疑義４ｒ提起した上…さら

に、この発言の後で、多賀さんから出された、「先天

的な障害者と、中途障害者とでは、心理的な違いがあ

るから、それを踏まえて、いろいろ・な：ｉ篁動も進めてい

かなけれぱならないのではないか？」という問いに対

しては、「交通事故や１誇気などで障害者になった人々

の１１１１体が、早くから、：ｌｔ１１城社会の中でも、ちゃんと存

在を認められてきた一方、僕らのような障害者は、

ずっと意見の反映を認められなかった…そういう形の

文化や言葉を作れんかった…という現実を、僕らは課

題として受け止め、̶歩一歩、積み重ねていきたい。

だから、先天的とか中途とかいう枠組みの分け方は、

したくない」という言葉を返された。

この後、シンポは、まとめに入り、シンポジストが、

それぞオ１．感想を述べることとなった。

岩森は、討議を聞く中で、「障害と個性とは、違う

もんやないかなあ」という認識に傾いたと表明し、米

本は、「正直言って分からなくなりました…」と言い
ながら、先の吉田さんの、「施殴にいると、個性はつ

ぷされていく」という発言や、多賀さんの「養１匿学校

の先生は、子どもたちの個性を大切に伸ばしてほし

い」という発言に絡めて、自分のいる施設／養１匿学校

では、介護のためという理由で、女性の髪までも短く

カットされており、やはり、施設や養護やｉ！；校は、個性

をつぶすものであること…「価１性」という概念のプラ



スイメージが実現し得る条件としては、「普通の社会

の中での、対等の人間関係のせめぎ合い」を挙げ、「そ

の中でのみ、個性ということを考えていけるのではな

いか」という、自らの主張をまとめた。

吉田さんは、「議論は難しく、、自分の考えが、特に

変わったとも思わない」としながらも、「もう少し深

く、「個性」ということを考えてみたい」と、感想を

出された。

篠原さんは、山下さんからは「後退しているのでは

ないか」という批判もあった、この「障害は個性と
いってよいか？」というテーマについて、今、言われ

ている「統合教育」に対する批判や、今後もラディカ

ルな「孝校論」を続けていかなければならない…とい
゛５現在の課題の中で、「青い芝」の「障害は個性」論

を、ようやく論議でき名４犬況がきた、ということの意

義を指摘し、今

担当者の研究会等の場で、「実践上のテーマ」として、
この識論を継続したい…という希望を提起して、本集

会の仕掛け人としての責を締め括られた。

最後に、この報告・ｚ）文責者である、私自身の感想も
つけ加えさせていただきたい。

全体的に、本シンポの討議の流れは、「障害は個性」

論に対する「批判」が優位を占めていたように思う。

その点で、これまで共生共学や障１１者解放の運動カ喧

められてきた中で、常に、極めて強烈な存在感を示し

続けてこられた「青い芝」の人々による言葉…「障害
は個性」という言説を、だから…それゆえに、自明に

正しい…とするのでなく、その表現がもたらしてきた
マイナス面にも触れて、初め・で：’検討することができた

ことについて、-定の意義はあったと考える。

「障害」という問題を、障害者個人やその家族だけ

に関わる、「個別的な問題」と見るのではなく、人と

人との間の…また、社会の中での…相関的な「関係

性」の問題としてとらえるべきである、という…その

認識では、私たちみんなの思いは、すでに、ほぽ一致

している。

それなのに…というよりも、せっかくそのような認
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識に達し得かけたのに…ここにきて「障害」者側の

人々の方から再び、「障害は個性」という言説が出さ

れてくるというのは…それじゃあ、せっかく、「障害

は関係性の中の問題」だと、みんなで認識を深めてき

た経過は何だったのか？…と。障害者自身が、そんな
ことを言い出したりすれば、再び、こ・７）健’ｌｌｌ゛者優位の

市民社会・７；・：密識は、「障害は個人の問題」だという、昔
ながらの認識に戻ってしまうではないか、と。

このように、宮崎や篠原さんと・ら、ほぼ同様な意識

を持つ私は、しかし、今回のシンポの討議をまとめる

作業を通して、実は、あらためて、この「障害」とい

う問題が、個人に及ｌｉｉｒ・１１‘影響の強さ…業の深さ…のよ

うなものを深く感じた。およそ、インペアメントとか

ディスアビリティとか言われる部分…主に障害者／当

事者だけに関わる部分に関して…。

長谷川さんはじめ、吉田さん、木之下さんたち、今

回のシンポに参加してくださった障害者の方々の発言

の中に、「障害」ということと、それぞれの「私…自

ｊＥト・・個」ということとの関わり…という点に関する、
のっぴきならない…かけがえのない…「こだわり」の

ようなものを、強く感じずにいられない…。それを、

うまく言葉に表現することは、どうしてもできないの
だけれど…。

もちろん、今後の運動の展開を考える上では、「障

害は、関係性の課題」という主張の方を、より強く明

確にしていくことが正しいと思うし、長谷川さんたち

には、その点を、今後もっと検討していただきたい、

と思う。その認識は変わらない。

しかし、今回のシンポのように、「客観的な論理の

正しさ」とｖヽう点だけに、討議の課題を集中させ、そ

のような席で、長谷ＪＩＩさんたちに対し、遠慮のない批

判をぷつけることは、果たして正しかったのだろう
か？…と。私自身はどうしても、そんなやり方に疑問

をおぼえる。

木之下さんの議論の展開はわかりやすく、論理的に

もまったく正しくて、フェアだと感じた。そして、木

之下さん自身・７：〉課題…障害者自身の文化を創造してい

きたいという発言にも、心から共鳴したいと思い、今
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後の「共に…」の運動の展望が、垣間見える、という

印象を受ける。でも、その反面、とてもわかりやすい

故に、こんなにわかってしまって、これでいいのか

な？と…心のどこかで思う。障害者である木之下さん

が、私たち健常者にとっても、こんなに４ａ！Ｒ解しやす
い言葉で話してくださるということに関して、もしや
…「言葉」を越えた部分において、どこまでも「障害

と関わって」いかなければならない障害者た’ＩＥ、全体に

とっては、このことは、いったい得になるのか？、も

しや損にはならないのか？…という疑念に、今の私は

答えを出せない。

その木之下さん自身も、畏谷川さんたち障害者自身

が、「障害は個性」という言説を、差別との闘いの中

で意図的に用いることについては、正面からの批判は

し切れていない。したがって、宮崎や篠原さんによ

る、「障害は・ｆ異性」でいいのか？という問いかけや、木

之下さんによる、「それは、障害者自身にとっても、配

慮を求めるとい・う点で、妥協的な論理であり、真に

「共に…」という論理ではない」という批判等も、（む

しろ、そのようなとらえ方の方こそが…アカデミック

なだけの、健常者・７：）論理なのではないか？」という疑

念を、完全には否定し切れない…といったことを思

う。
むしろ、長谷川さんの発言には、いかにもこれまで

２８

長い間、障害者／当事者として、闘いをｊ継続してこら

れた立場の方に一流の…やや世俗の汚れにもまみれた
…いかがわしい魅力…そういうものへの敬意の混じっ

た強い魅力を、私は感じる。そして…どうも、この感

じは、私自身が、あの部落解放同盟に対して抱いてい

る感じとも、そっくり似ている、ということを思う…。

問題は…と言うか、今回のシンポのテーマにして

も、まず「私…個」とは何なのか？…という問題を確

認した上で、「障害」とは何か？…というところに

もって行くべきだったのではなかったのかな？…と

いったことも考える。・・・今後の課題は尽きない。

今回の集会に、多大のご支援をくださった篠原さ

ん、浜田さんはじめ、学会の皆さんに…そして、積極

的に参加してくださったシンボジストの方々や、大勢

の参加者の皆さんに心からお礼を申し上げたい。
Ｉ今後も、三重の地では、このような討議・意見交換

の場を、ずっと続けて開いていきたいこと…そして、

今回の「障害は曇

に関しては、次回以降は、今回のような、あらかじめ

「批判」の立場に寄った設定ではなく、「個とは？…障

害とは…何か？」という原点に戻す形で、ｉｌ章害観をめ

ぐる議論を継続したい、ということを申し上げて、こ

の稿を閉じたいと思う。

（浜田寿美男さんの講演「障害・地；域・冤罪」につ
いては次号に掲載の予定です。一編集委員会）



あなたはどうしますか？

『スカヤグリーグ

「スカヤグリーグ愛の再生（上）・（下）』（ウイリア
ム・ホアウッド著、矢野徹・藤井久美子訳、１９９１、

角川書店）という小説を読むきっかけになったのは、

「ゲームぴあ」（ｖｏｌ．２）の中の次の文章からだった。

あなたは産婦人丿斗病棟で、生まれたばかりの自

分の娘を見下ろしている。保育器の中の小さな未

熟児。医者が口を開く。「たとえ生き延びても、娘

さんは一生、歩くことも話すこともできません。

目が見えない可能性も高く、知能は低いでしょ

う。お気の毒です」

医者は去り、あなたと娘だけ力戦される。あな
たは娘を生かすことも殺すこともできる。あなた

はどうしますか？

●生かす；場合にはＬを、ｊ役す場合にはＤを入力

してください。

もちろん、これは小説の中の架空のコンピュータ・

ゲームの話である。しかし、ＬでもＤでもゲームはス

タートしない。
この文章（あるいはゲーム・７）設定）を読んで不愉決

に思う人も、怒りを覚える人もいるかもしれない。人

の命を何だと思っているんだ、と。

私はこの挑発的な文章を読んで、興味を持ち、さっ

そく小説を手に入れ、読んでみた。

原作者のホアウッドはイギリス人で、彼の娘も訳者

によれば「痙１１！性１１１ｇＳ性麻偉患者」であるという。

物語は；複雑な構成¢）；１蔓編で粗筋を紹介するだけでも

大変であるが、以下順に紹介してみよう。

愛の再生」から考える

山下恒男（茨城大学）

章雪惣者はこの物語についての概要を知るはずである

が、それでもよくわからないところが多い。

物語は１９２７年に始まる。当時７歳のアーサー

は、脳性小鸚贈礁であったが、「精神薄弱」の身体障

害児として、大きな施設に入れられる。そこで彼は、

様々な虐待を看護人ディルクなどから受ける。 -人の

子、フランクだけが彼に話しかけようとした。

アーサーは誤ってエディと呼ばれるようになる。こ

の地獄の中でアーサーは生きていったのだが、誰も彼

の知能が高いことに気がつかなかった。

彼はいつか自分をここから連れだしてくれる者、自

分の真実を知っている者の名前を呼ぼうとしていた。

彼 の 名 前 ぱ ス カ ヤグ リ ー グ ” だ っ た 。 こ の こ とを フ

ランクにも伝える。かくて、彼ぱスカヤグリーグの

伝説 ” を誕生させた。

次に、時代は１９８２年に移り、エスター・マーク

アンドが紹介される。彼女は後にコンビュータゲーム

「スカヤグリーグ」の作者となる。彼女もまた１猫性麻

庫（彼女の幼い頃は「先天性精神障害」と思われてい

た）で、車椅子の生活をしている。１７歳σ；）；彼女はオ

クスフォードの私立学校の校庭にいる。車；倚子が倒

れ、彼女はも加、ゝている。彼女もまた、一つの言葉を

言おうとしている。 “ スカヤグリーグ ” と。

そ して、 最 後 の 協 力 者 で あ る “ ぽ ぐ が 登 場 す る 。

ぼくは、以前はコンピュータ・ブログラマーであり、

その後システム・アナライザーとなっている。二十歳

の時、友人から教えられて、 “スカヤグリーグ ’のゲー

ム と 出 会 う 。 “ ぼ ぐ は 父 に 育 て ら れ た が 、 祖 母 も 一

人で父を育てた。彼女の臨終のとき、 “ スカヤグリー

グ ”と言う。

苦心して、そのゲームのコピーを手に入れる。それ

第 一 章 は 「 ス カ ヤグ リ ー グ を 尋 ねて 」 で あ る 。 こ の ぱ ぼ く が こ れ ま で に マ ス タ ー し た ゲーム の 進 め 方 と

２９
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はまったく質が違う ” ものだった。

その後、二十年近くの歳月が過ぎて、間接的にでは

あるが、原作者であるプログラマーを見つけだす。そ

れがエスター・マークアンドだったのだ。彼女はスカ

ヤグリーグの物語の作者を見つけようとした最初の人

物だった。彼女はスカヤグリーグのゲームの中に、特

別な謎とメッセージを書き込んでいた。それを解明で

きるのは世界中でただー人の人物だけだということを

知りながらだ。

そのだれかとはぽくのことだ。彼女の送っていた

メッセージは、本当はぼく・７）父親あてのものだという

ことが暗示される。

スカヤグリーグのゲームの版権を持っているのは、

世界最大のスペシャリスト・グラフィックソフトウエ

ア（７）会社の創立者、ダニエル・Ｍ・シャスターだった。

ぽくはカリフォルニアにシャスターを訪ね、エスター

が使っていたサドラーのキーボード（身体障害者用に

独自に開発されたもの）を見せてもらう。彼女ぱス

カヤグリーグ ” のプログラムの大部分を、これで書い

たという。彼はまた、ぼくが訪れたほうがいい人や場

所のリストをくれた。ところが、「エスターの両親は

健在でしょうか？」という質問に対しては、リチャー

ド・マークアンドと１／ヽう父親力１いるが、どんなことが

あっても彼を見つけたり、インタピューしないように

という。

くれ、ファイルと封筒を貸してくれた。彼の妻ケイト

にも会うが、彼女とは娘のエスターと父親が仲違いし

てから結婚したことも知った。

第１章の終わりになって、はじめてゲームのスター
トカ嘲介される。それはこの文章のはじめにやや扇情

的に紹介したものである。そして、そこで留保してい
たゲームを開始するためのコマンドも次のように解説

されている。

ゲームをしたことのある者はいつも「Ｌ」をタ

イプする。「Ｄ」ではどこにも進めないからだ。か

れらは死が、ゲームの出だしにふさわしくないこ

とを知っている。

だが、生の「Ｌ」も回答にはならない。“スカ

ヤグリーグ”は他のゲームとは違っている。最初

に面面に提示されたように見える選択肢は、存在

するすべての選択肢ではない。そして、プログラ
ムされたすべての選択肢でもなかった。最初の質

問に対する正しい答え、というよりもむしろ、ス
カヤグリーグに向かって、ブログラムの中で前進

できる答えは、「わからない」だ。さあ、あなた

もタイプしてみませんか？

ワカラナイ

しかし、シャスターとの約東を破って、マークアン愛の再生の物語（１）

ドの居場所を突き止め、２年後ぼくはオーストラリア

のシドニーに住むリチャード・マークアンドを訪ね

る。彼は、コンピュータ・サービス会社ファンテン・

システムズの、１５誉会長であり、轟万長者だった。

ぼくは、彼の娘エスターの作ったゲームについて、

スカヤグリーグについて、その仕事の本当の目的を探

したい、力を貸してほしいと頼む。しかし、彼の態度

は曖１１１ｔで慎重だった。思い切って、ダニエル・シャス

ターの名前を□にすると、その老人は怒りと苦しみの

表情を示し、「二度と彼の名前を口にして欲しくない」

と言う。

だが、結局、リチャードはエスターの写真を見せて

３０

第二章は「エスターとリチャード・マークアンド」。

とても長い章である。

ここでは、エスターが誕生してからの父リチャード

との関係を軸にして物語が展開する。
エスターは予定より六週間も早く生まれた未熟児

だった。母親が交通事故で重傷を負い、帝王切開で出

産したのだった。そして母親は死ぬ。若１／弓こｊ親ははじ

めエスターを受け入れることが出来なかった。それは

娘を失ったエスター、ｚ）祖父母にしても同じだった。エ
スターは病院の集中治療室から里親のもとへ、あちら

こちらと移動した。そして、結局はロンドン郊外の西



にあるデール・センター（障害のある子どもと老人の

ための療養所）に落ち着く。

エスターが７歳半のとき、リチャードはアイリー

ン・カポック（センターの民、生委員）と１／ヽ・モ｝女性から

一通の手紙を受け取る。彼女１こは知性のひらめきがあ

るというのだ。彼は思い切ってエスターに会う。エス

ターは施設での年長の友だちビーターから、スカヤグ

リーグの話を聞く。

１９７３年６月のある土曜日、すでに二度エスター

は父の家に来ていた。８歳になったエスターは、はじ

めて父の家に一晩泊まる。それからの２年間、エス

ターはしぱしばリチャードを訪れる。７６年、ヘア

フィールドでエスターとともに一軒の家を見つけ、リ

チャードは引越をする。

エスターは自意識に目覚め、父親に自分１こは知力が

あるということを理解してもらいたいと思う。その

頃、彼女のために、センターに初めて：身・体障害者用の

タイプライターカｔｉ没置された。そのタイブライターは

ペイシェント・オペレイテッド・セレクター・メカニ

ズム（障：害者操作用選択機構）といい、「ポッサム」と

省略されていた。ラテン語で「わたしはできる」とい

う意味だ。エスターはこの「ボッサム」を利用しピー

ターとの「会話」をする。また、父に手紙を書く。

やがて、初めは祖父のブライアンと、そして後には

祖 母 の マーガ レ ッ ト と リ チ ャ ー ド ぱ 和 解 ” し 、 彼 ら

も孫娘であるエスターを受け入れるようになる。それ

どころか、後に二人はエスターの１諭力な庇護者となる

（その後、この二人にヘレンという年輩の女性が加わ

り、エスターを助ける）。

１９７８年のはじめ、エスターはデール・センター

を離れ、身体障害者向けのネザートン・マナー・ス

クールヘと出発した。はじめ彼女は惨め；Ｑ：成績でうま

く適応できない。しかし、ある日、コンピュータと出

会う。やがて、教師の助けもあって、数学に興味を示

しはじめ、めきめきと頭角をあらわす。

８０年４月、リチャードはファンテン・マークアン

ドを辞め、新しい会社コンピュータベースを株式会社

とした。ついでながら、この年はかのピル・ゲイツが
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ポール・アレンと共にマイクロソフト社を興した７５

年から５年後のことである。

熱い８月の午後、グレアム・ダウナー（ネザートン・

マ ナ ー に お ける 同 級 生 、 “ 対 麻 捧 患 者 で、 車 椅 子 に

座ったきりだっだという説明が本文にある）・が父親

に連れられ・て：’休暇中のエスターのもとにやってきた。

そ の 時 、 は じ めで アタ リ の ボ ン ” （ アタ リ 社 が １ ９

７２年に発売した実在のゲーム）がマークアンド家の

居間に登場したのだ。そのゲームはリチャードの以後

のビジネスに影響を与え、一方「そのゲームで人生が

変わってしまった二番目の、ｊ、物は、エスターだった」。

翌日、彼女の願いに応じて、エスターの部屋にミニ

オン５７０というコンピュータが据え付けられた。

その後、グレアムとエスターは「ボン」に夢中にな

り、ベーシック（プログラミング言語の一種）の勉強

も始める。そして、父の会牡の技師レオン・サドラー

の協力を得て、使いやすい彼女専用のキーボードを利

用できるようになる。
一方、彼女はスカヤグリーグについてもさまざまな

体験をし、その物語の収集を始めるようになる。

この章゛！？設定されている１９７０年代から８０年代

にかけてのコンピュータやテレビゲームの飛躍的発展

と、障害者であるエスターとビジネスマンであるその

父の二人がともにその“波 ”に乗り、彼ら・ｚ）人生を作

り、あるいは変えて１ハく４兼子はかなりリアルに描写さ

れている。

第三章は「アーサーの探究」であるが、この章も長

Ｖゝ。

エ ス タ ー は マーガ レ ッ ト や ヘ レン の 助 力 の も と に

アーサーとスカヤグリーグを本格的に探し始める。

１９８２年、父リチャードは４２歳、事業に成功

し、金持ちになっていた。その頃彼は、レコード屋で

エスターに親切だったオーストラリアから来た女性ケ

イト・マンローと知り合う。彼女はリチャードの家に

出入りするようになるが、エスターはそうした彼女に

反感をもつ。

探索の方法としてまずいくつかのｌ関係機関１こｊｌｌΞ紙が

書かれた。さらに、リチャードの助言もあって、エス
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ターは痙緑！性麻揮患者協会が発行している月刊誌に

「広告」を出す。

“スカヤグリーグ、ディルク、フランク。多少に

かかわらずこれらのうちのどん；ＣＩ：情報でも、どんな

に「重要でないもの」でも、研多ｔ生が喜んで受け取

ります。”

反 応はあった。手紙をまず二通、その後きらに土

通、計四通受け取る。すべてに返事を善く、特にメイ・

アドコックに。彼女からまた返事が来る。スカヤグ

リーグの物語が二話入ったテープ苔詣皿れていた。

この頃、エスターはグレアムと一緒に、トム（デー

ル・センタヽ-・一時代からエスターの側にいるダウン症の

青年）のための特別なコンピュータ・ゲームを作って

いた。それは「トムのゲーム」と呼ぱれた。その頃、

土スターの興味と作業が集中していたのは、ゲームを

すること、スカヤグリーグ、グラフィック、データ

ベ ー ス の 技 法 、 だ っ た ｊ 丿 ’ ／

エスターはヘレンと一緒に図書館での調査の計画を

立てた。二人は、オックスフォードの有名なボード

レー図書館のラドクリフ文庫に通う。そこで、精神障

害者への苛酷・Ｃｋ処遇を告発している１９１５年報告書

（英国における精神病院委員会報告）をみつけ、関心

を持つ。

その後、北西部の１９００年以前から続いている精

神障害病院あての手紙を出す。１１件のうち、９件の

病院から返事がある。北部への最初の旅が始まる。

様々；！ｉ：経過があって、とうとう“ディルグを発見す

る。そして、彼の妨害を受けながらもついに、エディ

（アーサー）との対面が果たされる。

ここいらへんの捜索のプロセスは推理、小説顔負けの

面白さでスリルもある。しかし、決して軽いものでは

ない。障害者差別の現実をふまえたものだからであ

る。

愛の再生の物語（２）

３２

第四章「スカヤグリーグ」。この章は最も短い。アー

サーはスカヤグリーグが誰であるかを話そうとしな

い。しかし、彼はしぱらくして、本を書く意志を示し

て、エスターに口述する（その後小さな本が完成す

る）。

エスターらは、アーサーの意志（・そ・；ｔ・ｔが彼の本当の

意志かどうかは別にして）に反して、スカヤグリーグ

探しを続ける。まず、「記録」と「フリーマン師」（病

院の礼拝堂の牧師でアーサーやフランクのよきｊ！！１１解者

だった）からはじめる。

牧師との対面があって、ヘレンは牧師に惹かれはじ

める。
一方、アーサーは弱り始める。彼はスカヤグリーグ

が誰であるかを話そうとしないが、 “ 友達以上 ” 、 “ お

兄さん以上 ” 、 “ 彼はまだ生きている ” 、そして、彼の

名前もアーサーだと言う ’。そして、生年月日が１９２

０年９月３０日だという。遂に、エスターは真実を知

る 。 犬 尚

もちろん、１暁者も“スカヤグリーグ”の正体を知る。

と同時にアーサーカ哨

リーではないが、これから “ ス カヤグリーグ ” の 本を

読もうとする人にとっては、それが “ 謎 ” で あったほ

うがよいと思うので、ここでは明かさないでおくこと

にしよう。

第五章が「最後の障壁」でエスターとダニエル・

シャスターの関係、ゲーム「スカヤグリーグ」の作成

などが主なテーマになっている。

実は、ダニエル・シャスターはすでに第三章で登場

して い る 。 あ る と き 、 グ レアム が ア メ リ カ の 雑 誌

「コーダ」の最新号のコピーをくれる。その中に “ コ

ンピュータ・ゲームに賞金 ” とある。グレアムは「ト

ムのゲーム」を試してみたら、と勧める。

その後、「コーダ」の編集部から「トムのゲーム」受

賞の知らせがくる。その手紙の署名者がダニエル・

Ｍ・シャスターだった。そして、シャスターとの手紙

のやりとりがはじまる。

エスターはダニエルに好意をもつが、彼に自分の障

害について打ち明けられない。しかし、ついに決心し



て長い、真実を語った手紙を書く。ところ：カｓ彼女はそ

れを投函せず、偽りの（彼女がシャスターとは別の男

を愛していて、彼と結婚するという）手紙を出す。

こうして、ゲーム “スカヤグリーグ ”は見捨てられ、

ダニエルの幻想を追い払い、彼女は新しい出発を宣言

するが、肺炎になってしまう。

トムがかわりに最初の手紙を投函する。トムはその

包の上に「どうぞ来てください、トム」と書く。シャ

スターがそれを読み、同封されていたフロッピー・

ディスクをドライブに入れ、コンピュータに向かい

合った。そして、翌日彼はロサンゼルス空港へと向

かった。

ダニエルが突然やってくる。二人は一緒にゲームの

プログラミングをはじめる。特にダニエルは得意のグ

ラフィックの面で強力な援助者となる。

１９８５年６月２４日、二人は結婚する。グリバー

のコッテージに滞在して仕事を続ける。トムも呼び寄

せる。１２ヶ月後子どもが生まれた。ロバートと名付

ける。子育ての中で、彼女はあらためて自己の無力さ

を知る。そして、その無力さと無用さをゲームの中に

書き込んだ。そして、６月のエスターの死。

最 後 に “ ぽ ぐ の 正 体 が 明 か さ れ る 。 “ ぼ ぐ 自 身

も知らなかった正体だ。その健はエスターがゲーム

「スカヤグリーグ」の中に残しておいたものだ。さら

に 、 “ ぼ ぐ は エ ス タ ー が ぼ く に あ る こ とを 託 そ う と

したのではないかと推測する。それは、癒すことだっ

た。それは実行された。この長い物語は、トムとぼく

がリチャードとケイトの夫妻、それにダニエルを、か

つてエスターとダニエルが住んでいた海のほとりで迎

えるところで終わる。

コンピュータ・ゲームを前提にした物語

；本稿は実はテレビゲームについての本のために書き

出したものである。その中で、『スカヤグリーグ』と
いう小説を取り上げようとした理由は、この物語が二

重三重の意味で、テレピゲーム（ｚ；）存在を前提として書

かれた物語であるからである。

まず、第一に前節で見たように“スカヤグリーグ”

という架空のテレビゲームが物語のーつの核となって

いるということがある。

次に、第一の点とも関連することだが、この架空の

ゲームを作る主人公エスター・も彼女と結婚する健常者

ダニエルもコンピュータの知識２こ４支術を頼りにゲーム

の世界で自分の可能ｌ生を切り開き、成功していくとい

う話である。
エスター１）父親にしてからが、企業家としてではあ

るが、ゲームによって、影響され、経済的に成功する

のである。この本の中にある“暑い８月の午後”の描

写についてはすでに紹介したとおりである。ここで、

彼女が“アタリのポン”に出会わなかったら、この物

語は存在しなかっただろう。

そして、第三にこの物語の構成そのものが、一種の

テレビゲームになっているということである。「スカ

ヤグリーグ」を読んでしぱらくして、これは小説とい

う形式になってはいるが、実は壮大なアドベンチャー

ゲームではないかと思い当たった。

ゲームの目的がはっきりしないというのも、この場

合ユニークである。一応スカヤグリーグを求めて、と
いうことになるわけだが、そもそもこれが人の名前な

のかどうかさえわからない。すべてが明らかになるの

は小説の最後の部分なのである。

そういうわけで、この物語はテレビゲームの発展の

歴史がなければ決して書かれなかった物語だと思うの

である。テレピゲームがなくても、エスターという重

度の障害者についての物語は書かれたかもしれない

が、少なくともこのような物語とはならなかったのは

確かであろう。

コ ン ピ ュ ー タ ・ ゲ ー ム と い う 道 具 立 て

この小説がコンピュータとコンピュータ・ゲームの

ｊ存在を抜きにしては決しｌｒ存在しなかっただろうと述

べ た 。 そ れ ほ ど 大 き な ウ エイ ト を し めて い る 。 し か

も、主．ｊ、、、公エスターはコンピュータの庇護を一方的に

受ける障害者ではない。もちろん、ハンディはある
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が、コンピュータを使いこなす側の人間である。りたかったという一つの「理想」を提示しているよう

これを可能にしたのは、エスターが重い身体的障害にもみえる。

をもっていたが、知１１１１ＪＩｌｌカは優れていたこと、しかもそして、そこでは「知的」であるということが最大

彼女口まいつも多くの庇ｉｉ甕ｊｌｔがいて、彼女を助けてくの問題となっている。父親が娘エスターを認めるの

れた、ということがある。これは、障害者一般にあても、結局は彼女の“知性”のゆえでは、とｌｌ充者に思わ
は ま る も の で は な い 。 せ る よ う な と こ ろ も あ る 。 こ の こ と を 批 判 す る の は 大

もちろん、多くの問題提起もなされている。それ変難しいことであるのだが、やはり、こだわってしま

が、この小説のある種の“甘ざというカヘ；ご都合主うのである。終始エスターを護りっづけるトムも人間

義 を 救 っ て い る の で あ ろ う 。 味 豊 か に 好 意 的 に 描 か れ て は い る が 、 - 方 で “ 知 恵 遅

この小説を読むきっかけとなったのは、皮肉な言いれ”のステレオタイプにそった人間として登場させら

方をすれば、何がテーマとなっているのか、皆目見当れている。
がつかなかったからだ。読後感としては、あらかじめしかし、一方では、セックスの問題等も真面目にし

全体の構成がよく計算されていて、論理的な小説めよかもリアルに取り上げている。

うにもみえる。しかし、テーマはあくまでも“愛の再また、「障害者解放運動」にもふれられている。Ｈ
生”である。ここには、若干の落差がある。そして、ＬＦ（身体障害者解放戦線の略）の議長アンディ・

限界と言えば（それはないものねだりかもしれないムーアとの出会い。彼は必ずしも理想的な人物に描か

が）、読者は小説の中で繰り返し語られるスカヤグれているわけではないが、それだけに現§奥ｌｉ未があると

りーグのゲームを、どうしても具体的にイメージできも言える。

な い こ と だ 。 私 は は じ め こ の 本 の 中 に な か な か 入 り 込 め な か っ た

さらに、この小説の特徴は、まず客観的事実（それが、しだいに物語の構造を理解するにしたがって、す

は健常者のオトナの目から見た事実である）を示し、べての符合があっていく、というスリルを味わった。
ついでディスクのファイルからエスターにとっての事良い本かどうかはわからないが、誰かが取り上げるべ

実（そ；ｔ・Ｌがしぱｌ．。ぱ真実であると作者は考えているよき本だと考えたのである。

う だ ） を 対 応 さ せ る 。 私 が 考 え た こ と は 、 障 害 者 問 題 を 扱 っ た 小 説 カ ｔ ｆ ｔ ！ １ な

しかしながら、第三の真実というものも考えられるらぬゲームの専門誌に紹介されていて、他ではあまり

のではないかと思う。というのは、いかに著者が障害話題になっていないようであること。それと、ゲーム

者の生活や気持ちに通じているとしても、「障害者」のために障害者問題カ喇用されているのではなく、障

白身からみた真実というものもまた別にある可衝畦が害者問題についての小説の道具立てにコンピュータ・

高 い か ら で あ る 。 ゲ ー ム が 使 わ れ て い る と い う こ と で あ る 。
いずれにせよ、こうした手法を使うことによって、

作者はエスターたち障ｌｉ者が表現したりコミュニケー情報機器・能力・コミュニケーションを考える
トしたりする手段が乏しいにすぎないことを強調しよ

う と し て い る よ う に 思 え る 。 こ の こ と と 、 ＜ 福 祉 ＞ の 領 域 に 入 り 込 み つ つ あ る 。
この小説の著者がどういう人間であるかわからない情報化とか情報機器の普及、ということとは無関係で

ので、まったくの推測であるが、かなり多くの１１１Ｓ分がはないように思われる。

実際の彼の体験（当然エスターの父親であるリチャーとくにｌｌｌ：体不自由の人がさまざまなインターフェイ
ドのものだ）に裏付けられているように思う。したスを利用して、人とコミュニケートしたり、ワードプ

がって、この小説はある種の自伝、あるいは、こうあロセッサーで文章を害いたり、ということも増えてい
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る。在宅の障害児がパソコン通信などを利用して学校

の授業を受けることも考えられているようだ。前にも

ふれたように脳性麻捧の主人公エスターは、「パーソ

ナル・コンピュータの助けを借りることで、自分の人

生を切り開いてゆく道を発見する」と１／ヽ・う設定になっ

ているのだ。

こうしたことは、近視の人が眼鏡をかけ毒皿上に

あるだけでは、という考え方も当然ある。特に、日常

的に不便な生活を強いられている障害者にとって、情

報機器はもっともっと便利になるべきだという見方も

あるだろう。しかし、このような事態が進めば、日常

生活をするうえで、コンピュー：タに対する・１友存度を高

めることになることは間違いない。そして、制度化さ

れたボランティアとハイテクの福祉機器によって障害

者問題が解決するという幻想が出てくるかも知れな
い。すでに、政策のレベルでもそれがあるようだ。

つまり、ｉＳｌｌｌ渚や障害者に協力したり、世話をした

りする人間が、その人たちの「善意」だけをあてにす

ることができない状況の中で、コンピュータなどの機

械を使って、それを袖う、あるいは人の代わりをする

という方向性が出てきている。すると、介護などを必

要とする人はますます人との日常的接触の機会が減少

する。人間関係がますます希薄化するとｘ／ヽ・う悪循環を
生じる可能性があるというわけだ。

もちろん、これは「障害者問題」に固有のことでは

ない。まして、障害者はパソコンを使うな、と言って
いるわけではもちろんない。私もテレビゲームが好き

で、またパソコンも日常的に使っている。単に新しい

文化に過ぎないと考える一方で、これでいいのかとも

思う。だから、あなたはどうしますか？などと尋ねる

以前に、私自身がよくわからないのである。
ただ、今の時点でもいくつかの疑問は生じている。

まず、エスターと後に彼女が結婚する相手、ダニエ
ルとの関係だ。彼女は自分の本当の気持を、次には偽

りの気持を手紙という旧来からあるメディアで伝えよ

うとする。手紙もタイプライター（今ならワードプロ
セッサー）を使って害けば、書き手の・ｆｉｌ性はほとんど

あらわれない。そこでは彼女の「障害」は消え去る。

社会臨床雑誌第３巻第２号（１９９５．１０．）

ただ一つ、フロッピーに収められたゲームソフトが存

在するだけである。
この物語では幸いにも、トムが手紙を投函してく

れ、ダニエルは彼のフットワークのよさで、直接彼女

を訪ねる。そこから物語が進展した。もし、この当時

今のようにインターネットが普及を始めていたら、二

人の関係はどうなっただろうと考える。かえって、二

人が実際に出会うことはなかったよう翁轟鵬する。

情報ネットワークの進歩はコミュニケーションを容

易にする。しかし、それだけではない。以前、新聞の
コラムで、アメリカのパソコン通信の仲間が実際に

会ってみようということになって集まったが、中に身

なりが違っている人々が数人いた。つまり、彼らは

ホームレスで、公共図書館を利用して通信をしていた

というのだ。この後の彼らの関係がどうなったかにつ

いて、新聞の記事はふれていない。

この例からも示されるように、インターネットなど

でび）交ｉｉｔｔはお互いの生活が｀見えない。それは偏見をも

たずに誰とでも接することができると同時に、（個性

とかアイデンティティーという言葉を用いないで言え

ば）その人らしさ、とかその人である証、というもの

をわかりにくくさせる。つまり、ここには匿名性

（ａｎｏｎｙｍｏｕｓ）ということのもつ両義性の問題カｔ存在

する。

もうーつは、コンピュータの世界といえどもそれ自

身では完結しないということである。これは、コン
ピュータを使える環境がまず“外部”によって支えら

れているということを意味する。その外部：が意味する

ところは様々である。

まず、経済的な問題などをはじめとする情報格差と
いうことがある。現在のところ、インターネットを利

用するうえで、大学や研究所にいたり、大きな企業や

政府機関にいたり、という人間が圧倒的に有利であ

る。

また、コンピュータも電気がなければ機能しない、

という意味での外部かもしれない。電気もまた、自然

に生まれてくるわけではない。ふだん、私たちはそれ

を意識しないようにして生活しているだけである。
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そして、最も重要な外部は人間そのものであろう。
コンピュータを生み出し、使うのは人間である、とい

う単純・！と事実だ。人間といっても多様な人々カｔいるか

らはじめから“内部”（コンピュータの世界）に近づ

こうとしない、あるいは入ろうとしない人力１いても当

然だ。しかし、内部が肥大化すれば外部に留まる人が

疎外されるのも避けられない。これは、１１１１報化の場合

に限ることではない。だから、内部にいると信じてい

る人間にできることは外部の世界カｔ；ｉ！Ｆ在するというこ

とを忘れないということだけである。

さらに、トあらためて言うまでもないが、ある人に

とって便利になることは、他の人にとって不便になる

こともある。もちろん、技術革新についていけない場

合もあるが、その「革新」は多数派による都合の場合

が多い。例えば、ＪＲ東日本が計画した画面タッチ式

の出来ない人もいる。彼らにとって、駅員から直接買

えない券売機は不便さと差別の象徴でもある。
つまり、コンピュータやそれを中心とした通信シス

テムカ侈様な要求に対応できるシステムなのか、それ

とも画一性、標準性を求めていく効率的なシステム

（それは１１１ｊｌ仙危いものとなる）に終わってしまうのか

ということである。
いずれにせよ、いまの時点で言えることは、「情報

化」ということはまだその途上にあり、この先１こ何が

待っでいるにせよ、行き着くところまで、行くほかな
いということ、それと、そのことにようて生じる新し

い人間関係（それはどこかで生身の人間関係に還元さ

れざるをえないものであろう）がありうるだろうとい

うことだけである。

券売機だ。ところが、これは点字・ｚ：）表示がないため視＊本稿は、拙文、「あなたはどうしますか？」（障害

覚障害者には使えない。抗議を受けたＪＲは音声を利者問題総合誌、「そよ風のように街に出よう」、

用した対話式券売機の開発を急いでいるという６’

もともと、駅に自動券売機が導入された時から、そ

れは一部の人たちにとって、不便になることを意味し

た。現在、私の知るｉ！艮徊こおいても、５０代後半以上

の被差別部落出身者には戦後の貧困等の中で読み書き
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Ｊ０．１５（）。。（ｉ６，６７．１９９３）をもとにして，大幅に加筆

修正したものである。

＊＊原作ＳＣＡＺ，£ＡＧｊ？ｆＧｂｙＷｍｉａｍＨｏｒｗｏｏｄ，
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精神医療における「機能分化」、「資格一専門性」、「ともに」論を問う（１）

広瀬隆士（三吉クリニック）

１９８９年度厚生ｊｌ！Ｆ学研究「医療ｉａｉｌ没類型化に関す
．ｌ、水準値等についての一試案」（大池レポート）を受

けて、１９９２年医療法の第２次改正で、｛病院の機

能１１１｝類型化」が掲げられ、一般医療の中に「療養型病

床群」が組み込まれた。「医療法のなかに病院の類型

を規定したことで、厚生省は将来に向けてのフリーハ
ンドを手中にしたことになる」と森俊夫氏（京都府立

洛南病院）は指摘している。医療法は、精神医療の分

野を特例化してきた歴史を歩んできており、この改正

の際にも、梢神医療の分野は見送られたが、（次の医
療１１ミ改正時には梢神医療の類型４ヒが盛り込まれること

を既定・ｚ）路線として、活発な動き；６１進行している。そ
こでは、政ｉｌｉ１１１１判断と個別医療機関の生き残りをかけ

ての政治的判断が前景に立っており、類型化が梢神医

療にどのような事態をもたらすかという検証はなされ
ていない」と森氏は指摘している（１）。

そういう流れの中で、１９９１、９２年度厚生科学

研究「梢神科入院医療及び処遇のあり方に関する研

究」（道下レポート）、「今後の精神医療のあり方に関

する研究」（森山レポート）では、精神病床の機能分

化がうたわれ、「精神療養病棟」「一般精神病棟」「専

門病棟」という３類型が唱えられた。また、これに先
立つ１９８９年度厚生ｊｆ１１・・蓼研究「精神科医療領域にお

ける他害と処遇困奨ｌｌ性に関する研究」を受け、厚生省

精神保健課が、９２年度予算で「重症措置患者専門治

療病棟」に係わる予算を計上する動きも、これに連動

している。１９９４年４月の医療保健点数改定では、

「梢神」１１１・療養病棟人院料Ａ、Ｂ」が新設され、医療法

改正を待たず診療報酬改定によって、「療養型病床群」

とｘ、ヽう類型化が精神医療に持ち込まれた。また１９９

４年、第９０回日本精神神経学会総会のシンポジウム
では、医療費問題委員会、あるべき精神保健システム

構ｌｔ！ｌ小委員会の上野ｉ駈志氏から、病棟の「類型化一機
雪隠化」を、「あるべき精神保健システム」であると

して、医療費体系改革の「要望の基本となる理念」と
いう位置づけで提示されるに至る。

現状追認と「あるべき論」を混同しないために、病

院、病棟の機能分化を、誰が倆ｒ故必要としているのか

という視点から整理しておきたい。森山レボートの前

文を飾る「研究結果要旨」では、全国の梢神病院の現

状に関するアンケート調査の結果について触れられて
いる。「全国の精神病院に「病棟機能はいかにあるべ

きか」についてのアンケート調査を・実施した」とのこ
とであるが、「その結果、経済性、マンパワー不足、建

築構造１こｌｌｌ洛があるため、経営主体の側に準・ｔｌ体制は

整ってはいないが、病棟の機能分化に対するｎｌ心は高

まっていることが明らかになった］と記されている。

病院経営者からアンケートをとり、経済性、マンパ

ワー不足等・ァ）陛路を「病棟機鷲嚢化」によって切り抜

けたいという、経営者の真情を拾い取っているようだ

が、患者、家族宛てのアンケートを行った形跡はな
い。その一方、レポート本文では、「入院精神医療の

向上」のため、「人院患者の梢神医療上のニーズの特

性に応じて機能の分化、明確化を行・；５必ヽ要がある」と

うたっている。

病院、病棟の「類型化一機皿」という問題は、

まずもって、マンパワーの配置一医療点数の配分とい

う問題次元とセットであるからこそ登場してきた話で
あるわけだが、それを森山レポートでは、「患者の
ニーズ」「医療の向上」などという間題次元にすりか
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えて提唱しているわけである。また、マンパワーの

「量」、「質」と医療点数が直結している医療費体系が

採用されているがゆえに、この問題は、資格制度の問

題ともセットになっている。森山レボートも上野レ

ポートも、病棟の「類型化一橋１１１１分化」と、臨床心理

士、精神科ソーシヤルワーカーの国家：ｌｉ格化をセット

にして提唱しており、また、精神科専門医一学会認定

医の導入を推進しようという動きも、これ１こ；ｌｌ動して
いる。

現状のマンパワーのまま、その配置を偏らせること

で医療点数を稼ぎ、臨床従事者の役割を機能一専門分

化して資格制度化することで、医療点数にプレミアを
生み出すというトリック仕掛けに、病院丿睡営者と資格

推進者がとびついたわけである。森氏が指摘するよう

に、精神医療の中身についての検証はおきざりにされ

ている。「結局、厚生；１１１」１１｝学研究で示された類型とは、

機能別による類型化といった問題ではなく、現行の精

神医療の下に、さらに一段と低い人。ｌｉｌ基準で運営でき
る類型を抽出したことになる。結果として、無類の病

院に現状を改革することなく生き残る法白！１根拠を与え

ることになり、日本の梢神医療の貧困さを追認し、２

１皿に亘って現状を固定することになると言えるだ

ろう」と森氏は言う（２）。

岩尾俊̶郎氏（兵庫県ｊｌ：光風病院）は、「精神科に

おける病１完機能分化とはなにを指すのか、４幾能分化が

臨床的に必要とされているのか、橋創１分化によっても

たらされた医療内容が検証されているのか」など、議

轟）基本点を明確にすべきだとして、これまでに提案

されている「機能：５Ｅｙ・ｆヒ論」を、ｌｉｌ・体的内容別に整理して
いる。それによると、①病棟管理・運営上の現実的な

要請から行われているものー；１１咽Ｅ期人院病棟・１曼性期
１１３１容病棟、②入院者への処遇卜の要請から行われてい

るもの一開放・閉鎖病棟、③疾患別専｜’１３分ヽ化に対応し

た治療上の１１２１ヽ要性から行われているものーアルコール

病棟・思春期病棟・老年期痴呆病棟、④人員配置上の

類型から規定されるもの一一般梢神病棟・療養病棟、

⑤社会防衛・治安的要請から一処遇困難者病４束」など
カ現分けられている（３）。このように見分けた上で、岩
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尾氏は、９４年医療保健点数改定で新設された「精神

科療養病棟」が、「政策的に作られた人ｊＳＩ配置上の精

神病院の『機１抱分化』モデルであり、臨床ｌｌり実践から

必要とされるものではない」とし、その施設基準の低

さからして、「「梢神科特例」の新たな拡大」であり、

「精神病ｌ！ＳＩＥ長期在院者の医療施設内収容を固定化させ

るものである」と、森氏と同様１こ指摘している。また、

岩ＪＩ氏は、このような医療・社会政策的人員配置上の

１’機能分化」モデルが、アルコール専門病棟などの「臨

床的実践によって形成された「標準的医療内容」を提

供する専門病棟・病床を分化させること」と混同され
てきた問題性を指摘している（４）。

以上のような、精神医療における病院、病棟の類型

化一機能分化をめぐる動向と、それに対する森、岩尾

両氏の指摘を参考にした上で、本論では、機能分化と
いう問題次元と、資格一専門性という問題次元の交錯

する地平を間うことにしたい。とくに、岩尾氏が「機

１１１１１タＭヒ論」の、１４・体的内容について、５つの中身を見分

けたことを参考に、資格一専門性をめぐる問題の中身

についても、それと対応させて見分けておきたい。そ

の際、マンパワーの「量」「質」とはどういうことな

のか、さらに、「マンパワー」「臨床的実践」とはどう
いうことなのか、それは、「医療・社会政策的」役割

を担うことと区１分・けして見てとれるのか、そのあたり

にも目を向けながら、「する側-される側」の分化と、

「ともに生きる」ということの中身への問いも深めて
いけたらと思う。

本論のテーマは、梢神医療における病院、病棟の

「類型化一機能分化」の動きを検ｌｌすするという、かな

り焦点をはっきり絞り込んだ、具体的医療Ｅ現場のあり

方への批判なのだが、餓諭のスタンスのとり方を自ら
に問い掛けたときに、かなり戸惑いを感じた。この春

発刊された「社会臨床シリーズ」の４巻で、斎ＪＩＳＩ寛氏
は（私たちにとっての問題は、政策・ｚ）爵１価をめぐって

の、いわ遮辛口の立場と甘口の立場の対立というよう

な点に絞られるのではない。そのもう少し先に大事な

テーマがあるのではないか」と問い、「政策批判をな

すもの自身が、状況総体のなかでの「政策」の位置を



どのように相対化して定位した上で、当の状況のどこ

に問題を見出し、何を変えたいと欲しているのか、と

いう問題をこそ力咽われなければならないだろう」と

指摘している。（５）

病院、病棟の「機ｌｎ１分化」というｉｉＳｃ策は、「する側
-される側」の分化や、「される側」への枠づけ一特

殊化（閉ざし）を際立たせ、「する測」の資格一専門

性という要塞のブロック固めを際立たせる。そこで

は、病ｌ！島経営の経済ｌ生の粋を極めた人、ｌｉｌ配置と医療点

数体系に応じ、配置されたスタッフの役割と医療点数
の区分に相応し１／ゝ、患者像と処遇を、患者たちは引き受

けなければならないという事態も際立ってくる。配置
スタッフの役割や処遇と噛み合わなｘ／ゝ、ＩＭｉが「処遇困

難者」という患者像のもとに特１１１ｊ処遇されたり、何十

年間も収容され続けた患者が、退院「能力」のない

「慢性期患者」として、「慢性期病棟」という退院機能

のない病棟に振り分けられたりといった事態をも考え

合わせるならば、病院、病棟「類型化一機能分化」と

は、患者を翻弄する二重、三重のアリ地獄であると見

てとれる。

しかし、そのような精神医療政策のあり方のみなら

ず、「そのもう少し先」のテーマとして、「共に生きる」

ということの、ＪＩ・体的、実質的中身にもまなざしを向け

るぺく、例えば、斎藤氏の指摘するような「「在宅」の

内実」や「“家族とい・うｌｙｅｉ設”」といった問題次元にも

首をつっこんで、単に病院やスタッフのあり方を問う

ばかりでなく、「状１兄総体のなかで」「イ可を変えたいと

欲しているのか」を見極めていきたい。少し大風呂敷

を広げ過ぎて、かなり荷ヽが重い気６呼るが、本論には

そのようなスタンスを課すことにしたいと思う。

「機１指分化する」ということの問員１１性は、広義には、

内科や耳鼻丿吽などの一般医療と精神医療を分化してき

たことの問題吐や、さらには、；地域での生活と、医療、

福祉という場面と・を分化するということの問題注を問

う次元まで含めて問われ、狭義には、「安全」な患者
と「危険」な患者を分けるという次元、「急性期」と

「慢吐期」を分けるという次元、「アルコール」「分裂

病」「老年期痴呆」などを分けるという次元などを含
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めて問われることだろう。斎藤氏は、「『ともに』論は、
つづめて言えば、『障害』を理由に“分ける”ことの

問題ｌ生という、その一点に終始こだわって発想されて

きたものだと言えよう」と言っている（６）。“分ける”

ことの問題性を問うことは、同時に「ともに」の内実

を問うことでもある。「ともに」を問う際にも、「梢神

ｌｑ・単科でなく総合病院で」とか、「入院でなく地域で

生活しながら」といったさしあたりの次元も問われれ

ば、「医療、福祉によ・Ξ、対象化にからめとられない暮

らしを」といった、かなりつきつめた次元のことも問

われるだろう。

斎藤氏は、「“施設収容ではないこどは、ただちに

「ともに」の世界をもたらすわけではない。それはさ

しあたってぱ「在宅」という問題”をもたらすもの

である」と言い、「『ともに』の立場から、『在宅』は

どのようにとらえられることになるだろうか。そこで

は、ただ、『在宅』重視と称される政策もなお多分に

建前にすぎないというような批判以上のことが言われ
、！、１１２１ヽ 要がないのか」といった間を発し、「『在宅』の内

実』「“家族とｘハう施設”」を問うに至るわけである（７）。

病院の「機１１１分化」を問うまなざしは、「在宅」の内

実を問うまなざしと重ね合わせてはじめて、論点の焦

点を結ぶと言えるだろう。

また、もう一つ付け加えておくと、「機倉ｔ１分化」論

は、病院、施設の類型化に応じて、対象とする患者の

類型化を行うわけだが、その際、入院が相応しい患

者、福祉施設入所が相応しい患者、「在宅」が相応し
い患者を区分けする。こういう問題次元においては、

「在宅」は収容施設の外というよりは、病院、施設の

「’衝抱分化」の“一コマ”として、「４幾能分化」論の“持

ち駒１１ｕ項”の一つになっている。「機１１１扮ヽ化」がどう

行われるかに応じて、「在宅」の地平も縁取られるわ

けである。そして、「在宅」に相応しい「Ｔ処遇」とし

て、デイ、ナイトケアや福祉施貧５１：通所が制度化され

る。９５年７月より、精神保健法が「精神保健及び精

神障害者の誉
セットにした法律に改められた動きも、梢神医療現場

の「機能分化」か、その“持ち駒・１１４項”として福祉
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施設を位置づけ、入院、福祉施設、「在宅」をセット

にして。ニＦＩ算配分を調整した動きと見てとれる。こうい

う動きについても、頭に入れておく必要があるだろ

う。
さらに本論では、巷でよく言われる「原則論」か

「現実路線」かという、ニ項分化への疑義についても

触れていけたらと思っている。「病院、病棟の類型化
一機能分化は、梢神医療のあるべき姿とは言えないか

もしれないが、・今ヽ現在の精神医療ミ現場の現実を、少し

でもマシなものにするための現実路線としては、有効

ではないか」といった主張をする人々は、「あるべき」

論と現状追認の区別は見分けているかもしれないが、

「現状」ということの中身については、充分に問われ

るべきだろう。「現実」「現場」とは、何の現実であり、

誰循）現場であるのか、そこのところの“現実”が大事
である。「機う甘分化」論において見据えられた「現実」

とは、岩尾氏の分類に沿って言うならば、病棟管理、

運営という現実であり、人員配置一医療点数謂求一病

院経営という現実、社会防衛、治安という現実であ

る。そこにも・う一つ、臨床１１ｔり実践-「医療Ｆｌｉｌ容」とい

う（何やらあいまいな）現実力附け加わっている。こ
れらが、「機１１１１分ｆｌｓ」論者が「現実認識」をする際の

「現実」の中身である。そこには、「病者」の暮らし、

思いの“現実”を見つめる“現実認識”は含まれてい

ない。ただ、「臨床ｆｌり実践一『医療内容』」という現実

の中身には、「臨床的実践において対象化され、「医療

内容」化されたかぎりでの「病者（Ｚ）現実」が含まれて
いると言えるくらいだろう。

「医療内容」化してしまう前に「病者」の現実に目

を向けようとすることが、“現実認織”とは呼ばれず、

「原則」論という名称にすりかえられるときに、「原則

論」か「現実路線」かというニ項対立が「生じる」。「と

もに」論は、「病者」「障害者」とされる人の暮らし、

思いの現実に何より目を向け、そこから地域、医療、

福祉、教育の現実に間いかけていこうという態度で
あって、「現実」と対置されるような意味あいで用い

られる「原則論」という位置づけに、幽閉されてしま

うようなことではない。このあたりの経緯を明らかに

４０

するためにも、本論では、「ともに」論の仕切り直し
を試みたい。「仕切り直し」とわざわざ言うのは、（こ

れ、は、私自身の語り口の習癖？に対する自戒のような

意味あいもあって言うのだが、）「ともに」論は、例え

ば「機能分化」論を批判するというような場合には、

批判をする主体の側の視点というか、背後霊とでも言

えそうなところに引っ込みがちで、「ともに」論を前

提にして「機能：５Ｍヒ」論を批判するといった構図にな

りがちなためである。この構図で語ると、あたかも

「と４、１こ」論が、あらかじめ現実検討を免除された「原

則論」であるかのような誤解、誹りを招きやすいだろ

う。

「ともに」論は、「病者」「障害者」とされる人の現実

を尊ぶという点において、病棟管理、病院経営、治安

という現実を尊ぶ姿勢とはー線を画する。しかし、病
；ＩＳｌｉ管理、病院経営、治安という現実は、「病者」の現

実に、一線・などＵ！ｌｉすミ、・ｌ真みもなく押し寄せ、「’病者」の

現実を翻弄する。この翻弄と、「病者」の現実を「医

療内容」化する「臨床的実践」とがセットになって、

「病者」の現実を収奪してしまう。だから、「病者」の

現実を尊ぶと言っても、それは、収奪されたあとの

「現実」を尊重しようということではない。このあた

りで再び“現実”の中身が間われることになるだろ

う。この際に・１、、収奪される以前の“本来の現実”を

前提にして、「収奪、翻弄の現実」を批判するという

構図をとると、前者は「原則論」、後者こそが現にあ

る「現実」という仕分けが行われやすい。実際、「本

来の」という観念的な語り口で“現実”を語るという
ことには無理があるだろうが、「収奪、翻弄の現実」ば

かりを現にある「現実」とみることは、収奪、翻弄に
“甘んじている”ことだけを現にある「現実」とみる

ことで、それはすりかえだろう。収奪、翻弄に“甘ん

じられないという現実”があるわけで、それは、怒り

や痛み、やり場のない絶望や諦め、「翻弄の現実」か

らふと解放されたときの喜びといった、なまなましい

息づかいとして姿をあらわず現実”であって、「本

来の現実」という「観念」ではない。ただし、そのよ

うな痛み、怒りが、「病状」にすりかえら｀れたり、「薬



で楽になった」り、あるいは、命を落としたりするも

のだから、精神医療「’現場」の「現実」は悩ましい。

ここで大事なことは、収奪、翻弄する側の「現実」

と、収奪、翻弄される測の“現実”を区分けして、後

者のみを「真の現実」とみることではない。区分ける

とすれば、現実を現実たらしめる側と、現実たらしめ

られる側とを見分けておくことかもしれないが、これ

は、どちらか一方を「真の現実」とみるというような

話ではない。ここで気がつくことは、現実とはそもそ

も、現にあ名、事実として前提にされて語られるような

事柄ではなく、現実を現実として発生せしめ・５仕組み

と、その仕組みにおいてもたらされる結果、「および、

それへの抵抗」に他ならないということだろうｊ「確
かな現実」と言われ得ることも、自明の前提というよ

りは、踏み固められた道であり、舗装工事か公ヨ梅事業

によって行われた証に他ならない。「その上を走れば

いいじやないか」というのが嘔に言う「現実路線」だ

ろうが、その下に人が生き埋めになっているのであれ

社会臨床雑誌第３巻第２号（・ＩＳ１９５．１０．）

ている（８）。病院の「機１１１１分化」に先立って、病院へ

の“一：ｉｉ：；・化”が行われていたわけである。そして、“一

元化”された精神医療のなかで、今日、「機跳１分化」論
が説かれている。しかも、この“一元化”の前に、私

宅監置という「在宅」、「家族という施設」が制度化さ

れていたわけである。本論では、〈私宅監置〉-＜病

院への“一元化”〉-〈病院の「機能分化」〉-＜病院、

福祉施設、「在宅」の「機１１１１分化」〉という歴史のひと

巡りをたどりながら、病院、施設への“生き埋め”の

内実と、「在宅」における“生き埋め”の内実を掘り

返し、「ともに」の土壌を模索したい。

すっかり前置きか長くなり、話も大きくなってし
まったので、肝心の「本論」が、原稿の締切日に間に

合わなくなってしまった。この「’緒論」だけで中断せ

ず、なるべくなら「本論」も害きたいと思っている。

（つづく）

ぱ 、 掘 り 起 こ し も せ ず 、 そ の 道 を さ ら に 踏 み し め て 進 注 Ｉ

も う と い う わ け に は い か な い ． ． 同

病院、病棟の「類型化一機１１１分化」を『現実』たら（１、２）森俊夫「精神医療再編と学会認定医制度」精

しめる動きが、精神医療の｀「現場」において進行して神神経学雑誌第９５巻第１０号１９９３年Ｐ７４０～７４４
いるわけだが、このような「現実」を「現実」たらし（３、４）岩尾俊一郎「精神病院「機能分化論」の検

めてきた道程、歴史もまた、ここで問われるぺきだろ既丿精神神経学雑誌第９６巻１１号１９９４年Ｐ９４３～

う．精神医療の「機能分化」を云々する前に、精神病９４９

院という『現実』が「現実」たらしめられてきた歴史

がある。岩尾氏と、生村吾郎氏（生村神経科医院）は、

明冶から大正、昭和のはじめにかけて、私宅監置や

諸々の「民間療法」が徐々に廃され、精神病院への収

容という“一元化”が都市部を中心に進められた経緯

と、その“一元化”が、戦後行政によって急激に進め

られ、精神病院・７：〉乱立と入院（収容）患者の急増を招
い式とｊ経緯を、当時の資料をもとにして、丁寧にたどっ

（５、６、７）斎藤寛「「高齢化社会」の反教育学」社

会臨床シリーズ４「人間・臨床・社会」（影書房）

１９９５年Ｐ１３２～１６５

（８）岩尾俊一郎・生村吾郎（精神病院の発生が社会

に与える影響一府！Ｊ１統計書・帝国統計年鑑・ア）で分析

を通してー」病院・地域精神医学３６巻３号

１９９５年Ｐ３６１～３６９

４１
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（Ｉ）

部分的ボランティア論

これから書く内容は、１９９３年の夏、東京で行わ

れた日本社会臨床学会の合宿研究会でぽくが行った

「カウンセリング・ボランティアという人間関係をめ

ぐって」とｘハう報告を中心に、その後の皿嘸動や大

学での学！１１渚君との関わりを通して考えたことをつけ

加えたものである。

したがって、ボランティアの本質的な問題につい

て、まだ充分に踏み込んだ考察ができていないし、現

在のぼく自身のボランティアに関する断章、または
ノートといったものにすぎない、！こ思っている。

いわぱ、ボランティア論を今後考えていくための、

最初の問驀１１提起という形で受けとめてもらえればうれ
しい。

そこでまず、ぼく自身が「ボランティア」という言

葉の響きやイメージから感じている、ある違和感のよ

うなものから考察を始めてみたい。

そこには、ボランティアという言葉の発生そのも

の、あるいは日本におけ額鬘監程に問題があったの

ではないかという気カ呼る。日本の中で、どんな人が

実際にボランティア活動をしているのか、という現実

の問題を考えてみると、そこには一定の社会階層の

人々が浮かんでくるような気カ叶る。

それをある人は「教養ある中間層」という呼び方で

表わしている。
この場合の中間層とは、それほど厳密な意味ではな

く、自分の生活を維持するために、労働だけで精̶杯
で、家に戻ったら疲れて眠るしか余裕のない人々とは

ちがって、一応自分の時間を自由に使え；Ξ、余裕のある

人というほどの意味である。

４２

加藤彰彦（横浜市立大学）

この拙婁謳単に自由時間というだけでなく、知識

を学んだり、音楽や絵画などの文化・や芸術を鑑賞した

り行ったり出来るお金や梢神的ユトリのある人という

意味である。
これを、現実の中でより具体化してみれば、学生や

主婦層の人々ということになる。

どちらかといえば、社会の中で比較的恵まれた階層

ということになる。

このことは、ボランティアの語義そのものとも、あ

るｘ／り；１：世界史におけるその発生とも、どこかで底通す

る問題なのである。
一般的には、ボランティアという言葉が、現代のボ

ランティア論とつながる形で歴史の上に登場したのは

イギリスであるとされている。

ボランティアという単語そのものの意味は「志願

兵」「有志」「志願者」「義勇兵」という内容であるこ
とからわかるように、ある行勁に自発的に参加してい

くというものであった。１８世紀のイギリスは自国の

富の確保、拡大のために、多くの才直民地をもち、その

支配権を確立することで、多くの財産や資源を手に入

れたのであった。

そして、多くの；１１１１民地の権益を保護するために志願

兵を募ったのである。
自国の富や利益を守るために、若いエネルギーを必

要としたのである。こうした国家の要請に応え、志願

してきた若者たちは、自発的に自分・７）意志で集まって

きたことからボランティアと呼ばれたのである。
この時点では、自分自身の利益や行動目的と、国家

の目的が一致しており、多くの若者たちは、進んで植

民地に赴き、その管理の任務にいそしんだのである。
この時、ボランティアとして植民地に派遣された



人々は、現地の人々を支配していることに、それほど

疑問を持たなかったと思われる。守るべきは、イギリ
スの国家の利益だったのである。

やがて、産剪む革命の発展により資本主義が定着して

くるにしたがって、多くの都市労ｆｌＳ者が出現するよう
になる。

都市の工場労働者となるため、農村からは多くの若

者たちがやってくる。初期の工場は不衛生であり、機

械もまだ未熟だったので、１１１１我や病人が多発する。社

会保障もまだきわめて不充分；な時代なので、いったん

怪我。・ｔ＝・ミ病気になると工場をやめさせられ、何の保障も

ないまま放置されることになった。
こうした病人や貧困者が都市１こｌ；ｉ時代を経るごとに

増えてきて、いわぱ、都市スラムが発生するのである。

貧富の差ｌ；ｉ極端に激しく、また大きくなってきてい

た。こうした都市における不平等をなくしていこうと

して２つの運動がおこるｊ
一つは労・１１１１運動で、労働条件の改善、失業や医療保

障の要求をかかげて、交渉が開始される。こうしたき
びしい緊張関係が激化する一方で、生活の安定した階

層の人々による貧しい人々に対する慈善ｆｉ！ｉ動が開始さ

れるのである。

こうした慈善活動は、人間としての自然な感性の発

動として行われたとも考えられるし、またキリスト教

の精神からすれば当然の行為とも考えられる。とにか

く、こうした慈善活動が始まったのもこの時期なので

ある。

そして、これが現代のボランティア活動の最初のス

タイルだったと言うことができるのである。この段階

では、当然のこととしてボランティア活動は無償であ

る。

また、無償でなければ、行為をする意味も半減して

しまったはずである。

当時のイギリスでは社会的階層力ｔｌｌ！月確に区分されて

おり、身分や収入の安定した人たちにとっては、無報

酬であることによって、特に問題になることもなかっ

たのである。

やがて、こうしたボランティア活動力１組織立てられ

て民間社会福祉事業が成立してくることになるのであ

る。

病人のための診療所、障害者のための施設。そし

て、家族を失い、支えてくれる人のいない子どもや高

齢者のための施設。
こうしたものが、民間の人々の中で次々と建てら

れ、そこでの活動が始まっていくのである。オックス

フォード大学では、ジョン・ラスキンを中心にして、

学生によるセツルメント活動が開始される。また、
フェビアン教会による社会改善の動きも活発に行われ

るようになるのである。

こうした時期の、持てる者が持たざる者へ援助をす

るとｘ／ヽう基本的な構造のようなものが、ボランティア

という言葉・や発想の中に、拭いがたくしみこんでし

まっているように、ぽくにｌま思えるのである。

したがって、何かボランティア的な行為をしようと

する時、慈善家としての自分、あるＸ／Ｍま援助者の側の
立場に立っている自分が透けて見えてきてしまい、

ちゅうちょしてしまうということがあるのである。

こうした思いはぼくだけではないようで、大学生

に、講義の中でボランティアのイメージについて書い

てもらったところ、同じような回答カ侈かったことか

らも、ボランティアに同様な疑問を感じている人は多
いだろうという予想が立つのである。

つまり、援助する人・される人という構図が既に出

来上がっており、援助する人は裕福で生活の安定した

人、また援助される人というのは貧しく困っている人

という固定した関係の中で、ボランティア論がイメー

ジされているところがあるということである。

ここで、成立している二；１亜対立構造は、ボランティ

ア論に限ることなく、人間関係を構成すミ、職業の上に

影を落しているような気カ咋る。例えば、教育や医療

や相談活動、さらに福祉活動にも見られるものであ

る。

したがって、ボランティア活動に従事する人と言え

ば、日本の場合、学生、主婦層という比較的恵まれた

階層の人であると考えられき犬＝経過が、こうしたこと
から４）理解できるのである。

４３
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もうーつの違和感は、ボランティア活動は、本来は

行政がやるべきことをかた替わりさせられているので

はないか、つまり下請け的な仕事をさせられているの

ではないかという危惧感である。

例えば、１９９４年現在、全国社会１１１１旧窃議会の調

査によれば、日本におけるボランティアの総数は４５

０万人と言われている。

これは、日本の総人口の３．５％である。

この中で、圧倒的に多いボランティア活動は、介護

等のサービスボランティアだといわれている。これに

続いて多いのは、「スポーツ、教育、文化」関係のボ

ランティア、次は「相談、交流」関係のボランティア。

さらに「地域活動、ｉＳＩ境美化」等のボランティア、も

う一つあげれば「；募金活動」等のボランティアだと言

われている。おそらく、これで、８０％は越えてしま

う。

そして、特に多いといわれている「介護等のボラン

ティア」の主な仕事は、老人ホームなどでの掃除、・お

むつたたみ、食事介助、話相手などの活動だといわれ

ている。

１９９０年の「ボランティア活動実態調査報告書」

（全国ボランティアｆｌ！ｉ！助振興センター）によれば、こ

うした老人ホーム等での介護ボランティアには、約１
００万人の人々が参加しているというのである。

しかも、そのうちの７５％が女性で、年齢的には４

０才７・６４才に集中しているのである。
一般的にボランティアとは、自主性（主体性）、社

会性（連帯性ｙ無｛１１性（無給性）の３つの原則の上

に成り立っているといわれている。けれども、実際に

ボランティア活動をするとなれば、ボランティアを求

めている人と出会わなければならないわけで、しかも

恒常的に必要とされていることがあれば、持続的に活

動が出来るわけである。

とすれば、そういう場としてすぐに浮かんでくるの

が社会；１１１祉施設ということになる。自由に特定の人々

との関係の中で行われるボランティア活動というの

は、自然発生的でＷ贈轟あるけれど、逆にいつでも

やめることが出来る。もともとボランティア活動は、

４４

規制がないので、責任を問われることもない。

したがって、不定形のままで消滅することも多いの

である。それに対して「施設ボランティア」という形

になれば、求める側は継続性があるし、たえずボラン

ティアを必要としているので、ボランティア側は入れ

替わるにしても続いていくことが出来る。

しかも、その内容についても、施設側から一定の要

望があるので、それに従っていけぱよいということに

なる。

こうした傾向もあってボランティア活動の主流は、

施設ボランティアになってしまうのである。
こうしたボランティア活動をみていると、さまざま

な社会福；１１１１事業で労働力の足りない部分をボランティ

ア活動によって補完さ；１・ｌ．、代替的作巣をさせられてし

まっているような気カ呼るのである。

しかも、ボランティア活動は無償性であるというこ

とが強調され、ますます利用されているのではないか

という不安と疑いは増幅してしまうのである。

この点について重要な指摘をしている高沢武司氏

（ＩＥ１本社会事業大学教授）によれば、専門職として業

務やそ・７）資格が確立してｘ、ゝけばいくほど、それだけで
は補いきれない部分を扱う袖助作業員が求められると

いう構造があるということになる。

業務独占ないし、有資格規制の問題がそれである。

ｉｅｌｉ沢氏は「ボランティア活動の基盤極誰サービスの

形成」（「社１会福祉の‘１１１Ｆ理構造」ミネルヴァ書房）の中
で、Ｗ．Ｃ．リチャンの図式を引用しながら、福祉

サービスにおける専門職化とボランティア化・７）分化に
ついて興味深い発表をしているのである。

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の

脆
弱
性

＜Ｗ．Ｃ．リチャンの図式＞

ワーカーの自律性

（ 高 ） （ 低 ）

鳴 ） （ Ｄ 専 門 職 ② ス ペ シ ャ リ ス ト

（低）（１）準専門職 ④エイド
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高沢氏によれば、社１会・福祉サービスの制度：力１体制と専門ｌ魏化していく福Ｊ１１１ご労働の中で、単純でくり返しの
し・（：’整備されてくるにしたがって、バラバラに行われ多い仕事カフ位に転移され、労働力の無償の補充とい

てきた単独行為を規制してくるような条件カ形成されう、理想とは程遠い地平に転化してしまう危険も可能

て く る 。 性 も あ る と い う こ と に な る の で あ る 。

例えば、公共性を問われるような内容を継続的に行

う場合、特定の種類の施設形態で、一定・７：〉処遇を行う（ＩＩ）

場合などには、業務独占の法規制が必要になってく

る 。 こ れ ま で 、 ボ ラ ン テ ィ ア 論 に ま つ わ る ぼ く 自 身 の 違

こうして、業務独占が確立してくると、職務そのも和感を中心に２つの側面から、その意味を考察してき

のにもヒエラルキーが生じてくる。Ｗ．Ｃ．リチャンたのだが、この点については、今後より深く考えてい

の図式は、「ワーカーの自１歌性」と「クライエントのきたいテーマである。そこで次に、もう一歩踏み込ん

１１危ｉｌｉｌ性」という２つの軸をとり、「クライエントの脆で、現代のボランティア論を考えてみたい。

弱性」で言えば、クライエントは職員による対応にというのは、ボランティア飴が狭い意味の社会福祉

よって傷ついたり、被害を受けたりしやすいので、有の枠を越えて、もっと生き方そのものを問い直すとこ

能で責任ある行１１１１１基準が求められ、そのためには一定ろで語られた！）§匙践が行われるようにもなってきてい
の力量をもっていなけれｌｊり／司’ないとされる。るからである。

また「ワーカーの自律徊Ｅ」では、職務に対す、Ξ、裁量例；ｔば、ぼくは大学の講義の中で、さまざまな現場

権をどこまでもちうるかという問題である。専門的知で実際に活動している方々を講師として大学にお呼び

識・・１＝・ｊ支術をもっている専門職には、そうし式ご裁量権がし、話をしてもらうことを続けている。また、障害者

認められ、一般の人とは区別されていく。ご自身に来てもらって、自分白身・７）体験を語ってもら
こうした分類の中で「エイド（Ａｉｄｅ・袖１１１１１敗員）」とうこともある。さ・１、には、ぼく自身力埴接的に関わっ

いうＪｌｌ１員は、この２つの変数ともにもっとも低い位置ているｊ也域福祉の話をしたり、現場に連れて行ったり

におかれ、他への互換吐もなく、いわば、業務に従属もする。

した形で外的統制に服さなければならなくなる。すると、１１２１ヽず何人か・７）学生が、いつのまにかそうし

高ｉ尺氏によれば、業務力嗜門化すればするほど、そた活動。’１＝・運動のメンバーとなって参加を始めることに
こにはプロフェショナリズムが求められ、必然的に教なってしまうのである。

育訓練機関・ｚ）水準カ９１き上げられてくるという。梢神障害者の地域作業所や学童保育、日雇労働者の

そして、高度化すれｌ；ｊｆするほど、大量の専門職を養一時宿泊施設など、さまざまな活動に、いっのまにか

成することが困難になり、その周辺に準専門職員、ス入りこんで、しかも生き生きと仕事をこなすように
ペシャリストを簡便に養成するシステムや配皿準がなっているのである。また、数年前から、日本青年奉

生 ま れ て く る と い う の で あ る 。 仕 協 会 （ Ｊ Ｙ Ｖ Ａ ） が 主 催 し て い る １ 年 間 ボ ラ ン テ ィ ア

そして、業務独占や名称独占が徹底すればするほに、参加する学生が出て来たのである。

ど、こうした構造は明確になっていくというのであ大学を１年間休学して、各地でボランティアとして

る 。 活 動 し て く る の で あ る 。

これまでの歴史の中で、こうしたエイドの役割を大学まで来て何故一年間休学して、老人ホームや地

担ってきたのがボランティアであった。域作業所や離島の１巳童館などでボランティアをするの

したがって、ボランティア論やボランタリーマインかと、まず、家族の反対に合うのだが、学生諸君は、

ドといったことが声高に唱えられても、内容的には、こうし丈こ実践にとぴこんで行く。そして一ｉ年１後に大学

４５
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に戻って来た時には見違えるほどに逞しく成長して

帰ってくるのである。
これは一体何なのか、という間ｘ、功１ぼくの中にはあ

る。

こうした課題について考えているぼくにとって、と

りあえず２人の方の考察が参考になっている。
一つは、「生活」の「他人化」という問題からのア

プローチである。

「民間社会福；１１１演践の哲学と展望」（「変革期の福祉

とボランティア」大阪ボランティア協会、１９８７年

刊）という論文を書かれた小国１１１１；夫氏が、この論を展

開している。

小国氏はこの中で、現代社会は効率、能率を上げ、

経済力、生産力を上げるために「分業化」を押し進め
た社会だという。分業化は、全体でなく部分を担当

し、その部分についてのスペシヤリストをつくってい

く。

分業化は、担当している部分については詳しくなる

のだが、それ以外の生活については見えなくなってし

まう構造をもっており、いつのまにか、人間自身をも

部分人間として形成してしまうというのである。

分業化は、現代社会の中では具体的には職業という

形で展開する。

誰もが職業人となり、職業をもった人間として生活

を始める。職業またｌ；ｌ職場と、個人としての人間の生

活は、本来は切り離して考えるべきなのに、いつのま

にか職業は個人の生活にまで浸透し、生活そのものも

職業化されてしまっているのが現代だと小国氏は言

う。
つまり、単純に言ってしまえば、分業化社会の中

で、人間自身も部分人間になってしまったというので

ある。

それに対して、職業によってのみ規定される自分か
らも自由になり、さまざまな可能１生や側面をもつ自分

白身を解放したい、つまり、全体的人間を回復したい

という思いが人々の中に、起こってきているのではな

いか。

職業的生活へのアンチテーゼ、または反動として、
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自己回；１変運ｇｌｂが起こり始めている。

それがボランティア活動の中に現われているのでは

ないかと小国氏は言うのである。

学生の問題として考えると、人間の思想やイｉｌｉイ直観の

形成は、自分自身参経験するさまざま；！ｉ：体験を通して

作り上げられていくものだが、直接体験の幅がどんど

ん狭くなり、学校空間と塾空間、そしてスポーツ仲間

ぐらいになってしまい、生きていくために£價なほと

んどの行為は、みな他人がやってくれ、お金を出せば

買えてしまうというシステムの中で暮らしてしまって
いる。

そんな中で、実際び）体験をしてみると、これまで感

じたことのない苦しみや悩み、そして感動を味わうこ

とになる。

身近なところで高齢者と関わることのなかった学生

が、老人と手をつなぎ、涙ながらに語、る人生を聞く。

かつては各家庭にあった高齢者と孫と、７）体験を、こう

した中で改めて感じとることになるのである。

また、障害者の作巣所で、同年代の青年たちから、

苦しかった中ａｌｉｌ玲代の話を聞く。
これらは、人生の上で出会う当然の経験がＥ１１１㈹社会

の中ではなくなってしまったということの証明にもな

る。

赤ん坊にも高齢者にも、そして障害者にも身近なと

ころで全く出会わないままに成長してきてしまった青

年たちにとって、新たな出会いと成長の場が、こうし

たボランティアとしての活動の場になっているという

ことかもしれない。

小国氏は、「生活」そのものが、どんどん「他人ィヒ」

していく中で、人と人との出会いを感じとりたいとい

う若者たちが増えてきているのではないかと予測して
いるのである。

人に関わらなくても、人と寫虫れ合わなくても情報は

手に入るし、食べものも手に入る。

そうした人生の中で、生きものとしての自分の中の

飢え、乾きのようなものが、人々の間にうごめき出し

てきたのかもしれない、と僕も感じている。

もう一人、ぼくカ曳になっている人は、金子郁容氏



である。金子氏は「ボランティア～もうひとつの情報

社会」（岩波新書）の中で「ポランティアとは、その

状況を「他人の問題」として１１１分から切り離したもの

とはみなさず、自分も困難を抱えるひとりとしてその

人に結びついているという「かかわり方」をし、その

状況を改善すべく、働きかけ、「つながり」をつけよ

うと行動する人である」と述べている。

先に述べた小国氏の論を、さらに一歩進めて、他者

との関わりをつくり出していく行為としてとらえてい

るのである。

そして、こうした人と人との関わり方の原理を「情
ｉ報論」を手がかりに展開しているのである。前掲書の

中で金子氏は、情報のもつ特異な役割を次のように述
べている。

情報は、「与えることで、与えられる」という

特性をもっている。われ；ｂれが「動的情報」と呼
んだ考え方によれば、情報の意味や価値は、情報

を隠すことからは生ｉｌＥれず、情報；を積極的に開示

し、相手とのつながりをつけることによってし

か、発生しないからである。要するに、惨報に関

しては、独占し、支配することでは、その本来の

力を発揮させることはできないということであ

る。

だとすれば、情報は、人々を分断するのではな

く、つなぐことによって、新しい価値をつくって
いくという行動様式を誘発する源になる可能性を

持つということになる。（前掲書「ボランティ
ア」、Ｐ２０７）

つまり、ボランティア活動とは、一つの情報交流の

あり方であり、人と人とをつないでゆく新しい行動様

式としてとらえようと主張しているのである。

人間にとって、直接体験の場であり、また情報交換
（７）実践的な場であるという考え方は、単にボランティ

ア活動だけでなく、現代社会に対する根源的な問いか

けなのだが、それにしてもボランティア活動を大きな

きっかけとして考えていこうとするところ１こｑ刳致があ

る。

ここで、ごく大雑把に、戦後におけるボランティア

活動を類型化してみたいと思うのだが、ボランティア

活動の内容も実に拡大し、豊かになってきている。
まず、これまでの流れから言うと、行政が主導し、

その中から生まれてきたボランティア活動がある。

それを一応「推進主体論」と名づけてみたい。戦後

の社会福祉制度の中でみると、こうした型のボラン

ティアとしては、民生委員力１典型的であろう。厚生大

臣が任命し、地域の福祉向上のための活動に従事す

る。

現在、その総数は約２０万人。同様に婦人相談員、

保護司がそれぞれ約５万人。身体障害者椙ｌ炎。員が１万

人。精神薄弱者相談員が５千人いる。これらの民間ボ

ランティアは任命制であり、自由で多様なボランティ

アという発想とは異なったものである。
この他、社会教育の分野のボランティア活動があ

る。子ども会やスポーツクラブ、学習会の実践は、行

政主導型から少しズレて市民型活動に発展してきてい

る。そして、もう一・コ）青年海外協力隊がある。１９８

８年度には、予算約１００億円、２０００人の若者が

世界４０ケ国へ派遣されている。こうした、行政主導

のボランティア育成については、また別に考察したい

のだカ１、とりあえず厚生省が志向している福祉関係の

ボランティア育成の方針は、１９７３年にスタートし

ている。

この年、厚生省は社会；１１１１祉協議会にボランティア育

成のため援助を開始している。
１９８６年には、この方針にもとづいて、ボラント

ピア事業の助成をも開始している。

各地方の社会；１１１祉協識会は、ボランティアセンター

（旧、善：き：銀行）を設置、ボランティアのコーディネー
トを開始する。

各地には、ポランティアスクール・、６１誕生し、入試や

転職に「ボランティア歴Ｊｉ６１重視され始めてきている

のである。

どうしても、こうした行政主導型のボランティア育

４７



成には、集約的委譲管理の発想がつきまとっている。

福祉サービスの体制の中には、公的福祉サービス

（専門的援助）と、その周囲に、非公１１！Ｊ；福祉サービス
のシステムをつくり、そこには民間企業を導入し、

ホームヘルパー、介護人を配置し、その外側にボラン

ティアを置くように思われてならない。

類型の２つ目は「宗教、社会思想１１あ盤論」とも呼ぶ
べき流れで、日本ではキリスト教と仏枇思想の１１帰ｉｌが

大きい。隣人に対する愛、慈悲を基盤におきつつ、人

類意識にどうっないでいけるかを問いつづける運動

で、救・ｔｌ！：：翠などの実践もある。体制ｌこ抵抗し、社会変

革をも志向する面もあり、注目したいボランティア活

動である。

３つ目は「社会運動論」タイプである。

公害反対の住民運動や、環境保全の運動、あるいは

消費者運動なども含む運動である。

ボランタリズムの語意には「反；ｌａｌ力性」と「権力か

らの自由」が含まれているという考え方もあり、そこ

を軸に考えていく時、日本では田中正造の生き方や行

動に、この典型をみることができるかもしれない。
いわぱ、行政主導型に対して、住民主導型の住民運

動が、この流れの中に位置づくように思われる。

そして、もう一つとして「：ｌｔ１１域社会形成詮」と名づ

けたい動きがある。これは、いわば市民によるｊ也域社

会づくりの運動である。

たとえば、これは行政主導型のボランティア育成活

動とは対峙した型で言うと、香川県老人福祉問題研究

会の活動が典型になる。
ここでの運動の発端は、両親の介護で１覧れ切った娘

さんの鉄道自殺にその源を発している。このような悲

惨な事件を自分たちが力を合わせることで解決できな
いかと考えた主婦の集まりの中から、地域の支え合い

が始まり、介護を受ける側から「気楽にボランティア

を依頼したいのでお礼を受けとってほしい」という要

望が出ることで新しい展開が拡がるようになったもの
である。

この研究会の主婦たちは、この申し出を受けて全員

へのアンケートを行い、有償性の有無を検討したので
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ある。その結果、圧倒的多数の人々から有償にしてほ

しいと回答がよせられ、１９８５年から有償による介

護制度が成立したのである。現在、５０００人をこえ

る会員と、８００人以上のボランティアが参加し、自

主的、自立的な活動が展開している。

こうして、各地で生活に密老した形で生まれてきた

自助組織や互助組織は、旧来型のポランティアとは異

なった特徴を示し始めている。

それは、これまでの施影１：奉仕型やイペント型ではな

く、継続的、持続的なボランティアである。当然、そ

うなれば、組織的な活動をする性格ももたねばなら

ず、コーディネーｌヽ１抱力や事務局機能も備えたもので

なければならない。また、必要となれば研修や学習、

調査なども独自に行える力量も揃えなけれぱならなく
なってきたのである。
つまり、ボランティア活動を、個々バラバラに行政

の注文に応じて行っていた段階から、自分たちなりの

目的と方向をもった団体として育てあげていく必要に

迫られてきたといＩうことなのである。

ぼく自身は、戦後のボランティア類型に、これまで

の幾つかの流れ、つまり、「社会運動」型と「’」也域社

会形成」型が、より深い地点でつながり、まとまりな

がら「市民事業体」（ＮＰＯ）型ボランティアが成立し

始めているのではないかという気がしているのであ
る。しかし、これまでのところ、ボランティア団体や

市民事業体のほとんどは法人格をもたない任意の団体

として活動してきた。

法人としては、営利法人（株式会社、有限会社等）

と、公益法人（社団法人、財団法人、学校法人、医療

法人、社会福祉法人、宗教法人等）、そして中間法人

（生協、農協等）があるが、公益法人のハードルは高

くて、なかなか資格がとれない。
ボランティア活動の中の、主体吐、ｉ１１１帯性を充分に

活かしながら、ｊｔｌ１域における市民活動を展開していく

とすれば、これまでの「公」と「私」の間に「共」の

分野をっくり出し、行政、企業とも異なった「市民セ
ンター」を生み出す必要がある。

もしも、こうした方向がー定の力をもつ社会が形成



されていくとしたら、おそらくこれまでの労偉観も変

わってくるはずである。

効率や生産性を第一義とせず、お互いのコミュニ

ケーションを大切にし、共感と自苓＆性が尊重され、な

おかつ分業化された細切れの作業ではなく、労働の流

れが見渡せる全体吐のあるものになるはずである。

こうした生き方の変革がボランティア活動の今後に

かかっているのだとしたら、具体的なボランティア活

動・７）分析や検証は重大な課題となってくる。
ぼく自身は、大学のある町、金沢区で市民と共に作

業所運営、学びの場づくＩＳｈ地域づくり計画などに取

り組んでいるが、単にボランティアという活動だけに
とどまることなく、積極的な『市民参加』の実現、自

主的、自立的な「市民事業体」の創出へと進んでいく

時、これまでのボランティア活動にからめ取られてき

たぽくらのエネルギーが、確かなものとして築き上げ

られるような気カ叶る。
はじめにも書いた通り、今回の文章は、僕自身の問

題意識の断章、ノートのようなものであり、ご批判を
いただきながら、より深めていきたいと考えている。
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先号の「らい」問題を読んで

「癩」はなぜ「ハンセン」病になったかが大切

篠ＩＸ；（氏は「ハンセン」病でなく、「癩」で語る意味

を強調する。島氏も同様であり、「癩」による偏見と

差別は、「ハンセン」病と言い換えることにより解消

するものでなく、逆に言い換えによ、Ξ、逃避でさえある
とする。基本的な立場は同感であるが、自分の場合

は、「エイズ」も「ＨＩＶ」とし、「癩」は「ハンセン」

病と基本的にはしている。病気の名前と菌とウイルス
とは異なるというのは問題外であり、その病名に込め

られた社会的：ｅ；ｉ！４ｔづけと、その社会的背景は現実に対

象とされる当事者と家族にとって脅威そのものなの
だ。「癩」ゆえに強制的に入所させられ、「癩」ゆえに

自主的に入所してきた歴史を、新たな歴史に社会の認

識も含めて変えたいという当事者の訴えもわかる。

『癩』の語源は明確にはわからないが、古代に既に

記述されており、乞たい、物吉、おとらしや、その他

地域により多くの呼び名がある。それは決して言葉だ

けを取り出せば、忌避し排除する意味ではないものも

ある。だが、「天刑病」とは「癩」とされ、「業病」と

は「癩」を指すと社会通念としてある。

島氏と篠原氏は、世間の人は「ハンセン」病とあれ

ば知らないが、そこに「らい」と注力附けば、逆に二

度意識させるのではないかとするが、二度意識させな

ければならないのではないだろうか。なぜ「ハンセ
ン」病なのかと。「癩」が「らい」で通じる意味は何

なのだろうか。「らい」が以前の社会認識による「癩」

であってはならず、では以前の「癩」に帰さないとは

どういう事なのか。「らい」が「らい」のまま通じる

社会とは？それは「治る」「感染力の弱い」「ハンセ
ン」病という病気に変わるという事ではない。

５０

松浦武夫（大阪府枚方市社会福祉協議会）

「らい予防法」改廃は解決の入り□

日本らい学会は先日（１９９５年４月２２日）、「ら
い予防法」について自己批判を公表した（１）。しかし、

これは問題の解決ではない。なぜ予防法が制定され、

未だに存続する理由の社会的意味はほとんど手がつけ

られていない。誤った政策と法律の中でどれだけの患

者が死に、家族が苦渋を味わったことか。我々の想像

を絶するものだ。問題は国家のみにあるのではなく、

民衆の意識が何により作り上げられ、また国家の政策

に影響したかなのだ。民衆に対する被害で一括しては

ならない。

「癩」は国家の恥であると近代以降語られてきた。

しかし、強制隔離の法律の存在こそが国家の恥といわ

れて久しい。だが恥と誰もが感じる事なく、何のため

の強制隔離かも問われない社会構造、施設構造は単に

ハンセンヲ附攻策のみではない。浪ＪＩＩ氏は「障害者」ゆ

えにハンセン病患者は隔離されたとするが、Ｍ．フー
コーが指摘するように‘２’、中世におけるヨーロッパの

ハンセン病政策こそが、現在のこの国における障害政

策ではないだろうか。

篠原氏は本名についての問題にも触れているが、Ｈ
ＩＶにしてもほとんどが匿名だ。病気を隠すか名前を

隠すか。それはその病気での社会的存在を隠す、消す

という事であり、家族もその当事者・７）存在を隠す、消

すという歴史をハンセン病は引きずり続けている。社

会的に：き味づけされ犬こ病気だけではなく、在日韓国・

朝鮮人問題にも通じるだろう。私たちが考えなくては

ならないのは、存在しながら存在を隠さなければなら

ない社会なのだ。



この国のハンセン病政策は今回の「らい予防法改

廃」についての動きの中で、一つの社会的な問題提起

がされている。そしてその中には多岐にわたる課題を

含み、国だけではなく、社会のありようを問いかけて
いるのだ。それを見える形で今こそ提示し、同じ誤り

社会ｌｌ床雑誌第３巻第２号（１９９５．１０．）

者問題を放置していく。篠原氏の挙げる「らい予防

法」の三つの問題である、国家の責任を軋す、民衆の

差別と偏見、患者が隔離を選択せざるをえない状況、
これらに全て通じる課題なのだ。

を繰り返さないための入り口に立ったに過ぎない。社会の差別と偏見は宗教や科学で正当化

よりよい施設は強制隔離の条件

篠原氏は初めてのハンセン病療養所の訪問での印象

を、思い描いていた高い塀や検問もなく、居室の間取

りも新しくゆったりしており、書斎が独立した棟に

なっており、「羨ましい」と記している。障害者の施

設なども既に個室化しているところもあり、延！造物に
ついては年々改善されている面もある。しかし、隔離

政策は物質的に患者を満足させ、収容を・容易にするこ

とが、絶対強制隔離の条件だったことは、当時の政策

担当者が述べている。現在の「らい予防法」；ゐｓ福祉関

係者・１、評価する、患者家族への支援についても、同じ

く強制隔離を容易にするために、既に強制隔離と表裏
に制定されたものなのだ。

現在の「らい予防法」改廃に慎重になる理由とされ

る、既得権益の擁護も、篠原氏の療養所についての印

象も、強制１９１壽ｌ政策・７）基本である、「患者が安穏に生

活す結ぱしめたもの」という強制隔離政策カ城功して
いるとも言える。それは多くの生活施設の社会的構造

に言えるもので、施設を物理的に改善し給付を増すこ

とにより、よりよい施設となり、施設の持つ本質はす

り替えられていく。そして、「奇妙な国」は消える事
なく、逆に増え続けるのだ。「こんなに奇麗で使いや

すく、介護も看護も行き届いたところは、在宅などよ
りも、社会の私たちの生活よりも羨ましい」という見
・１；！者や訪問者の感想に溢れている。

では、その施設を出て、介護も看護も住居も貧困な

社会に自立していく障害者は何を求めていると感じて
いるのだろうか。外出が自由で、施設内であれば生活

も自由に近い事が生活施設の本質ではない。社会はそ

の麺強でいくかぎり、社会の問題としての障害者・病

次に、ハンセン病の「うつる」という事だが、中世

の触観思想いｔム教思想に比重を置く。この「うつる」
は感染としてではなく、「楓れ」という事だが、確か

に「巣」や「因果応報」とｘハう思想；ゐ１、短絡的に病者

や障害者の説明に用いられた責任は問われなくてはな

らな・／ヽ。ｌｉｊｃ米の二元的世界観は、多くの問題を脳死や

ＪＩ鷹４１Ｓ・移植の問題を通じて、紹介されているが、この国
の一元的世界観もまた、多くの差別と偏見の正当化と

して機能している事を忘れてはならない。ただ、「異

形」に対する「畏敬」は仏教思想のみに問題を解く鍵

があるのであろうか。

書評の中で浪ＪＩＩ氏は、子供の頃の記憶にあるハンセ
ン病について記している。その中で、祖母から手足が

腐ると聞かされ、（これはハンセン菌により末梢神経
が侵され、身体の表面に障害として残る）いつも赤い

斑点が出ていないかと気になったという意識などは、

仏枇思想と関連あるとは思えない。自分は、社会がノヽ
ンセン病における疾病観を仏教思想に求めた面がある

と感じる。これは現在も仏教とそれほど縁のない人

も、障害者やその家族に注ぐ拓線として残り続けてい

る。

課題は身体への意１床づけのあり方と、陳腐な：ま昧づ

けからの解放が、科学的な衣を纏い、より対象者を追

込んでいく状況だろう。ハンセン病で繰り広げられ、

未だに存続す・Ξ）ｌ折種の思想は、現在では遺伝子医療と
いう形で浮上している。宗教的言説と先端医療とい

う、一見相対する方向も、そこには人間観という点で
重なる視点を持っている。それはまた、欧米の二元論

とこの国のー元論についても同様だ。

このような問題の出口として、篠原氏は「出会い続

ける日常を生き合うこと」に見つけようとする。しか
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し、出会い続ける日常は施設（７）Ｉ敗員や、近代以前の社

会ではそれこそ日常としてあったし、ある。問題は、

「生き合う」とは何か、だろう。

注

山日本らい学会は、「らい」者の強制隔離に加担し
てきた「現行法」の廃止に積極的に関わろうとしな

かったことを反省して、今年４月２２日、「「らい予

防法」についての日本らい学会の見解」を発表し

た。マスコミもこれを大きく取り上げたが、その要

約は次の通りである。

「現行法」（１９５３年）は、「旧法」（１９３１

年）の基本原理を変えずに制定されたが、伝染源

の隔離を目的に制定された「旧法」時点において

奎鏡要だったものである。つまり、らい病の伝

染詮はいたって弱く、しかも、青壮年の患者は滅

少していて、疫学的に見て、らｘ、ゝｌ；ｊ涸離とは関係

なく終焉に向かっていた。そもそもハンセン病治

療は、当初から外来治療で可能だったのである。
まして・・ｔ・、現在では、多剤併用療法で著効を奏

している。また、最近の知見から推して、一般の

細菌感染症の４既念から逸脱した特別な感染症とし

て扱うべき根拠はない。したがって、「現行法」は

皿も廃止されなくてはならない。日本ら１ハ学会が

これまで「現行法」廃止を積極的に主導せず、ハ

ンセン病対策の誤りを是正できなかったのは、学

会の中枢を療養所関係の会員が占めていて、学会

５２

の動向を左右していたからである。こうして、長

期にわたって「現行法」の存そＩＥを男Ｓ認したことを

深く反省する。

一以上の趣旨に加えて、らい学会は、療養所とそこ

にいる入所者については今後とも現状維持を確認し

ている。その上で、新発生色者には外来治療を原則

とするとし、相応な総合病院をハンセン病治療の拠

点病院１こ整俯し、専門医の育成にも努力しなくては

ならないと提言している。また、らい学会見解は、

「救癩の旗印を掲げて隔離を最善と信じ、そこに生

涯を賭けた人の思いまでを、私たちには踏みにじる

権利がない。」と断っている。

そして、結びの段落で、らい学会も日本医学会全

体も、隔離の強制を容認す、６世論の高まりを意図し
て、らいの恐怖心をあおるのを先行させてしまっ

た、取り返しのつかない重大な誤りに加担したこと

を認識しなくてはならない、と述べている。

（２）Ｍ．づブーコー『狂気の歴史』（田村倣訳、１９７

６年、新潮社、７２頁）によると、中世ヨーロッパ

の癩施療院は、医学的な意味しかもたなかったわけ

ではなく、そこは呪われた空間であって、癩者はそ

こへ追放されたのである。しかし、文芸復興以来、

癩施療院には癩者が１／功
と、癩者のいなくなったこの場所は、教会側の救済

の欲求と台頭するブルジョア側の鎮圧の欲望の中

で、それらの対象とみなされた者たちを監禁する施

設として再編成された。つまり、ヨーロッパにおけ

る とともに始まったと言える。
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「精神医療・過去と現在」（２）
～赤松晶子さんに聞きつつ、間いつつ～

前回は、１９７０年前後の『梢神医療』を参考にし
つつ、精神医療改革の論点を浮き彫りにしようとし

た。そのなかで、保安３１！ｋ分新設問題、精神衛生法問題、

中間施設問題を軸に、それらが依って立つ「精神病」

者への差別・偏見問題を私は取り上げた。そして、精

神医療改革と１／巧１寺代の洗礼は、「隔離・収容の精神

医療」から「社会復帰の梢神医療」への動きの端緒と

して位置づけられることを指摘した。

しかし、同時に、その端緒は、高度経済成長を背景

とする国家依存型の展開であったために、必然的に、

「梢神病」者に資本主義経済システムヘの適応を強い

るものであったこと、「梢神病」者への差別・偏見は

温存したままであったことを指摘した（１）。

そうし式こ１全体的な動向を前提として、今回から、赤松

晶子さんとの対話に歩を進めたいと思う。とはいえ、

私自身の「臨床」というしごとは赤松さんから多大の

影響を受けているために（もっとも、吸収していると
いう自信はあまりないのだカｔＬ赤松さんを対象化す

ることは、私にとってかなり困難をともなう作業であ

る。

今回は、１９７０年前後の精神医療改革・ｚ）時期から
の赤松さん自身の歩みを追ってみたい。そして、次回

は、赤松さんの歩みを時代のｉｊｔＥれのなかで、精神医療

改革の論点を踏まえつつ対話を深めたいと思ってい
る。

日本臨床心理学会（以下、臨心）改革のなかで

三輪：前号の連載を読んでいただいたということな

ので、まず、その感想から。

三 輪 寿 二 （東京足立病院）

赤松：前回のものを読んでみて、当時の医師とパラ

メディカル（２）の違いをまず感じた。資格化拒否を

テーマにした｜-Ｃ、ヽ（３）と、立場を・安蓼にしつつ医療改

革をなしてきた医師との間には、精神医療改革に対す

る把え方には微妙な差があったと思う。精神神経学会

では、医師は自分の資格・専門性を問うことなく、精

神医療の歴史・あり方に問題があり、その改革へと志

向した。裁判闘争になった烏山病院で解雇になった松

島医師や野村医師は、再び他の病院や診療所などで仕

事をしている。

それに対して、三鷹市教育相淡所で、こどもたちを

能力で普通学級・特殊１１狗級などに振り分けることに疑

問を持ち、心理テスト施行を拒否した高橋さんは解雇

になり、座り込みなどの解雇撤回闘争を１０年余にわ

たり続けてきた。それは自らの臨床心理業務そのもの

を問い直す作業へと向かった。同じようなことは他の

心理職でも起きていた。パラメディカルの自己点検

は、自分の職を賭してのことだったと思う。

三輪：心理職にも転身組はいたと思うが。

赤松：自分より数年先輩であったり、すでに自分の
ステイタスを確立しつつあった人たちは、その後、自

らの築いてきた業績、立場を維持する方向に向かった

と思う。

当時、臨心では、大学教授など社会的ステイタスの

高い人ばかりでなく、現場の人たちにも理事に加わっ

てもらおうという動きがあって、学会内部の改造の必

要性は考えられてきていたと思われる節もあり、新理

事のなかに自分の名前も挙がっていた。そんな矢先に

学会改革のうねりが起きた。
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１９６９年の名古屋大会で、理事会提議の「資格認

定案」成立カ喉案になっていたが、患者さんを抑圧し

てきた自分たちの「臨床」の問い直しを抜きにして
“誰のために資格をとるのか！”という内部批判が起

きた。自分は、ＴＡＴ（４）の新しい解釈技法について

研究発表する予定で、鞄の中にはその資料がぎっしり

詰まっていた。自分の築いてきた、あるいは築こうと

してきているものを放棄する決意をその時もつかどう

かは、そこに伴う自らの＿１ニ昇期の姿勢に自覚的になれ

るかどうかにかかっていたと思う。

この時だと思うけれど、その年の初夏の精神神経学

会についで精神病理・梢神療法学会でなされてきた告

発を経てきた医師がフロアから、「梢神医療は患者に

役立っていたのか、みなさんもー緒に考えて下さい」
といった内容の演説を行ない、会場の皆から盛大な拍

手が起こった。その情景は、現場の封建的関係を生き
てきた者として、私には、違和感を感じるものだっ

た。「一緒に！」と言っている医師が現場では、看護

婦やパラメディカルに一方的に「指示」するわけで、

そのような医師との関係を、他の心理家はどう考えて
いるのか、どうしてこんなところで拍手喝釆が起きる

のか、と内心情けなく思った。むしろ、「診断」とい

うことで患者を判断づけてゆく医師の行為よりも、よ

り「治療的」に近づける「臨床心理の独ｉ１１性」に私は

こだわっていた。もちろん、その「臨床心理の独自性」

こそが、その後問題になっていくことになる。

その後、九州で行われた臨時大会か、１９７０年の

小金井大会だと思うけど、そのとき、改革を志向する

若手の告発に壇上できちんと応え切れていない理事た

ちの姿を前にして、私は「これじゃ討論が深まらない

から、小グループに分かれてはどうか。」と意見を出

した。そのとき、篠原さんだったとあとで気づくが、

「あなたは新しい理事になって、そんなことでやって
いけるのか！」と後方から厳しく問われた。そうした

ことを通して自分の認ｊ１１１不足がわかってくるのだけれ

ど、それでも迷いがあった。学会が終わった後、理事

の人から「君の意見はよかった。」と電話がかかって

きたりして、これはまずいと自覚してきた。

５４

そして、１９７１年の東京家政大学大会のとき、改

革準備委員会から旧理事不信任案が出され、可決され

た。改革路線に入った新たな臨心では、立候補制で運

営委員を募っていくようになり、また、学・会規約第３

条で「真の臨床心理学を求める」と謳った。臨床心理

学を問い直すことがそこにはあった。それに応じて、

会員を正・準に分けることをやめ、学歴などにとらわ

れず、同じ考えを持つ人なら誰でも入会できるように

した。こうした動きのなかで、「よい心理職」を目指

す人と根本的ｌこ、１１ヽ理職は何をしてきたかを問う人に分
かれ、前者の方が学会から離れていくことになった。

三輪：赤松さんの迷いに決着をつけたものは？

赤松：私が非常にショックを受けたことは、まず、
１９７０年病院臨床心理家の集ｌｚゝ（ｓ）で報告をしたと

きのこと。その年、１１１分が鋤める東京足立病院で経営

上の不：ｉＩＥ：事件が生じ、私は、それに絡んで「私立梢神

病院の持つ矛盾の中で一ＣＰとして考えること」とい

う報告（６）をした。その事件に関しては院長に不正が

なかったことだけしか明らかにしえなかったけど、梢

神病院構造への批判、特に、医師の特権性・権威性の

問題｜生を語った。現在でも、私の半分くらいの年齢の

医師の給料が私の３倍以上。確かに、医師の権威の問

題にとらわれ過ぎ、医療構造のなかのスタッフ間の問

題指摘に傾いたと思う。そ・７）報告に対して、渡部淳さ

んから「赤松さんの報告には、１１１者がＸ／ｙない」と批判さ

れた。「心理は医者の妾」と冒う人がいて、医師と共

同研究（上記のＴＡＴ研究のこと）をしていたりも

し、自分に向けられた言葉として受けるしかなかっ

た。

自分としては、患者さんとの関わりの中で仕事をし

てきたのだし、ある患者さんとの付き合いのなかで嘘

をつけないその人の姿に自分自身への間いかけが出て

きて、それを持ち続けるなかで、離婚にまで踏み切っ

た。そうした想いのなかにいたから、渡部発言に衝撃

を受け、立ち尽くす思いだった。納得できる面とこな

しえない面と…。



それから、もうひとつＪ大野萌子さん（「梢神病」者

集団）が１９７２年の大会で、フロア中央から、「こ

れから心理テストを配るので答えて下さい」と迫っ

た。フロアの「する側」はうろたえたが、一人だけ「拒

否します」と声を上げた。大野さんはそれに応えて、

「自分たちは拒否もできずに受けさせられてきた」

と…。その後、大野さんを迎えて何度か話を聞くう

ちに、心理テスＩヽｌ；１：土足で心に踏み込むもの、心理療

法もソフトな管理にすぎない、つまり、心理療法は優

しい言葉で；甦者ｉ；・呪縛して、結局は病院の管理・体制を

維持するｉ１１具なのだ、いずれも医療下・（ヽ苦悩す。る患者

にとって有害だと訴えられた。

心理テストについて、その診ｌ吏斤性や、それで患者さ

んにラベルを貼ってしまうことには批判的だったが、

心理テストは、「無為・自閉」（７）などと決められカル

テに記載されて１／４患者さんの内面が実はもっと繊細

さ・豊かさを伴っていることを表わし、治療に役立て

ることができるはずと現場で話したりしていた。その

考えの更！長遁上にあったＴＡＴの研究は、あるがまま

の患者さんの姿と患者さんの今後の展開を考えていく

ための新たな解釈方法を提起するものだ、と考えてい

た。やはり、心理治療そのものも批判的に把えるとこ

ろには届かず、心理テストも患者さんに役立つという

考えにとどまっていた。それだけ１こ、大野さんの提起

は と て も シ ョ ッ ク だ っ た 。 。

自分のやっていることは全部ダメ！立ち止まるし

かなく、１１１分が働く現場で患者さんの顔をまともに見

られなくなった。

「患者さんが求めること」から出発する

赤松：どうしていいかわからないと１／ヽ・う時期が続く

なかで、「患者さんが求めること」をしたいというこ

とが、自分の原点になり始めていった。当時、コー

ヒーは眠れなくなるという理由で患者さんには認めら

れていなかったが、そうしたことの見直し、たばこの

本数の見直し、などを始めていった。

そして、当時閉鎖病棟だった所を開放病棟（８）にし
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ようと患者さんとの話し合いを続けた。その当時、心

理室はこの病棟の一室にあったので、毎日のように、

各病室の患者さんと開放化に向けての話し合いをし
た。患者さｊ４．全員が乗り気なわけではなかったが、目

を輝かせる人もたくさんいた。しかし、この開放化の

話も看護との協力体制がとり切れず、うまくいかな

かった。もし、患者さん白身の動きの中から１１１１放化へ

の動きが実現していけば、それこそが本当に開放化

だ、という気持ちが私のなかにあった。しかし、自分

力凋囲を固めずに患者さんに期待ばかり持たせること

になり、結果的に、患者さんを裏切ることになってし

まった。

三輪：「患者さんが求めること」という場合、どう

しても患者さんの日常生活と関係せざるをえないと思

う。それまでの心理テストＪｌ４６理療法などの医療的な

関係から離れて、患者さんの日常的、生活的な側面に

踏み込み始めたということですね。

赤松：生活に踏み込むというか、近づいていくこと

自体は、もっとずっと前からわずかながらやっていた
のかなと思う。１９６１年から４年ほど勤務した群馬

の病院でも、たとえば、：ｋＪ聴（９）を避けるためにター
バンを巻いている患者さんの家に訪問に出かけていっ

たりしていた。現在ならターバンしていたっていい

じゃない、くらいに思えるけれど、当時は、何故ター
バンをしているのか、何で幻聴力欄こえるのか、その

時の不安感はどんなものだろう、といった病理的側面

みたいなものに、関心が向けられていたと思う。そこ

には、常に心ヽ理屋の眼がはたらいていた。

その群馬の病院が精神科に勤めた最初の病院だった
が、そのときの印象は、精神病院というのはひどいと

ころ、というものだった。患者さんはうす暗い所に毛

布一枚でいる、何もかもが制限されて、さらに医療者
からの暴言の数々。とにかく、患者さんに対する医療

者の態度のひどさには驚いた。私は、一緒に絵を描い

たり、患者さんの求めに応じて外出したりしていた

が、その次に勣めた相模原の病院では、-緒に散歩に

５５
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出たアルコールの患者さんがそのまま集団離院（ｌｏ）

しちゃったこともあった（笑）…。

しかし、その一方で、「君の労働は給料に見合わな
い」と言われて、集団で心理テストを行い、点数稼ぎ

をしたりもしていた。分裂病ということに疑問をもつ

ところへは行かず、“治療の仕方”を問題にしていた

にすぎなかった。矛盾のなかで、他職員に“これでい

いのか？！”と批判をして、自分はいいことをしてい

る気になっていたようにも思う。

そんな具合で、患者さんの生活には初めから関心は

あったけれど、心理屋の眼ではない意識をもって患者

さんの生活に関わり始めたのは、１９６９年「臨床は

患者に役立っているか？」の告発を受けてからだと思

う。

三輪：東京足立病院の心理福祉課についてはどう

か？心理職とワーカー職が一緒に仕事するというま

とまりは珍１．．ｘ／ヽ試みだったと思う。通常、別々に分か

れているものだと思う。さらに、現在の心理福祉課の
しごとは、心理職もワーカーと呼ばれていることに象

徴されるように、心Ｅ！１１職が専門性を発揮できる心理テ
スト・・１・、Ｃ；ヽ 理療法を捨て、どちらかというとワーカーの

しごとに近づくことで成り立っている一面があるよう

にも思うが。

赤松：心理職とワーカーがー緒の課になるという話

は、まず、ワーカーの人たちから給料差への不満とし

て出てきた。当時、心理職は私を含めて常勤が２人

で、他はパートのテスターが３～４人いたと思う。

ワーカーはすでに４～５人常勤でいたけれど、常勤

ワーカーをｒ基準にしてみると、心理のパート・７：）ｊ給料が

高いのではないかということだった。

そこで、患者さんの要求に応じていくこと；ＳＥ・基本と

し、自分たち’１：‘積極的１こ病棟に入って仕事をつくって

いこうという考え方を共有できるメンバーで心理福祉

課をつくり、全

た。もうひとりの常勤心理職の人もワーカー職の人た

ちもこうした考え方が受け入れやすい人たちだった。

５６

そうしたなかで、白衣を脱ぐことにもなった。

黄ＩＪ；務体制は看護に合わせていき、給料も変わった。

心Ｅ！！１１Ｆ福祉課は課長の私を除いて全員労働組合に入って
いて、看護との関係から、出勤時間は２回にわたって

変更され、もともとは医局ベースで１０：００頃の出

勤だったもの力９１在の８：３０出勤になった。少し高

かった心理職σ刀昨吽はより率を高くしたワーカーに合

わせていった。心理の専門性の放棄も含めて、患者さ

んとの関係を考え、かなり自己規制しつつ、給料や勤

務体制などいろいろと権利を放棄せざるをえなかっ
た。

三輪：しかし、やはりバラメディカルは医師と同じ

ような特権をもっているのではないか。病棟と外来を

自由に行き来できるのは医師とパラメディカルだけ
（１１）。さらに、一般的にはパラメディカルと看護には

いわゆ；Ξ、学歴の差もある（１２）。だから、資格を持たな

いという理由で、パラメディカルが医療のヒエラル

キー構造に風穴をあけられる存在とは思えないし、ま

して患者さんに最も近いなどとは思えない。パラメ

デ。ｆ’カルが「患者さんが求めること」からという地点

に立てるとも思えないのだが。

赤松：状況の違いが出てきていると思う。かつて
は、学歴差は気になるもので、看護の人たちを見下さ

ない姿勢を後輩に注意していた時もある。しかし、２

０年ぐらい前は、看護のなかでは、患者さんの暴力に

対しで‘目には目を”という考え方が先輩から伝えら

れるといった、精神医療のあり方があった。私として

は、人間としておかしいと思えることに対しておかし
いと言い続けて、ひんしゅくを買った時期もあったと

思う。ところが、ここ数年、病院外に向けての活動

（たとえば、閉鎖病棟の患者さんと病院外に出かける
ことなど）を看護の人たちが主体的に進めてきてい

る。むしろ、パラメディカルの方の問題として、より

社会へと考えるためか、社会状況の問題をとりあげ、

「病」者のありのままに沿うよりも、患者さんを社会

に“適応”させようという考え方が出てきているよう



に思う。

さらに、長いつき合いのなかで、相手のすべてを

知ってしまうということもあってか、子・供扱い的な呼
び方をして相手をｌ児縛している関係もパラメディカル

のなかにより出てきているように思えてしまう。

三輪：「患者さんが求めること」と言うとき、それ
ヽが与えられていない病院医療状況があるから、患者さ

んが求めるわけで、それがパラメディカルだから与え

ることができるという幻想みたいなものがあったん

じゃないか。

赤
のではないと思うが、専門家（医師）の指示に従って

動くのではなく、患者さんの要望に沿って動く、とい

う考えが自分たちのなかに湧いてきていた。看護がこ

うした動きに一緒にならないことに気づいたのは、随

分経ってからで、そこに病院の構造的問題が根強くあ

ることを思い知らされた。だから、結果としては、パ

ラメディカルとしても「患者さんが求めるもの」に応

えきるなどとてもできないことだと思う。

三輪：その構造的問題、つまり医師を頂点とする資

格ヒエラルキー構造の問題は、無資格者であるパラメ

ディカルも例外ではない。医師や看護婦と１／ヽ・；う資格者

の関わりからこぼれおちているものを拾いあげて「患

者さんが求めること」を勝ち取っていくことが無資格

者だから出来るという論理はどうにも納得がいかな
い。もっと言えば、患者さんにパラメディカルカ撮も

近い立場で“ともに”歩みうるとか、患者さんの置か

れた差別・抑圧状況の打破に、自分たちの抑圧状況を
重ね合わせて協力・連帯していくとかいう考えも同じ

ことだと思う。

つまり、無資格者である前に、僕たちは職員であり

医療者であり、その立場丿陛の違いはどうしたって動か
ない。だから、立場性の違いを自覚すればするほど、
“ともに”という言葉は、僕たちの立場で口に出せな

ん；が書いていたように、「『する側』の「恩恵白！珊造」」
（１３）という関係に陥っていく素地となるのではない

か、と思う（１４）。

赤松：もともとは「ともに」と括弧がついていた。
いつのまにかその括弧がとれてしまった。医療人とし

て職業人みたいな枠はつきまとう。確かに、枠・立場

は越えられないだろうが、私としては、そうした自分

の枠・立場をできるだけはぎとるように努力したいと

思った。

全体として、「患者さんが求めること」から出発し

てきた自分の試みは、うまく病院側にも制度にも絡め

取られてきてしまった。たとえば、外来雇

場所として始めた外来サークル（１５）１、、Ｅ！見在はデイ

ケア（１６）として制度化され診療点数化されて、数と

してこなすことに傾いてきている。サークルを始めた

当時は「お遊び」をしているなどと非難されていた

が、デイケアとして制度化されるや否やそこへの勧誘

が病院側から強く求められることになる。こうなる

と、患者さんが本当に望む場としてのデイケアである

かどうか、難しくなっている気もする。

それでも、「患者さんが求めること」をしようとす

る動きのなかで、現在のデイケアの個人日誌（１７）も
つくってきた。病院には患者さんに見せないカルテ

が、その個々の患者さんの記録になっている。せめて

退院した人たちの関わりには患者さんに見せない記録

をつくることはやめようと考え、患者さんとスタッフ

が一緒に杏く記録にし、都の役人にも説明してそれを

通した。

それから、立場４生の問題はオアシス（１８〉のことで

もある。オアシスが目指しだ立場を越えた関係”は

得られないだろうと思う…それでもほんのちょっと

淡い期待を持っていたけれど…しかし、たとえ立場

を越えられなくても、立場を越えようとする志向を持

ち続けることが大切だと思っている。

これはもう自己規制の連続。いわゆる専門家的にや

；ｔ・１、ぱ苦しまなくても済んだことも多いだろうと思う。

くなると思う。それを言葉にし続けることは、篠原さ渡部さんに「動くな、さぼれよ。あんたたち；が動くほ

５７
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２１犬況が悪くなる。」というＪ；うな批判を受けたけど、

患者さんの日常を考えると、どんなにやっても十分な
ことはできない。公立と民間病院の違いもあるかもし

れない。

ていた。こ・７：）ｆ貧格認定問題についての臨心の動きや

その思想については、篠原睦治「日臨心２０年を振

り返る」（『社会臨床雑誌』１９９３～１９９４

第１巻２号～第２巻３号連載、特にその前半の連

載）に述べられているので、参照してほしい。

（４）ＴＡＴ（絵画統覚検査）は、１９３５年、Ｈ．

今回め対話が尻切れトンボで終わっていることは、Ａ．マレーとＣ．Ｄ．モーガンによって発表された

聞き手（問い手）を務めた三輪に責任がある。もっとテスト。ロールシャッハテストと同じように、投影

具体的な実践を含め７ｔご赤松さんの歩みとその社会背景法の心理テストである。２０枚１組の絵画について
・を・丹念に追っていきたかったのだが、話しているうち；｜｜支検者がっくった物語を解釈して、被検者の、Ａ、ｊ恪構

に私自身の迷いと想ｘ／功１勝ってしまｌ、へ１涜者には不親造などを明らかにしていこうとするもの。

切なことをしてしまったと反省している。今回の話の（５）病院臨床心理家の集いは、臨心改革のなかで、

なかには、当時の精神医療状況を反映するさまざまな病ＳＩＥ現場に勤務する心理職；ａ冲心となってつくられ

論点となるものが数多く散りばめられていた。た会合。当然、その集いのなかでは、臨床心理業務

ただ、それで１、赤松さんがどんな姿勢で「病」者との自己点検、問い直しが主題となっていた。

向かい合ってきたか、そし’（：｀現在どんな考えを持って（６）この報告は公表されていない。そのなかでの赤
いるか、そして私自身がどんなことを考え、どんな点松さんの問題提起は、①ＣＰ（心理職）の研修は、

を迷っているのかについて、いくぶんかお分かりいたカウンセリングとかテストといった技術的側面を養

だ け た の で は な い か と 思 う 。 成 す る も の で は な く 、 自 分 自 身 の あ り か た な ど が 問

次回は、今回話し合われることなく散りぱめられてわれる全人間的研修であることカ９ヽ要、②私立精神
い犬こ論点を拾い上げながら、赤松さんの実践とその社病院の矛盾を明確に把握す；Ξ、必要性、③政治的対策

会的背景に迫り、さらに第一回で提起した論点についの貧困さにどう対処していくか、④精神病者への社

ても赤松さんに聞きつつ問うていく予定である。会的偏見にどう対処するか、特に、精；１申科従事者自

身カ嘔見に巻き込まれていることの問題吐の４点で

ある。

（注）この連載は、もちろん赤松さんにも目を通して（７）「無為・自閉」は、自分のこと。・や哨ヽ界に無関心

もらって了承を受けているが、文責はすべて三輪にとなり何もしなくなる状態が無為、外界との接触を

ある。

脚 注 尚

（１）拙論「精神医療・過去、！ニ現；缶～赤松晶子さんに

聞きつつ、問いつつ～（１）」「社会ＩＳＩ末雑誌」１

９９５第３巻１号を参照。

（２）パラメディカル（スタッフ）：Ｅ現在ではコ・メ

ディカルの方が一般的な言い方。医師・看護を除く

医療専門職の従事者を指す。心理職、ワーカー、作

業療法士などのこと。

（３）当時、臨心では心理職の資格づくりが進められ

５８

断ち自分の殼に閉じ龍ったよう；Ｃｉ：状態が自閉。精神

分裂病の中核症状とされる。

（８）閉鎖病棟・開放病棟：閉鎖病棟では、患者さん
の動きが病棟内（場合によっては病院内）にとどめ

られるなど、さまざまな行動制限がある。保護のた

めという名目で、施錠される場合が多く、医療側の

指導や規制が強くかかる病棟である。医療保護入院

（患者さんの意思に関係なく、医師の判断で入院を
決定する、いわｉ；ｊｒ強制入院形態）の患者さんが主に

使う。開放病棟では、行動制限が緩く、外出などｊ

者さんの自主性、自発注を尊重した療養生活を行な



う。とは言っても、もちろん、さまざまな病棟規則

による制限はある。任意入院（患者さんの意思に

よって入院する形態）の患者さんが主に使う。

そこで、臨心・ｚ）基本テーゼが、「「される側」ととも
に」から「「される側」の立場に立って」を経て、

「『される側』のために」という「『する側』の「恩恵

しかｔ。。実丿眼は任意入院の患者さんの半数近くが的構造」」に変容していったことを指摘している。

閉鎖病棟に入院しているという報告がある。このあ（１４）私自身、“ともに”と言い、そしでともに”
たりの議論については、共著の社会臨床シリーズ第と書いてきたのだから、私；ａｌ赤松さんをこの点で論
一巻「「開かれた病」への模索』（１９９５影書房）難することは不当なことだ。にもかかわらず、“と

の第一章に詳しい。

（９）幻聴は知覚の障害に含まれ、現実にない人の声
や音などカ欄こえる症状を指す。梢；１１１１分裂病の診断

の重要な基準とされる。

（１０）離院は、以前は「脱院」と呼ばれていた。「脱

院」と言われると、すぐビンと浮かぷ連想がおあり

だろう。基本的には、入院中の患者さんが無断で病

院外に出ることである。現在は開放化もいくらか進
んでいるので、患者さんの行動も以前よりは自由な

ものになっている。とはいえ、入院患者さんの場

合、病院側に’１１１：理責任があるので、病院側はひどく

あわてる。

（１１）看護は病棟とか外来とか、その配ｉ置現場への

張り付きが一般的であろう。そのため、患者さんの

生活・や状態のー断面のみと付き合うことになる。そ

れに対して、少なくとも当院では、医師とパラメ

ディカルは外来生活から入院生活まで関わってい

る。こうしたことから、たとえばｊ１１噌Ｅ期入院受入れ

病棟は、患者さんの状態の悪い時しか関わらないの

で、患者さんの状態のよい時を知っているスタブフ

、！＝は患者さんに対するイメージカ１根本的に異なるこ

とさえある。もっとも、そうした患者さんの生活の

流；ｔ・ｌ・全体に関わることが無条件でよいこととは簡単

には言えない。この点については、次回でも取り上

げたいと思う。

（１２）学歴差があるからといって、バラメディカル
が看護に対して職務上優位にたつと限ったわけでは

ない。逆に、無資格者だからといってパラメディカ

ルが劣位になるというわけでもない。

（１３）篠原睦治「日臨心改革２０年を振り返る」

（「社会臨床雑誌」１９９４第２巻１号）。篠原は

もに”を考えつつ歩んできたと私には思われ、る赤松

さんにどうしてもこの問いを投げかけたかった。投

げかけた以上、この問いへの私自身の想いの流れを

語る義務が私にはあるだろうと思う。

大学院時代、心理療法における治療者１＝患者の関

係（治療関係）に疑問を感じ始めた私は、臨心の
“共生”や “ともに”という文句にどこか惹かれな

がらも、それを言葉にして公言してしまう臨心の

「する側」のあり方にどうしても同化できず、入会

する気になれなかった。この言葉は、最低条件とし

て「『される側』が『する側』との“共生”を求め

ること」がｉ價であると考えていたこと、また、「す

る側」が自分たちの言葉として語ってはならないも

のではないかと漠然と感じていたためである。その

後、入職して「病」者の差別的状況を私なりに実感

するなかで、「する側」が冒葉にすることに対する

抵抗感を引きずりつつも、言い続けないとその声

は、早晩、消されていくのではないかと思うように

なった。そうした認識から社臨１１ＳＩ：立に関わっていっ

た。

しかｌ．。、ミ現在、再び、これを言葉にすることの限

界を感じ始めている。ひとつには、その限界が、立

場性（職員と患者、治療者と患者という立場）とい

うことと密接に結びついていることが私に理解され
始めたこと。もうひとつは、“ともに”や“共生”を

語る時代状況の変化である（この時代状況について

は、次回赤松さんと話し合う予定である）。立場１生

が越えられず、しか１１、時代状況が変わり始めている

なかで、「する側」が“ともに”や “共生”を語る

ことは、それなりの前提とな、Ξ、１輪理や内容をｒ明確に

しなけれぱならないのではないか、と私のなかで

５９



社会臨床雑誌第３巻第２号｛‘ＩＳ｝９５．１０．）
“ともに”や “共生”をめぐる想いは堂々巡りを続練（つまり、リハビリテーションの精神科版）をす

けている。言い訳にしかならないが、今回の赤松さるところと考えて頂ければよい。社会復帰の意味が

んへの質問は、ミ！１１、代状況のなかでの立場１生を越える相も変わらぬ就労であることはおわかり頂けるだろ
“共生”の論理を見いだそうとして堂々巡りをするうと思う。その意味では、デイケアは医療（あるい

私自身が、その助け鬘赤松さんに求めたということは保健）と社会の中間に位置する通過点であるはず
である。だから、この質問は私自身の不甲斐なさのだが、外来丿

証 明 に 岩 妻 。 つ あ る の カ １ 現 状 で あ ろ う と 思 う 。 つ ま り 、 せ っ か く
もちろん、理念的には、立場が違っていても、共退院しても毎日朝から夕方まで病院にいるわけで、

通項を発見すること（たとλ。ぱ、“同じ人間”といそのため、「デイケア病棟」と陰口をたたかれてし

うような抽象概念に向かう考え方）や共通の目的まいかねない。その内容は、各々のデイケアによっ

（たとえば金もうけ）あるいは共通の敵を持つことてさまざまだろうが、料理、絵画、造形、スポーツ、

（戦争など）によって、“ともに”という地平は構成書道、手芸、カラオケ、ヨガ、簡単が１１作業などが
できるだろうと思う。しかし、現実的には、現代日一般的であろうか。しかし、こうした居場所として

本では立場丿畦の違Ｘ／’ヽは優劣や強弱といった特有の価のデイケアの現状を批判する前に、「病」者に対す

値的・１瞭価的差異を含んでいるために、常にかつ既る社会の偏見・差別の問題を考え。Ξ、必要がある。つ
に、立看ｌ生というものは差別性を内包してしまってまり、そうした場所に「病」者を追い込んでいく社

いるのではないかと思う。この立看陸における価値会状毒箆厳然と存在することを見落としてはならな

的・評価的差異の問題を放置したところでの“ともいだろう。

に”は考えにくｖヽと思う。（本文には記載されてい（１７）この個人日誌では、参加したサークルについ

ないが、この文章の一部ｉ；１：赤松さんとの対話のなかて患者さん白身が感想を書き、それに対応して職員

で話した。その時より、もう少しまとまった形で考がコメントを書くという形式になっており、言わ

えを述べさせてもらうためにも、脚注の扱いにしたば、相互性を大切にしたものになっている。一般的
こ １ こ を お 断 り し て お く ） に 、 医 療 の 記 録 と い う も の は 、 医 療 者 万 皿 者 さ ん を

（１５）外来サークルというのは一般的名称ではな一方的に判断・評価する“ＩＦ価表”的なものであり、

く、それ以前１０年余院内でのサークルの場があっ当然行ｉｌＳ圓はそうした形式を求める。

たことから、当院でそう呼んだということに過ぎな（１８）オアシス・足立梢神医療を考える葦の会：こ
い。これを赤松さんたちが始めた理由は、外来の待れは１９９２年１月゛に、『病』者・医療者・家族・市

ち時間が長いこと、仕事もせずにブラブラしでいる民（市民は、他の３つを除いた立場を；総：称して使っ

といった具合に周囲の人に見られてしまうこと、一ている）が立場を越え、対等な立場で話し合い、考

日中することがなくて困るといったことなどが、外え合っていくことを目指してつくられた会である。

来患者さんなどから話されたことにあったようだ。参加自由な月一回の話し合いを軸に、絵画展を含む
サークルの内容は、料理、手芸、絵画、造形、生活年一回の大きな集会を持っていたが、ここでも医療

の手助け（繕い、汚れおとしなどの相談）などで者主導という色彩が濃いとの批判が「病」者や市民

あ っ た 。 の 立 場 か ら 出 て お り 、 ま さ に 立 場 性 の 璧 に 突 き 当

（１６）デイケアとは精；１１１１科外来における社会復帰訓たっている現状である。

６０
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．．ｊ置ヽ ｊｉｌｌｌｌｌｒ．．゚ ！ｂ●●、゙ ・、．．：ｉｌ麗置ｒヽ ．ヽ、１１-一！・●●Ｉ、゙ 、．ｊ謹ｒヽ Ｊ-

＜「映画と本」で考える＞
『フォレスト・ガンプ／一期一会』

運命の寓話

海老沢英行（仏文学専攻）

６１

時間を置いて二度見た。最初は、娯楽作品を普通に

楽しむように、またわずかな反感を持って。二度目

は、自分の関心の所在をできるだけ明らかにしようと

努めながら。

物語も映像もわかりやすく、十分に楽しめる映画で

ある。しかし、完全に娯楽として見ることのできない

者には、保守的な作品だ１こ評価されてしまうだろう。

主人公は、およそ政治や思想、！こ１；ま緑がなく、彼のベト

ナム戦争への参戦もあくまで一時代背景にすぎず、反

戦思想を掲げている作品ではない。また、離婚や不

倫、家庭の崩壊などを扱った一連のアメリカ製映画の

後で、家庭への回帰を描いた作品にも見える。主人公

フォレストの母親のガンブ夫人は、南部の良家の娘

で、障害を抱えた息子を苦にせず普通の人同様に育て

る気丈な女陛である。サリー・フィールドが好演して

いるが、彼女の生き方はたいへん立派だ。フォレスト

もその後この母親の教えを指針に生きてゆく。この親

子の絆にしても、フォレストの長い間実らなかった
ジェニーヘの愛にしても、家庭の再建を望１：ｒ時代精神

が現代のアメリカにあることの証なのかもしれない。

また、東西対立の時代カ１終焉して、時代そのものが保

守的になっているとすれば、そんなイデオロギー不在
の時代の要請に見合った作品だと受け取られもしよ

う。けれども、単に娯楽性や保守陛ばかりを見つけ出

そうとする眼差しには、見逃されてしまう点もあるの

ではないか。監督のロバート・ゼメキスの作品では、

『バック・トウ・ザ・フューチャー』を見ているが、そ
こでは単純明解な因果関係の混乱に基づく、時間をめ

ぐる物１１１１が展開されていた。今度の作品では、やはり

ある程度のｌ！ｌ果律に基づく運命の連鎖が提示されると

同時に、そこからの解放による非決定性の顕在化カ１明

瞭に示されている。

巧みに映像を合成して一監督のゼメキスが「ド

キュフェーブル」（ドキュメンタリーと寓箆！１の合成語）

と名づけた方法によって一実在すミ∂Ｑ統領や著名人

と主人公とを共演させる場面がある。このようにし

て、主人公が歴史に登場する一人物であることを際立

たせているのだが、私には、物語の「寓話」の方に興

味が湧いた。その寓話は人の運命を主題にしているか

らである。

われ；ｔ：）れ現代人は運命など真面目に考えずに生きて

いて、予め運命に束縛されているなどとはあまり思っ

たりしないものだ。主人公のフォレスト・ガンプは、

生まれつき背骨が曲がっており、ＩＱが人並みより低

い。これが宿命である。そして、映画は如何に彼がこ

の運命を克服するかを物語っている。例；ｉ．ば、駿足を

買われて大学のアメリカン・フットボールの選手にな

り、ついに１；ｌ全米代表選手にまでなる。例によって調

子の良すぎる話なのだが、面白いのは、フォレストが

アメ・フトのルールを知らずに、ただ走ればよいと指

導されて試合に出場していることだ。実際にはあり得

ないような話だが、これを、運命に出場している一人

の人間の寓話として見たらどうだろうか。たった今、

どんな運命（ア）規則に１１１分が関与しているのか、誰にも

見通せはしない。運命の連鎖は、決まって後からわか

るものである。（まったく予知できないということで

もないだろうが。）

しかし、タッチダウンするまで走り抜くことは、そ
んなに簡単なことではない。駿足あって可能なことで

ある。フォレストは、最初から駿足だったろうか。運

．輿｜｜圖゙ 。゙ｓｌｌ１１圖ｒ．．４１！ｌｌ-●・・、１§Ｓ’゙ 、．月｜懸` １．゚ ！１圖ｒ．．¶ｌｌ-●・｜、禰Ｆ・、．ｊ綴圖゙ ｓ・。ｓ１１１圖ｒ．．１
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．．．エｊｌｌ鍵・りー‘・！ｌ・●・、゛・、．、ｉ羅・、．、１ｌｉ・！・・●・、゛、．ｊ漣匪・、ごー『

命の連鎖は少年時代へと遡る。少年の頃、彼は満足に主人公はとっさに行動力を示すことで、幸運を掴む。

歩行できず、金属製のギプスや松葉杖の助けを借りてベトナム戦争で負傷した仲間を牧い出した時も、療養
いた。ある日仲良しの少女ジェニーと敞歩している中に覚えた卓球でたちまち腕を上げてしまう時も、戦

と、自転車に乗った同造及生７ｔニちに迫い立てられる。そ友の遺志を継ぐようにエビ漁を始め、かつての少尉ダ

の時“Ｒｕｎ、Ｆｏｒｒｅｓｔ！Ｒｕｎ！”と言ったジェニーの声ンと大量の捕獲を達成して会社を設立した時も。単純

で、少年は駆け出す。すると、見る間に脚力を発押し素朴な人物であっても、彼はその行いによって賢明な

て、一映像はスローモーションになりーギブスはのである。

分解されて、同級生たちを置き去りにして走って行っまた、登場人物たちの様々な運命が絡んで、物語を
てしまう。ジェニーの声と、その内容の実行、ここに単詞でないものにしている。黒人の政治活動団体に参

彼の運命の転機が見られる。偶然居合わせた悪童たち加したり、ヒッピーのドラッグ・カルチャーに浸りも
の存在もまた必要不可欠であることがわかる。そしするジェニーは、主人公とは逆に不運が続くし、戦場

て、興味深いことには、まず運命的なめぐり合わせがで部下のフォレストに助けられたダン・テイラー少尉

あり、フォレストはうまくその不運から逃れることがは両脚を失い、名誉の戦死を遂げられなかったこの顛

できるのだ。不運と不運からの脱出という契機は、こ末でフォレストをなじる。だが、やがて彼らか漁を始

うしてフォレストのその後の人生で繰り返されてゆくめて成果を上げると、ダンは生きていられることを主

だろう。この契機によって、物語は決して悲劃にはな人公に感謝するようになる。この時「少尉は神と仲直

らない。常に成功を収めるという結果だけを捉えるりしたのだ。」とフォレストは考える。運命は、人間

と、あまりに楽天的、類型的に映らないでもないが、に見えないものである以上、人知を超越した、神のみ

全体的に、主人公の無欲さと行動力によって、感動をが知る領城だと考えられるのも無理はない。ペンヤミ

与 え る 物 語 な の で あ る 。 ン は 、 先 の 小 論 で 運 命 を 宗 教 と 、 性 格 を 倫 理 と 関 連 さ
ベンヤミンが「運命と性格」という小論の中で、こせて捉える誤謬を指摘して、運命と性格とをそれぞれ

れまで区別されずに混同されてきた運命と性格というの領域に戻そうと努めているのだが、人が運命を受け

悲劇における二つの概念を分離するべきだと提案して容れた時には岬かしい瞬間に触れており、何か聖なる
いるのを思い出す。フォレストが言う「馬鹿をする者ものと結ひついて見える。

が馬鹿だ」という言葉も、実は運命と性格を分けた上だが、映画では政治と同様に、宗教も前景に現れて

で、さらに性格と、行為（愚行）とを分けて考えてい来ない。あくまで登場人物をめぐる運命の連鎖を映像

ると言える。この映画は、主人公を純枠で単純な人物は辿ろうとしている。映画の終わりの方で、あの天性

にしたからこそ、人の性格とその外側にある運命の連のＥ９然児は、持って生まれた運命（さだめ）はあるの

鎖と力捌個に提示できたのだと思える。不運からの脱かないのかと自問する。そして「結局たぶん両方なの

却にしても常に行動力のみに拠っているのだから。事だ、風にのって漂っているだけだ。」と彼は思うので

実ゼメキスは次のように言っている。「フォレスト・ある。まさに、空中を浮遊する羽が教会の塔を通り過
ガンプは、しっかりした自分の考えや政治的な信条をぎ、人の肩に載った途端にまた舞い上がって、車に煽

いっさい持たない、純粋で単純な人物であるからこられる、という印象に残る映像が要約していたことで

そ、自分のまわりで起きている破壊や狂気を際立たせある。人生が運命の定めるままにあるのかどうかとい

ることもできたし、３０年に渡るつづれ織りのようなう問は、結局未解決のままだ。たふん解決などないの

アメリカのイメージの中を渡り歩いていけたのです。」だろう。この寓話の主人公は、運命と自由意志との果

瞥 臨 ｀ 甲 ” Ｊ ’ ？ ： ： ｀ - Ｊ ｂ 甲 ” Ｊ ７ ： ｀ - Ｊ ， 甲 ’ ‘ Ｊ
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＜「映画と本」で考える＞

何でもありの表題

-

関 係 か ら コ ン テ ク ス ト ヘ
ｒ人間・臨床・社会』を読む

山下氏から書評のようなものを書いてみないかと

「人間・臨床・社会」を手渡され、ざっと目次を見た
ときの印象は、いろいろなことが扱われているな、と

いうものだった。「社会臨床シリーズ」の他の巻の表

題はテーマ性がはっきりしていて、何か論じられてい

るかある程度見当がつくものなのに対して、このｒ人

間・臨床・社会」という表遅１はいかにも困ってつけた

という感じがする（失礼！）。しかし、「はじめに」に

よれば、「私たち」は「社会臨床」ということばをよ

い意味で「いい加滅な」状態にしておこうという考え

のようである（ちなみに私は日本社会臨床学会会員で

はない）。そのためには、「社会臨床シリーズ」も一巻

ぐらいはどんなことでも書ける巻を用意する必要があ

或る概念がどれだけ豊かな意味を持っているかは、

その慨念がどれだけ他の概念・ことばと結びつく可能

性を持っているかにかかっている。この可能性をはじ

めから閉ざすようなことをせず、可能陛の範囲をでき

るだけ広げようとするこの姿勢は大賛成である（もち

ろん、姿勢がよいだけではしょうがないのは言うまで

もないが）。

コンテクストヘのまなざし

さてしかし、実際にこの本を読み始めると、何か通

底しているものがあるぞという感じを次第に強めつつ

最後まで読み終えた。といっても、この本は結局閉じ

６４

木村競（茨城大学）

た意味世界を形成しているというのではない。逆であ

る。私がこれまで気にしていた或ることはが、この本

の叙述と結ひついたのである。つまり、私はこのく本

で考え＞てしまったのだ。そのことはとは「コンテク

スト」であり・、見いだされたのは「コンテクストヘの

まなざし」の存在である。これから述べるようにその

現れの形は色々であるが、私はこの本を読み進めてそ

れに接し、ものごとのコンテクスト性とでもいうべき

ことを次第に再確認していったわけである。

（「カタカナ言葉にゴマかされるな！」-といって

も「コンテクスト」を言い換えるのはなかなか難し

い。よく使われる「丈丿派」では訴が広がらないし、「前

後関係」、「状況。｜、「背景」では漠然とし過ぎている。

私としては［都合］がぴったりくるのだが…）

るだろう。なるはど、この表題ならは確かに、何でも「相談」が成立する時

あり、である。

まず、第ｎ章の「社会臨床論序説」について言えば、

野本氏の世界との関係の取り方が、氏が出会った現実
の出来事について成立している＝想定できるコンテク

ストヘのまなざしに満ち満ちている。

最初の部分に出てくる「生活記録」とは日々の生活
のなかの出来事、自分の行為・思いについて、コンテ

クストを確認する、あるいは吋設定する営みに他なら

ない。寿町での「生荷物、淡員」としての体験は、「相

談する人」と「和談を受ける人」というコンテクスト
上で始まり、やがて［寿町の住人同士］というコンテ

クストが形成され、しかし不洸の中「寿町で生活する

人」と「相談貝として働く公務貝。１というコンテクス

トに移行する。しかし、それでもなお「相談員」達は

● ｉ ！ ● ｀ 嘱 Ｐ ． ’ ｊ ’ ｉ ｌ ｉ ： ： ｀ ● ， Ｊ ｋ 雫 ｀ ’ Ｊ ’ - ， Ｊ ａ ， 甲 ・ ’ ｊ ・
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行政が要求しているコンテクストとは異なるコンテク上がる、というように。
ストでその仕事をしたわけである。

そして、「児童相談員」としてアパートの少年達と両義性の両義性

「相談」が成立した時、それは、野本氏、少年達、さ

らに母親、上階の老人、隣人遠のすべてのコンテクス

ト；６ｔ交錯し、結び合った時に他ならないであろう。お

そらくは、この後各々のコンテクストはまた離ればな

れになっていったにしても…。

議論の前にあるもの

第Ⅳ章では斉藤氏自身が「文脈」、「論脈」というこ
とばを使い、「側」、「サイド」、「視角」といったことば

も一定のコンテクストの立て方を示すことぱとして用
いられている。つまり、斉藤氏は、「福祉」をめぐる

様々な議論をｊ１１１ｊする際に、それらが、実はそれぞれ
ー定のコンテクストを前提として話を展開させている

ことを知らしめてくれている。各々のコンテクストは

当面の問題の中で何かを取り上げ、何かを無視する。

したがって、各々の議論・説は単純にどれが正しいと

言えるものでもないし、各々に限界を持っている。

しかし、重要なのは、そうであるならば、或る問題

を今の社会において「動かして」いくための「勘所」

とでもいうべきところに届くためには、そのような議

論を可能にする的確なコンテクストを選択す；Ξ）必要が

ある、ということである。斉藤氏はそこを見逃さな
い。例えば、「ともに」論的なコンテクストの立て方

が「市民社会の場のあり方をそのまま前提とし、それ

をさらに徹底・洗練させてゆくことに第一義的な重要

性を見出す発想とその帰結」に「違和」を感ぜしめる

地層を感知させることの指摘など。

そして、最後に言われる「トータルに間う」という
ことを以下のように！膀￥したい。それは或る問題を複

数のコンテクストにおく、という意昧であり、そうす

上記からもわかるように、コンテクストということ

の特徴は、一つの事柄についていくつものコンテクス

トが想定できる＝成立しているということである。多

様な領域でこのことを示しているのが第Ⅲ章の記述で

ある。同じ社会ｆｌり現象でも、異なったコンテクストに

おかれれぱそれは違った意味をもった現象となる。し

たがって、社会現象はそもそも「両義性」を有する。

そして、本来各々の意味はそれぞれに価値があるはず
だ。

しかし、重要なのは、だとしても或る社会現象につ
いてはどれかのコンテクストが受け入れられやすいと

いうことはある、ということである。例えば、井上氏

は「美容整形・エステやミス・コンについては批判的

なトーンが強くなり、自己啓発セミナーについては逆

１こ評価的なトーンが強くなるという傾向が今の私には

ある」と言う（私は逆である）。個人ごとの片よりだ

けではない。４節で述べられているように或る時代の

或る社会には、受け入れられやすい支配的コンテクス
トが当１１Ｓ存在する。支配的でないコンテクストでの事

柄（ｚ）理解を貫こうとする場合には相当に意志的になら

ねばならず、或る場合にはコンテクストの設定をめ

ぐって他者と戦わねばならない。コンテクストの設定

力における「弱者」としてこの戦いを始めざるを得

ず、容易ならざる戦況にくやしい、はがゆい思いをし

た経験は誰にでもあろう。

つまり、コンテクスｌ？性からくる社会現象の「両義

性」には、複数の意味が各々に成立し得るということ

と、各々の意味は互いに排除し合うということの両方

の意味があるのである。

ることで、その問題自身の様々な側面がとらえられる「若者」のコンテクスト感覚

だけでなく、各々のコンテクストのありようも浮かび
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さて、もしある事柄について様々なコンテクストが映画で「立ちのぼる」もの

成立している＝想定できることに敏感なことをコンテ

クスト感覚があるというならは、第Ｖ章の叙述からみ第Ⅵ章については、そこで取り上げられている映画

て、自分というものについての「若者」のコンテクスのごくわずかしか私は見ていないので、武田氏の反応

ト感覚は昔から今へとどう変化してきたと言えるだろの「什方１に反応するしかない。

うか。「現代の若者ＪＳ氏のレポートからは感覚自体順に言っていけば１節は言いたいことはわかるが私
は鋭敏であることか読み取れる。それに比べれば、小にとっての映画の位置は違うなという印象。２節はほ

沢氏自身の立場は「「自分・自分たち」を前提としうぽ同感だが、肝心の「北京的西瓜」、「異人たらとの夏」
る感覚」をもち得るコンテクストを特権化してきたを見ていないから後半は、きっとそうなんだろう、と

「脳天気」なものということも出来よう。言うしかない。３節はちょっと「ステロタイプ」に好

ところで一方、小沢氏が指摘しているようにＳ氏の意的すぎるんじやない。でも、きっとくよく出来てい
レポートには「心直し」「自分直し」への方向性か明る＞んだろうな、という感じ。４節は、他の節に比べ

らかに存在する。それが危険なものであるという判断て「客観的」、説明的だな。でもその分すっきりとし
は私も共有する。しかし、この「危険」はいかなるもている、と確認。というわけで、ちょっと引いた感じ

のだろうか。それと反対の方向性とはどのようなもので読み進めた。

だ ろ う か 。 と こ ろ が 、 ５ 節 の 最 後 に な っ て （ 大 げ さ に 言 お

わたしには、次のようなことにかかわることのようう！）世界カ噂在するということの或る本質が映画に

に思える。つまり、ある事柄について成立している＝よって示されるということがどのようなことなのかが

想定できるコンテクストというのは固定的なものでは鮮やかに提示されているのを読んで「興奮」した。「一

なく、各々のコンテクストも、コンテクスト群全体と切のシンボル的意味付与を拒み、ストイックにリアル

しても変化し続けているのが常態なのだ、というこな事実・事実の描写のみを積み上げてきたかと思われ

と。Ｓ氏のレポートにはコンテクストを変える、いやた映画が、最後のミンの言葉によって俄然として立ち

それどころかコンテクストカ唆わるということへの感上がってくるのだ。巨大な象徴的作品世界として。」

覚が欠落しているように感じられる。（対して、学生ここで終わったならは、わたしは徹底的に反発しただ

Ｍ氏のレポートの最初の一文は対照的である。「・・・僕ろう。こういう映画を犯罪的映画というのだ。しか

はテスト体験中、仲間に近い集団の中で、時には冗談し、その後に武田氏は付け加える。「三時間を超える

を言いあったりしながら、型鮨珀長、微妙に変化しつ映画の歩みのあいだにいつか極限の凝縮までにいたっ

２、ロールシャッハ・カードに「鴨毒を示したはずたその世界に、また静かに現実が戻ってくる。そのえ

だ っ た 。 … 」 ） も い わ れ ぬ ア ト モ ス フ ィ ア 。 氷 つ い た よ う な 惨 劇 の あ

しかし、「若者」論というのはいったいどのようなとにふっと再び現実が、吐界が動き山す瞬間の気配を
コンテクストで語られるものなのだろうか。「若者」私は今に忘れることができない。そこに、たしかに、

論を語る側にはどのような都合があるのだろうか。花のかおりのようなものが徴かなから立ちのぽった」

（小沢氏のコンテクストは最終部の「大丈夫、時間は
たっぷりあるよ」という言葉に現われているように思コンテクストが閉じる

えるが。〉

ここで、第１１章の［母親＿ｌを思い出す、け親の生活
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はある時から一一・つの「巨大な象徴的作品世界」になっかは問題にならない、ということである。逆に言え

てしまったのだ。「原因も結果も溶けあってしまっては、この「結果」の価値判断から朔行的に判定される

いる。原因と思われたものも、実はーつの結果であ臨床の「正しい」、Ｆ誤っている」を問題にすることは

り、結果は必ず次の出来ごとの原因に変わってゆく。」ここでは本来出来ないのだ。

「どうしようもなく、そうした行動、生き方を続けざつまり、臨床について「正しい」、「誤っている」と

るをえない。その姿勢を守ることでしか、いきてゆけいうことを判定するということは、臨床の制度化とと

ない。」「それを周囲の人は、その人の性格と見る、」もに始まると言うべきなのである。

この世界は閉じている。いつからか自分の過去の行

為について成立＝想定した或るコンテクストの延長で「専門家」の臨床

しか行為できなくなっている。自らの来し方を振り返

る こ と 乱 「 ど う し た ら よ い か 」 と い う こ と を 考 え る さ て、 制 度 を 担 う の は 専 門 家 で あ る 。 で は 、 専 門 家

ことも、そのコンテクストの延長の上でしかできなくとは何か。私は専門家は少なくとも次のような条件は

なっている。本人も、周囲の人間も。そのコンテクス満たす必要があると考える。

卜は強化され、他のコンテクストに乗り移ることも、専門家は、一定の範囲（＝専門領域）の相当多数の

な ぜ かで き な い 。 コ ン テ ク ス ト が 閉 じ て い る の だ 。 事 柄 に 関 して 「 こう だ か ら あ あ で あ る 」 、 よ り 強 く は

にうしたらああなる」という形の言明を下せなくて

コ ン テ ク ス ト が 開 き 、 勣 く 場 面 と し て の 臨 床 は な ら な い 。 つ ま り 、 一 定 の 範 囲 の 相 当 多 数 の 事 柄 に

関して、「原因一結果」関係（見方を換えれは、「手段

多くの我々にとって、現実の生活において、事柄を一目的」関係である）という形での知識をもち、それ

めぐるコンテクストは時に固定化し、閉じ、時に開を対象を操作するために用いることが出来る人のこと

き、動く。両方の場面が入れ替わり、混在する。時にである。この「相当多数」が１００％に近づき、因果

は ど ち ら か だ け が 一 定 程 度 続 く こ と も あ る だ ろ う 。 つ 的 説 明 の 決 定 性 が 強 く な れ は な る ほ ど 、 専 門 性 は 高

まり、現実の生活は時１こｉま地獄になったり極楽になっまって行く。にう考える理由は、ここでは簡単に、も

たりするが、それは地獄でも極楽でもない。しかし、しそうでなければ我々はわざわざ専門家のところに相

確 か に コ ン テ ク ス ト は 必 ず 「 動 き 出 す 」 。 談 ｅ ｔ ｃ ． な ん か に 行 か な い だ ろ う 、 と だ け 書 いて お く 。 ）

そ して、 お そ ら く 、 臨 床 的 場 面 と は コ ン テ ク ス ト が し か し 、 こ こ で 重 要 な の は 、 あ る 事 柄 に つ いての 因

開き、動く場面なのだ。そうならば、制度化されない果的説明というのは、その事柄が生じた時の世界の状

臨床が生活のいたるところに存在するのは当然のこと態全部が関係付けられるのではなく、特定の視点から

である。ある場合は映画を見ることが臨床となる。あ限定された一定の限度内の要因を関係付けることで行

る場合はエアロビクスをすることが臨床となり、あるなわれる、ということである。つまり、言い換えれは、

場 合 は 教 師 に 殴 ら れ る こ と が 臨 床 と な る に と も あ 一 定 の コ ン テ ク ス ト の 上 で し か 行 な わ れ な い 、 と い う

る ） 。 こ と で あ る 。

し か し 、 注 意 すべ き は 、 こ の 限 り で は 、 そ の 場 面 で で あ る な ら ば 、 専 門 家 を パー トナ ー と す る 「 臨 床 」

コンテクストか開き、動いて、ものごとか異なったコは以下のようなものでしかあり得ないであろう。つま

ンテクスト（群）のなかで成立する＝とらえられるより、それは確かに多くの場合クライエントのコンテク

うになるというだけであり、その結果が良いか、悪いストを「動かす」だろう。なぜなら、その臨床は、多

儡 ヽ ご 菌 ‘ ｌ ！ ・ ・ ● ． ゛ 、 １
６７



社 会 臨 床 雑 誌 第 ３ 巻 第 ２ 号 ０ ９ ９ ５ ｊ ０ ． ）‥ - 一 一 ‥ 一 一- 一 一 一 一 - - 一 一
，ｊｌｌｌ・，。ご麟。！・・・●，゛・，ｊ薩，。，珊！・・●・●，゛・ＪＩｌｌ・ヽご麟

くのクライエントが事柄をとらえているところの（専体の牌成も変わるなど、コンテクスト（群）は変化す

門家の想定しているコンテクスト以外のしかも）複雑るのか常態であるということ。これらは、これまで述

なコンテクストを、或る限定された単純なコンテクスベてきたところである。

トヘと移助させるだろうから。そして、しかし、それ

は必ずクライエントのコンテクストを閉ざし、固定す

るだろう。なぜなら、その臨床は、クライエントがク

ライエントである限り、専門家の想定しているコンテ

クスト以外のコンテクストヘの移動を禁止するだろう

から。

関係からコンテクストヘ

さて、ようやくＩ章にもふれることが出来たようで

ある。

そこで、最後に、なぜ「コンテクスト」などという

概念を使うのだ、［（社会的）関係（性）」というよく

使われている概念でいいじやないか、というありうべ

き疑問について答えておきたい。

その理由は、「コンテクスト」は「（社会的）関係

（性）」に比べて以下のような事柄をより明確に表現す

るのに適しているように思えるところにある。（「（社

会的）関係（性）」という概念がそれらを全く排除す

るというわけではないが。）

第一に、或る事柄について複数の当事者がいる場

合、各々の当４１者のコンテクストは互いにｙ４なる可能

性が高いということ。第二に、一人の人間においても

或る事柄について複数のコンテクストが成立している
＝想定されていることが普通であるということ。第三

に、個々のコンテクストが変容し、コンテクスト群全

そして、第四に、コンテクストは階川性ということ

を考えやすいこと。つまり、或るコンテクストは必ず

その構成要素との対で考えられ、さらにそのコンテク

スト自身はより上位のコンテクストの構成要素であ

り、一方、構成要素もより下位の構成要素に対するコ

ンテクストでもある。（文脈という場面で説明すれば

以下のようになる。或る文（＝牌成要素）の意味はそ

れがどのような文群（＝コンデクスト）の巾に置かれ

ているかに規定される。しかし、この文俳の意味は、

その文群を発話している人の表情、しぐさｅｔｃ．との

相互関係（＝より上位のコンテクスト）の中に置かれ

ることで規定され、一方、文はその中に含まれる語

（＝より下位の構成要素）の意味を規定する。）

社会はコンテクストの単純な階層構造としてとらえ

られるものではない。おそらく、社会に成立している

＝想定されるコンテクストの階層関係は複雑にねじれ

合っているだろう。しかし、ひとまずコンテクストの

階層性ということを手掛かりにして、社会に起こる出

来事のコンテクストを「上下」にも開いていく可能性

を探ること。それは「社会臨床」ということの一つの

有力なイメージを与えるのではないか。

いや、こりゃ余計なお世話ですね、つい訓子に乗り

すぎたようで…。

（日本社会臨床学会編１９９５「社会臨床シリーズ
４人間・臨床・社会」影書房）

● ｌ ｊ ， 叩 ’ ・ Ｊ ’ - ， - 雫 ． ’ 『
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列車の同じ窓から景色をながめていた武田さんと奥

さん。しかし同じ窓から眺めてはいても必ずしも同じ

ものを見ていた訳ではない二人。このありようはｒセ

イレーンの誘惑」の基調低音であるく現実の不可解

性〉という事柄にまっすぐに繋っているように思われ

ます。現実はけっして一様の現れとしてすべての人の

前にあるのではないということ。一口で言ってしまえ

は、そういうことの核心がこのエピソードに凝縮され

ているのです。

この冒頭のエピソードに引き続いて、武田さんは次

のような場面を沓き留めています。「「私か子どものこ

ろ、鷺なんかいたかなあ。おぼえているのはね、この

あたりの水田がいちめんの蓮華畑になったこと」小

学校五年生までを明石の西の大久保ですごした妻は、

なにかというと蓮華畑のことをいう」。対する武田さ

ん自身は、田植えのすんだばかりの水田のあいだに見

える麦畑から、高校生のころに見た小津安二郎監督の

「麦秋」を想い起こしているといった具合なのでした。
要するに、長年にわたって、ともに生活してきた夫

婦が、同じ時間、同じ空間に身を置き、同じ方向に視

線を向けていながらそれぞれ異なったものを見る、そ

して同じことがらを話題にしていても別々に昔のこと

を想い返しているという状態がここに描き出されてい

ます。ここで注意しておきたいのは、これを「すれ違
い」の現れなどと言ってしまったなら、私たちはおそ

らく大切なものを見失うことになるはすだということ

で す 。 。

「Ｉ修羅」の章に武田さんは、自身の「ディンジ

ヤラス」という文章を引用しています。

その一節にこうあります。

小関和弘（和光大学）

，ｊ彊匯・ヽ Ｊ❼｜ｒ．・！ｂ●・、゙ 、ｊ謳・ヽ 。、１１１１ｒ一` ！・-゙ ・、。、ｊ鐙ｒ、ごーＩ；
＜「映画と本」で考える＞

『セイレーンの誘惑』（武田秀夫著）を読んで

夏目漱石と宮沢賢治という、ニ人の文学者の文体や

拘っている文学形象の共通性を指摘しつつ、それぞれ
の文学者の作品への鋭い読みを示した本書は、すぐれ

た漱石論であり、賢治論であると言えます。しかし僕

には、何よりもこの本は、この日本この現代に生きる

私たちが見落としている物事のあらわれに関する論だ

と思われてなりません。

そうした全体についての感想はさて置くとして、ま

ず、序章と言うべき「Ｏ魔の鳥」の書き出しか印象

的です。そして、この印象はこの本全体を読み終えた

ときに一層強まる類のものと言えます。「西明石から

姫路へむかう列車の窓から梅両空をながめていた」武

田さんは、田んぼに「つくねんと立つ」白鷺を見つけ

ます。そして、鷺を見たかと向かいの席に座った奥さ

んに尋ねるのでした。しかし奥さんは「え、鷺カｔいた

の」と言って「ふりかえるように」したというのです。

「セイレーンの誘惑」という表題をみて、小説めい
たものを想定していたならは、この書き出しもそれほ

ど驚くべきものということにはならないでしょう。し

かしこの本には、れっきとした「漱石と賢治」という

副題が付けられているのです。「これは研究書ではな
い。論でもない。」という「あとがき」の武田さんの

言葉を無視する訳ではありませんが、この副題はやは

り評論か研究書を予想させるものと言えそうです。
「Ｏ魔の鳥」の書き出しはそれを積極的に裏切って
いるのです。でも、それだけなら、これもことさら取

り上げる程のことではないかも知れません。しかし僕

の考えでは、この冒頭のエピソードはこの本の中味と

深くかかわり合っている、大切なものということにな

ります。
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‥・子どもたちのさりげない動作や言葉の底

に、なんと思いがけないものが潜んでいること

か。高を括った大人の目が、ちっぼけな氷塊にす

ぎないとぼんやり見ているものの下に、子どもた

ちは思いがけないものを潜めている。そうなって

みると、子どもというものがたいへん魅惑的にみ

えてくると同時に、なんだか怖くてしかたなくな

りました。（中略）いま思えは、それは、子ども

がというより、人間かそういう存在なのだと考え

るべきところだったのでしょう。‥・

ここには「思いがけないもの」を内に秘めた存在と

しての子ども、そして人間という、武田さんの人間把

握の基層がはっきりと書きっけられています。ちょっ

と飛躍した言い方になりますがこの把握の仕方は、理

性に統御された人間といった近代主義的な人間観とは
ひと昧もふた昧も異なったものだ、と言ってよいと思

います。この観点に立って考えてみるならば、たとえ

親子であれ、兄弟姉妹であれ、また長年連れ添った夫

婦であっても、お互いの心の奥に潜む「思いがけない

もの」を汲み尽くすことはできない。そして自分自身

でさえ、理性で把握し尽くすことの出来ない「思いか

けないもの」を内に秘めた存在であるということにな

るはずです。この観点は、異文化や他者の理解という

ことを安易に口にし、人間を計測可能、了解可能、は

ては統御可能な存在とみなして疑うことの少ない、現

代の文化に対する鋭い批評であると僕は考えます。
上述のような武田さんの考えは、人間はついに相手

のこと、或いは自分のことを理解できないのだ、とい

うニヒリスティックな人間観の表明なのでしようか。
たぶん、そうではありません。暗い見方と言えは言え

なくもない観点でしょうけれど、むしろこれこそが人

間存在の原点だということなのだと思います。そして

その原点に立つもの同士として、人と人とは向き合う

ものなのだということの確認がここにあるはずです。

そうした足場の上に、この本は書かれています。そし

てそのスタンスのとり方に僕は基本的に共鳴します。

たとえば武田さんは、最近の賢治ブームに関して、

「賢治ブームのかなりの部分を占める、あまりに明る
い読まれ方になじむことかできない」と書き記してい

ます。賢治ファンの一人である僕からみても、この武

田さんの言葉はかなり当たっているように思えます。

ただ、あわてて付け加えておくならば、最近の宮沢賢

治研究の流れの中には、賢治の〈修羅陛〉に注目した

り、賢治の宗教性と性との関連についての言及など、

賢治作品を善良に明るく読むだけではない方向もかな

り明瞭に示されて来てはいます。しかしおおよそのあ

りようとしては、賢治を立派な人物と捉え、その前提

にのっかって作品を鑑賞する傾向がまだまだ強いよう

に思えます。後者の、いわば明るい読み方の背後に

は、人間に対する楽観的な、つまり計測可能、了解可

能なモノとして人間を把握する、「善良な」考え方が

横たわっているのではないかと、僕は推測していま

す。こんな風に言うと、ではお前は人と人とは分かり

合えないと言うのか、分かり合えなくてもいいと言う
のか、といった反論を投げつけられそうです。念のた

めに言えば、僕は、人と人とか分かり合わなくていい

などと言おうとしている訳ではありません。前提とし

て、全的に分かり合うことはありえないということが

あり、だからこそ、分かろうとするのだという風に考

えているのです。

僕白身のことはさておくとして、武田さんの上に述
べたような人間観は、宮沢賢治の童話「貝の火」で川

に落ちて兎のホモイに助けられた雲雀の子に「（名を

失った）ものそのものの不気味さ」を見出すことを通

して、モノと名辞との関係、私たちの〈世界理解〉の

あり方へと展開し（「宿病」）、さらに「この明かなは

ずの現実がその底に不気味なもの、あるいは変容の契

機をかかえこんでいる」（「異界」）という世界観へと

広がってゆくものです。そしてこうした世界観を武田

さんは否定的には捉えていません。むしろ、そういっ

誦 ｉ ； ｓ ¶ Ｐ ’ ・ Ｊ ’ ７ ： ｀ ● ， Ｊ ａ ｌ ｀ 甲 ． ’ １ ７ ： ｀ ● ， - 甲 ・ ’ ｊ ・
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た「変容の消息」に敏感でありつつ、その不気昧なもように、死と隣り合わせの剣呑さと、エロティシズム

のを抱え込んだ現実に、「おびえつついやおうなく牽に身をゆだねる快さをふたつながら身内に抱え込みつ

きよせられ」、「心底にひそむ〈宿無小僧〉」を抱え込つ、深みへの志向を失わないことを提起しているよう

んだ夏目漱石への共感の中に、武田さんの生命観や世に思われます。深みへ誘われる自らの内なる危うさ

界 観 は 示 さ れ て い る の で す 。 と 、 深 み を 見 つ め る 透 徹 し た 梢 神 の 位 置 を 確 保 す る こ

武田さんは、こういった世界観を漱石だけのものとと、そうした〈生〉のありように関わらせて、武田さ

するのでなく、「蜘蛛となめくぢと狸」や「土神ときんはこの本を「セイレーンの誘惑」と名付けているの
つね」のような残酷な要素を前面に出した童話を書きです。

綴った賢治の中にも見出しています。武田さんのこうところで、一言付け加えておくと、武田さんは、漱
いった捉え方は、単に賢治を明るく読むファンヘのカ石と賢治という取り合わせが奇妙に映るのではない

ウンター・パンチというだけではありませんし、賢治か、と心配しておられますが、それは謙遜でないなら

を理解し把握するための外在批評的な言葉でもありまば、たぷん杞憂だと思います。賢治研究の先導者のー

せ ん 。 人 で あ る 栗 原 敦 さ ん は 、 Ｗ ・ オ ス ト ワ ル ド な ど を 例

武田さんは、自分の「非戦」の立場について述べたに、漱石と賢治の物の考え方の成り立ちに「思いがけ

部分で、その根拠を「自分自身の内に潜む暴力性・破ぬ接点」が存在した可能性を指摘し、にの日本の近

壊衝動といった暗い力に対する恐怖」に求める、と言代の文明のあり方に根本的な疑問を投げかけるとい

明していますが、このような自己剔挾の鋭さにの行う、両者に共通する徹底的な態度」に言及しています

論を読みながら、僕はそうした自己の暴力性に無自覚（「夏目漱石」・・「国文学（特集、宮沢賢治）」１９９２年

としか思えない「平和主義者」の顔をいくっか思い出９月号）。しかしなお、栗原さんも言うように、賢治の

していました）と桔抗する位置に、前述の漱石理解や側の資料が乏しいこともあって、漱石と賢治との思想

賢治への読みが据えられているのです。そしてこう史的なつながりについては、まだまだこれからの課題
いった発言はさらに「このクニの土俗に潜むニヒリズというべき状態なのです。

ム、そこから発するアモーラルな暴力」を凝視する視二人の文学者における〈笑い〉の要素を、武田さん

線へと繋って行きます。漱石を、賢治を、縦横に読みがどう考えるかという点など、是非言及して欲しかっ

解きながら、武田さんの視野は、自分自身の内部からたこともありはしますが、僕は全体として、この本は

この「クニ」の土俗へまで広げられ、重層化されてい十二分に漱石と賢治のつながりについて考え、そして

るのです。こうした筆者の精神の構えを見るとき、こ二人を生んだ日本の近代について考えるための先駆け

の本を単なる漱石論、賢治論の範啼で捉えることの誤になっていると思います。しかしそれ以上にこの本

り は 明 ら か だ と 思 い ま す 。 は 、 上 に 述 べ て き た と お り 、 二 人 の 文 学 者 に 向 け る 視

現代の私たちが、生活の華美や表面的な繁栄につい線の貿とその広がりにおいて、現代に生きる私たちの
つい踊ってしまっているなかでこの本は、もっと深み人間観に対する批評であり、私たちが自らの心の奥に
へ、自らの傀の深みへ、「水の底に髪をといて死体の潜むものにどれだけ敏感でいられるかと問いかける、

ように横たわる美しい女をしきりに夢想した漱石」のラディカルな思想の書であると僕は思っています。

ｌ謳・・，。ｊｌｌｌｌ’。¶！，-●。゛，Ｊ纒題ヽご・１１１ｒ．。●-。゛，。輿｜謳ヽご４冒ノ
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＜「映画と本」で考える＞
自 ら 間 う “ 科 学 者 ・ 技 術 者 の 社 会 的 責 任 ”
『ＢｅｄｅｒＰｒｏｉｅｃｔのまとめ』を読んで考えること

田中良（横浜市役所）

Ａ４版１６０ページに及ぶこの冊子陥ｅｄｅｒＰｒｏｉｅｃｔ

のまとめ」は、東京都立大学国際共同研究費によって

招かれたオーストラリア・ウロンゴン大学の女匪研究

者、シヤロン・ビーダーさん（科学技術学）と日本の

科学者・技術者との討論記録である。

このプロジェクトの発端は、都立大学で土質工学を

教える湯浅欽史氏が、友人の物理学者・赤房五郎氏の

紹介で、ビーダーさんの論文“ＴｈｅＦａｌｌｉｂｌｅＥＴｌｇｉｎｅｅｒ”

（「ニュー・サイエンティスト」誌、１９９１年１１月

号）を読んだことに始まる。この論文は、オーストラ

リアで起こった鉄道盛土崩壊事故の刑事責任を設計技

術者傷竃われた例をとおして、技術者の社会的責任に

ついて論じたものである。湯浅氏はこの論文を翻訳

し、現代技術史研究会などに所属する技術者グループ

に討論を呼ひ掛けた。その様子は同研究会会誌にまと

められている。ｍ

さて「ＢｅｄｅｒＰｒｏ」ｅｃｔ」の中心をなすのは、９４年７

月２２日のビーダーさんの来日から２週間ちかくにか

けて行われた、ひとつの講演会（於、東京大学物性研

究所）とふたつのシンポジウム（於、都立大学および

京都大学原子炉実験所）、それにふたつのフィールド

ワーク（「足尾鉱毒事件ツアー」と「長良川河口堰ツ

アー」）であるが、以上のように、その２～３年前か

らのいわば下地があった。またこの企画力９十画された

時点からビーダーさんの来日までの約半年の間、湯浅

氏からプロジェクト参加者にニュースレターが随時発

行された。そこでの議論は多方面にわたったホットな

ものであり、それらについても、この「まとめ」には

載せられている。

この冊子で議論されているテーマを一言でいえば、

「科学技術者の社会的責任ｊということになろう。し

かし、この冊子の内容を紹介することは、なかなか難

しい。それは、そこでされている議論が「高度」であ

るからでは全くない。むしろ極めて「普段着の議論」

だからである。つまり「他人事の一般論」ではなく、

どういうわけか孚｝学技術を職業としてしまった生身の

人間としての自分自身への問い掛けを続けるような感

じでの議論がなされているからである。都立大学で行

われたシンポジウムで司会を務めた赤滓氏の言葉を借

りれば、（科学技術は）一人称で語り合うというブロ
セスを経て、三人称の議論に進んでいくということが

大切なのではないか、ということであろう。

ここで私自身についても、この文章を「書評」とい

うような第三者的立場で書くことはやめねばなるま
い。実は私もこのプロジェクトに参加したひとりであ

るからだ。そこで、私が関わった議論のひとつを紹介

する。それは、このプロジェクトに女畦の参加者が極

めて少ないことに対する山口幸夫氏（科学技術学）の

批判に端を発している。これを受けて私は、「たとえ

ば工学部の定員を男女同数にする（女子の合格者と同

数しか男子を合格させないとする）と、技術者の供給

量はかなり減るが、それによって産業は健全な姿にな

るのではないか。そのとき原子力産業は存続できるだ

ろうか」と書いた。これについては赤渾氏より「科学

技術はそれに携わる人を変えてしまう。性比の問題で
はない」といった批判をいただいた。その批判に対

し、そのとき私は反論できなかった。しかし、いまこ

の冊子を読み直すと、たとえば脱原発を直接議論する
こと以上に、様々な社会制度の実験的変革が必要なの

ではないかと思えてくる。原発批判は技術論的にも十

❼１：ｓ¶！Ｐ一Ｊ７：｀●Ｊｌｉ纒ｉ：ｓ雫一ｒ？：●，．ｊｉ，・１：１，甲一Ｊ
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分可能であろうが、それ以上にこの国に民主主義をも発を行っている企業の申謂書の文章から、その薬の危

う少し根付かせるような努力も必要ではなかろうか。険性を見付け出すのは、カンニングの摘発４ｒ試みる答

実は私は、このプロジェクトの参加者（登録者）名簿案用紙の点検のようだ、という指摘には考えさせられ

を見て男女比以上に気になったのは、民間企業の技術る。

者が少ないことであった。大学や公的機１３４１の研究者が木村龍男氏（石１；１：地球化学）は、７３１部隊の残像を

多いのである。これは、民間企業の技術者が企業外で引きづる予防衛生研究所（予研）について、その新宿
自由に発言することカｆｌ、ゝかに困難であるかということ区戸山への移転問題を通しての詳しい報告を行ってい

を示している。原発技術者が、こどもの保育園の送迎る。

を理由に定時退社するようなら、やはり原発社会は成河宮信郎氏（資源物理学）は、様々な公共工事を支

り立たないだろう。もちろん、この技術者の性別はどえている国公債の残高が９４年度で３９５兆円に達して

う で も 良 い 。 い る こ と を 指 摘 し 、 ｌ 巨 大 工 事 の 暴 走 は 環 境 破 壊 だ け で

さて、この冊子には一方で「技術の現場」もふんだなく財ｉ！ｉｌ破綻をも引き起こしつつあることを警告して

んに載せられている。たとえば自治体のニ１ニ木職員であいる。

る柴田英-氏は、事故には至らないまでもヒヤリとさ都立大シンボジウムでのビーダーさんの報告は、

せられた事例というのを何例も紹介していている。同オーストラリア技術者協会が定めている“（：；ｏｄｅｓｏｆ

じく平山義貴氏は「「談合」が事故を防いでいる」とＥ；ｔｈｉｃｓ”哨ｌ理綱領）についてである。これは、技術者
いう一文を寄せているが、これなども現場を知っていは自己の専門を生かして社会的責任を果たさなければ

る者こその発言であろう。技術の現場とは少し異なるならない、という道義基準であるが、屈主や顧客の利

が、高校教員の福島肇氏（物理教育）は、科学・技術益と公衆の利益カ樹立した場合どうするか、また環境

の社会的役割を考える授業（ＳＴＳ教育）の実践例にに対する技術者の責任はどう考えるのか、といった問
ついて報告している。ちなみにビーダーさんの専門の題提起がなされている。これを受けた討論で篠原睦治

ひとつは「ＳＴＳ教育」であり、東大で行われた講演氏（臨床心理学）は、知能テストを例にあげて、技術

会のテーマもこれであった。それから１年たち、わがの善用・悪用といったこと以前に「悪でしかない技

国は「オウム事件」で揺れている。若い多くの理工系術」の存在を指摘している。前に予研報告を行った木
出：！Ｓｒ者がなぜ．ｊＪとしの技術に夢中になったのかを考え村氏は、移転を予研内部から批判し続けている研究

ると、（１３。ｄｅｌ・Ｉ）ｒｏｊｅｃｔ」をそのときだけのイベントに者・新井秀雄氏を紹介した。新井氏は、キリスト者と

終わらせてはいけないという思いにかられる。して、人を殺してはいけないということと同時に、一

ここで、私が出席した都立大シンポでの議論に関すつのものを殺すことによって生かされる多数の生命と

る 記 述 を い くつ か 紹 介 す る 。 ｌ ま い っ た い イ 可 か 、 と 問 い つ つ 、 １ １ １ 分 が 納 得 し た こ と は

吉村功氏は、統計学の専門家として薬事審議会の調ひとりでもやるしかない、と述べている。ところで後

査チームに関わった経験から、副作用の強い薬が出日開かれた京大原子炉実験所におけるシンポでは小出

回って多数の被害者が出てしまう事情について書いて裕章氏（原子核工学）が、（「倫理綱領」をつくった
いる。例えばソリブジンの添付文書から特定の薬とのオーストラリア技術者協会のような）技術者の職能組

併用を禁忌とさせた警告を読み取るのは、毎日を研ぎ織がしっかりしなけれぱならないというビーダーさん
澄まされた感覚で仕事をしている医者でないと無理での主張ｌこモ賛成しつつも、日本においては技術者が属す

はないか、という指摘や、多額の費用をかけて新薬開る労働ｊｌｌ１合がしっかりしなければならない、と述べて

凋｜｜ＩＩ゙ -゙ｓ１１１圖ｒ・．¶１１１●●，１§蓼’゙ ９．１１❼１゙ 。゙ｓｑＩＩｒ・．４１！！ｉ-●｜，１§聊’゙ ．．月｜｜薗゙ ・・。ｓ！１１圖ｒ・．４
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い る 。 が る の だ ろ う か 、 と 間 う 井 野 博 満 氏 （ 金 属 物 理 ） は

この討論の後半は、高木仁三郎氏（核化学）の発言「理想をもって生きる若い世代へ」という文を寄せて

が議論の核となる。高木氏の問題提起は、企業・大学いる。

という組織から飛ひ出して市民組織の中で運動していこのようにベトナム反戦や大学闘争での問い掛け

る自己の生き方に対比して、大学などで研究を続けてを、科学者・技術者としてのその後の仕事や生き方に

いる人たちの考え方を聞きたいというものだった。公までつなげている、こうした人たちの発言には重さを

的研究機関の研究者である松崎早苗氏（化学）、木村感じると同時に、こうした議論に接する機会を与えて

氏はそれぞれ、組織の中で自分なりの行動規範を定めくれたのが「紛無派」の私と同年齢であっても外国人

る必要性や、自分の研究を市民に還元できる可能性に女性・ビーダーさんであったことに少し複雑な思いも
ついて言及している。なお松崎氏はｒ女性の立場からある。しかし、自己の生き方を問い直す良い機会を、

の科学批判」という報告のなかで、「化学者は、有害この冊子を含めでＢｅｄｅｒＰｒｏ．ｉｅｃｔ”は与えてくれた、

な化学物質を閉じこめる責任がある」と書いている。と思っている。

高木氏の問題提起に対する議論は、一連のシンポジウ

ム終了後に書かれた感想文にも続く。物理の研究が楽注

しいとしても、それだけで良いのか、と問う赤渾氏（１）「技術史研究ＦＪ０．６７」（１９９２．６）現代技術史研究会

や、大学闘争、三里塚、ベトナム戦争などをきっかけ

に研究を捨て、いまは生活者としての自分を大切にし※この冊子についての問い合わせは、東京都立大学工

ているように思われる山口氏などは、大学闘争からの学部土木工学科・湯浅欽史氏まで（ＦＡＸ０４２

２５年間の生き方を振り返っている。そして、こう６-７７-２７７２）

いった問題意識とビーダーさんの“Ｅｔｈｉｃｓ”とはつな

臨 ： 曳 ， 叩 ” １ ？ ： Ｉ ’ ● ． Ｊ ， 甲 ’ １ - ， Ｊ ｋ 甲 ‘ Ｊ
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＜「映画と本」で考える＞
『障害児教育のパラダイム転換

マルクスは現代的意義を保っている

統合教育への理論研究』を読みつつ考える（３）

林 延 哉

きる。外部の自然に目的的・感性的に働きかけること

によって、人間は、自らの本質諸力を対象化し、定着

せしめることができる。この「普遍的生産」によって、

自然を人間化し、自らの非有機的身体とする。そうし

た実践によって、人間は自己を類的存在として確証す

る。」（２００）のだとする。「こうしてｒ人間化され

た自然」は、人間にとっての環境となり、逆に人間主

体を規定する。‥・この人間と自然の弁証法的関係
こそが歴史成立の根拠である。すなわち、どの世代も

先行する世代から贈られた「歴史化された自然」から

出発し、労働によってますます自然を人間化し、自己

自身を豊かに展開することができる‥・人間の本質

は「社会的諸関係の総和」である。‥・「たんに五

感だけでなく、いわゆる精神的諸感覚、実践的諸感覚

（意志、愛など）、一言でいえは、人間的感覚、諸感覚

の人間性は、感党の対象の現存によって、人間化され

た自然によって、はじめて生成するからである。五感

の形成はいままでの全世界史のひとつの労作であ

る」‥・人間は同世代や異世代の人びととの共同性

においてのみ人間でありうるのであり、共同主観的世

界と自己意識は社会的人間にとってのみ現存する。」

（２００-２０１）のである。

共同性の根拠は、共に関係の内にある事であり、

「障害者」と「健常者」が共に在る事が、次の世代へ

の「自然環境」を生み出し、次の世代はその「自然環

境」において共同主観的世界を確立していく。そのた

めには、まず何処かで、「障害者」と「健常者」が共

に在るという現実を作り出さなければならない。即

ち、「障害者が人間的諸力を獲得し、自らの世界を豊

穣化し、他者とのより豊かな関係をつくり出していく

７５

「「隔離から共生へ」という障害者問題認識のパラダ

イム変換」は、「「共に生きる」という原理を根底に据

えて社会そのものを変革していこうとする努力」であ

り、「今日の社会における疎外状況を乗り越えて、人

間の共同性を実現しうる関係を構築することが求めら

れている」『１９８-１９９頁、以下括弧内はｒ障害

児教育のパラダイム転換一統合教育への理論研究』の

頁を示す）という堀さんが、「人間の共同性を実現し

うるような社会関係の原理的な視座を探求」（１９９）

するために取り上げるのが、初期マルクスの人間論で
ある。
マルクスは、人間存在の基底的な根拠として、人間

の「自然存在」をあげる。「人間もまた自然の一部で

あり、外部の自然との関係においてしか存在すること

はできない。外部の自然から制約を受けつつ、外部の

自然に対して活動的に働きかけていくという様態にお
いてのみ存在しうるのである。この人間の生物的自然

性こそが、人間存在のその他の規定の根拠となり土台

となる」（１９９）とマルクスは言う。では、「人間を

動物から区別する本質的な性格は何か」とマルクスに

問うと、彼は、「生活活動の様式の内には、̶種族の

全吐格が、その類的性格が横たわっている。そして、

自由な意識的活動が人間の類的性格である‥・動物
はただ自分自身を生産するだけであるが、他方に、人

間は全自然を再生産する」（１９９）と答えるのだ。そ

して、「人間は自己の生命活動を含めた全自然を意識

する。それゆえ、自己自身に対しても、外部の自然に

対しても制約をうけつつも自由に立ち向かうことがで

，４１１❼・ヽＪＩＩｒｊ．！ｌ・-１聊゛・，．，；❼ｌヽＪ菌．．●-●．ｗ・，．層羅・ヽご，❼ｒ．．‘
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ことができるような諸条件の創出は、障害者問題に対生きる人間が疎外されつづけているということ、その

するとりくみとして第一に必要なことである。そしことが障害者問題の基底」（２０５）だとも。それゆ
て、このような諸条件の創出において決定的に重要なえに、「障害者問題の解決は、人間疎外の克服の過程

ことは、居住や労働や教育などのノーマルな場においとして追求されなければならない」（２０５）。現代に

て、障害者が他者との関係の中で生きるということなおけるノーマライゼーションの思想は、「疎外の中で

のである。」（２０１）ということなのだ。あえぐ人間の共生への希求の一つの表現」なのだ、と
マルクスは、労働過程における疎外について論じ堀さんは考える（２０５）。

る。「労働が、ある欲求の満足ではなく、労働以外の僕の世代というのは、多分、マルクスという人に、
ところで諸欲求を満足させるための手段であるにすぎ格別の思い入れのない世代である（と思う）。学生運

ない」（２０２）ような「疎外された労働は人間から、動が盛んであった頃に大学生であっ７ｔニ人達には、マル

（１）自然を疎外し、（２）自己自身を、人間に特有なクスという名は、何かしらの個人的感興をも呼び起こ

活動的機能を、疎外することによって、それは人間かすのではないかと勝手に思っているのだが、僕は、そ

ら類を疎外する」（２０２）という。そして、「類生活の人達よりもかなり後になって大学で過ごしている

と個人生活を疎外（互いに疎遠なものに）し、抽象のし、不勉強もあってマルクスという人のことをよく知

なかにある個人生活を、同様に抽象化され疎外されたらない。ここ数年来の東側諸国の崩壊の中で、マルク

かたちでの類生活の目的とならせる」という。ス主義は終焉を迎えた、西側の資本主義、自由経済こ

堀さんは、「労働の保障は障害者問題に対する重要そが正しかったのだ、といった宣伝ばかりがなされる

なとりくみだと考えられてきた。障害者を労働現場に中で、マルクスという人伝時代遅れの過去の人、と

適応させるための努力が行われてきた。しかし、労働いう印象さえ受けるようになってしまっていた。

そのものの疎外の問題を踏まえるならは、障害者の労しかし、この第２部第８章で語られているマルクス

働権の保障は、労働の質そのものの変革と結合して追は、十分に現代的意義を持つ哲学者であるように思わ

求されなければ、その本質的な意味を喪失することにれる。ここで引用されているマルクスの言葉には、納

ならざるをえない。なぜなら、疎外された労働のもと得できる部分が多大に在る。人間の共同存在性を、人

では、労働者の人間的諸力が労働力商品としての質的間存在の基底として考える考え方も共感できる。僕

規定畦としてのみ扱われ、そうした価値基準によってが、社会主義諸国のイメージを通して思い込まされて

のみ評価されるのであり、そのような巾で、障客者にいたマルクス主義とは随分違うじゃないか、と思わさ

対する差別も根拠を持つからである。ｊ（２０３）と語せる。けれども、では何故、人間は、その存在の本質

る。「障害者は周囲の人ひととの共同性においてのみであるような共同性を、個人の生存や発達の手段に転

人間であり、人間として育ちうる」にも関わらず、「疎化させてしまったのか。それが、疎外された労働に起

外のもとでは、人間の根源的共同性は物象化され、個因するのであれば、何故、人間はそのような労働形態

人的な生存・発達のための手段に転化してｊ（２０５）を生み出してしまったのか。マルクスは、その膨大な

し ま っ て い る の で あ る 。 著 作 の 中 で 、 そ の こ と に つ い て 答 え を 与 え て い る の だ

堀さんは、現代は、効果や効率が最優先されて、労ろう。僕は、不勉強故にそのことを知らないのであ

働や学習そのものの充実は問題にされないと言う（２る。この章でも、それを説明するのが目的ではないの
０５）。そうした、「労働や学習の人間存在にとってので当然、そのことについては詳しく語られていない。

本質的な意味」が見失われている現代、その「現代に何かの必然によって、人間は、Ｆ国民経済学」的経済
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システムを生み出し、現代の経済システムを作り出し家、東側諸国の、その誕生と崩壊の軌跡を丹念に辿っ

てきたのだろう。それが、僕達から、自分達の本源的ておく必要があるだろうと思う。それらの国々も、人

な共同性を奪い去っていて、協力し合うという事も、間の共同性に基づく社会システムを構築しようと試み

個人が生き延びるためのやむを得ない手段、といったたのだとは、思うからである。何が今を招いたのか、

程度のものへと退落させているのだとして、何故、僕

達は、僕達の先祖は、そのような経済システムを作り

上げてきてしまったのだろうか。

少なくとも、「誤った道」を歩んでしまった、とい

うようなことではないだろうと思う。この道も、人間
が存在していくための可能な形態のひとつなのだろ

う。ある時代の何かが、今の時代の今の形態を生み出

す前提となっている事は間違いない。その時代のその

何かが、別の方向へと僕達を向かわせるものであった
ならは、僕達はもっと違った社会で生きているだろ

う。しかし、それでも、その、可能性としての社会か
より正しくて、現在の社会がよりまちがっているとも

言えない。いずれも可能性であり、その一形態が具現

化したにすぎないのである。

共同性が人間の本質であったとしても、それが具体

的直接的な関係として僕達の社会の中に反映されると

は限らない。個々人をハラバラのままに活かし続け

る、無人称の社会システムとして具現化することも可

能なのだ。まさに、個人の生存の手段としての共同

性。堀さん自身も後の章で紹介しているが、フランス

革命におけるスローガンの「自由・平等・友愛」の内

の「友愛」だけは、人権宣言に反映されることなく消

えていくのである。人間の共同性の具現化は、少なく

とも、自ずと実現する事ではなく、その実現を望むも

のが実現しなければならないものなのだろう。一度実

現してしまえば、それが新たなる自然環境となって、

続く世代へと継承されていくとしてもである。では、

誰がどのようにしてそれを実現するのか、そこで僕

は、「ああそうか、だからかつての人は、「革命」なん

てことを言ったのか」等と一人で勝手に合点してしま

う。でもそれならは、人間の共同性の具現化を考える
ためには、ここ数年で次々と倒れていった社会主義国

同じ轍を踏まないためにである。僕は、彼の国の事を

もっと知らなければならないのだと思わされてしまっ

た。

堀さんは、障害者の存在が人間社会において必然的

な意味を持つとして、その意味とは「障害者や病人、

老人、子どもなど相対的に「無力」な人ひとと共に生

きるということが人間の社会を共生社会に変えていく

契機たりうるということ」（２０６）なのだと説明す
る。また、「正常でまちがいがない」ものだけか選は

れた集団は、弱く滅ひゆく集団であるという、最近の

遺伝学者の見解を引きつつ、障害者の存在の正当性、

意義を主張する。この主張は、いささか「危険」な印

象を受けざるをえない。と言うのも、「障害者」が社

会・集団の維持のための手段となっているようにも受

け取れるからだ。しかし、勿論堀さんの真意はそうで

はないことは分かる。人間一人ひとりの無力性の自覚

こそが、共生社会成立の条件であり、契機であると

言っているのだ。障害者だけが「無力」なわけではな

く、我々の誰もが多かれ少なかれ無力な存在なのであ

り、「障害者」と共に在る事が、そのことに気づくた

めの契機となる場合が在るということなのだ。

中世、「障害者」は共同体の中に埋没して共に暮らし
ていた

第３部は、「障害児教育の危機」である。第三部の

主題は、「伝統的な障害児教育の理論的枠組み（特殊

教育学、障害児教育学）が危機に陥っていることを示

すことである。」（２１５）。そのために、「現代におけ
る障害児教育の支配的なパラダイムである「分離教育
パラダイム」が形成されてきた過程を分析しておく必

要があ」り、「そうした検討を踏まえて、現代日本の

値菌ヽヽ．、’４１圖ｒ．．●・●．゛、１暦・ヽ．、＝-｜；．．¶！・-●．゛、、．１鱈・ヽ．１１-ノ
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支配的な障害児教育認識である特殊教育学、障害児教えられる。また、視覚障害者も可能な仕事を担いつ

育学（発達保障論）がどのような点で危機に直面してつ、共同体の相互扶助の中で生きていたものと考えら
いるかを身体障害児教育およひ知的障害児教育についれる。障害を持つ子どもたちの多くも共同体の交わり

て 検 討 し て い く 」 （ ２ １ ８ ） と い う 。 の 中 に 埋 没 し て お り 、 特 別 な 処 遇 一 救 済 や 教 育 -

第３部の最初の章は、「第９章障害児教育の歴史の必要性は存在しなかったと見ることができる」（２

的成立）である。ここで、堀さんは、特にヨーロッパ２６-７）。即ち、「子どもをおとなから区別して一定

を中心にした「障害児教育」の成立過程を辿っていく。の筋道に沿って育てる、また、障害者を健常者から区

まず、堀さんは、「前近代の子ども観と障害児」と別して特別な医療や教育などの対象とする意識がでて

いうことで、次のように語る。「中世社会は一般に、身くる基盤そのものがなかった」（２２７）、そんな時代

分制度と自然主義的経済のもとで静止的な社会秩序をであったのだと言う。「社会的な一体感が保持され、

形成していた。こうした社会においてはどの身分に生労働による私的な生産陛よりも社会的共同生活が重視
まれるかが第一の問題であり、生まれた後はそれぞれされ」（２２５）た中世世界では、それが故か、「（年

の階層において扶養されることになった‥・そこに齢は）どうでもよいものとして感じられ、扱われてい

おいて障害の有無は決定的な要因とはなりえなかった」（２２３）のだという。それが、「中世的な共同社

た」（２２２）。そして、アリエスを引きつつ、「子ど会が近代社会に移りかわっていくなかで、人びとの子

もは日常生活に大人の手助けを£彊とする幼児の時期どもへのまなざしも徐々に変化してくる。そして一七

（７歳くらいまで一引用者挿入）をすぎるとすぐに世紀になると、子どもはおとなからはっきり区別して
おとなの共同体に入れられるのであり、中世社会はお見られ、処遇されるように」（２２７）なってくる。そ

となと子ども（乳幼児）の二分法によって成り立つ社こには、「子どもは愛すべき無垢な存在であり、おと

会であった」（２２６）のだと言う。このような中世なが保護し教育しなければならない存在なのだ（２２

世界での障害児の暮らしは、では、どのようなもので７）」という考えか存在し、「その意識を支えているの

あったのだろうか、と言うと、「まず幼児の時期におが、子どもはおとなになる過程を生きている存在なの
いては、日常生活に手助けを必凄とするのは健常児もだという子どもの見方、つまり発達的な子どもの見

同様であり、その意味で障害児が特別視されることは方」（２２７）であるというのだ。「こうした変化は社

少なかったと推察される。乳幼児の死亡率が高率で会の近代化を背景としている」（２２８）。そして、「こ

あった当時の状況において、重度の肢体不自由児や病のおとなからの子どもの分離の過程は、同時に中世的

弱児などの生存の可能陛は少なかったであろうし、軽な人間の共同性の破壊の過程でもあ」（２２８）り、

度の障害児を健常児から区別して処遇する必然性はな「中世的な共同生活の潤いというものは、この過程の

か っ た も の と 考 え ら れ る 。 中 で お と な の 社 会 か ら も 失 わ れ て い く 」 （ ２ ２ ８ ） の

七歳以上の障害児は大人の共同体の中に入れられ、だと堀さんは、中世世界の終わりを告げる。

労働や娯楽をおとなと共にした。こうした中ではおと「障害者に対する「追放・虐待・軽蔑」といった処
なの障害者の状態と子どもたちの状態と本質的な差異遇が一般的であった古代から、宗教的同情を介して障

は な か っ た 。 ‥ ・ 害 者 を 収 容 ・ 保 護 の 対 象 と し た 中 世 の 時 代 へ と 処 遇 の

聴覚障害者のみならず肢体不自由者や知的障害者に進歩が見られ」（２２０）るという伝統的な障害児教

あっても、農耕労働が可能な障害者は「特別な救済や育研究の枠組に対して、堀さんは、巾世に、人間の共

教育の需要なく生涯を埋没する』ことが多かったと考同性か直接に具現化している暮らしを見、その中で
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の、分離される必要なく（分離するという発想そのも堀さんは、この人権思想を介しての障害児教育の成

のがなく）共に暮らす「障害者」の暮らしを見ている。立という事態を、「両義的な事態」だと捉える。「権利

ここから、続く時代で中心となってくる「障害児」のとしての障害児教育の始まりは障害児にも近代社会の

分離教育への進み行きは、進歩・発展・向上といった成因としての権利を保障しようとしたという意味で積

ものではなく、社会イ材ｌｊの変化に基づく変化、ひとつ極的な意味を持っている。しかし、そのような権利保

のパラダイム転換だと言っていいのだろう。

人権とは、市民階級のための権利であった

この中世に続くルネサンス期については、堀さんは

こう語る。「‥・近代の初頭に打ち出されてきだ人

間中心の思想”は、中世の社会の中で認められていて
“超自然の力”に訴える世界解釈を人間の理性の光に

よる合理的な世界観で打ち破ろうとしたものであっ

た。それは中世的な“自然への畏敬”というものを排

除して、自然に対する人間の優位を示そうとするもの
であった。だから、中世的な自然と人間の一体性は破

られ、人間の非理性的側面というものは人間の動物的

な側面として敵意の対象となったのである。ルネサン
スを介して成立した人間中心の思想は、障害児の教育

への可能性を開くとともに障害者を健常者から分離

し、その存在を否定的にとらえる近代の心性につなが

るものを暗黙の内に含んでいたのである。」（２３１）

さて、資本の本源的蓄積の本格化（１４世紀以降）

に伴って、手工業の没落、土地を奪われた農民や僧院

の解体によって流浪貧民が増大していく。この流浪貧

民は、流入先の大都市において社会問題化していく
が、その中には、多くの障害を持つ人々も含まれてい

た。絶対ＥＥ政や都市の世俗権力は、労働能力のある貧

民と労働能力の無い貧民を区別し、ヨーロッパの救貧

施設は、後者の雑居収容所になっていったと言う（２

３１-２３２）。そして、フランス大革命。そこで成

立してくる人権思想が、教育は貧民や障害者をも含め

たすべての民衆にかかわる普遍的な問題となり、障害

児教育もその影響の下に成立してくる（２３３）ので

ある。

障は近代社会における人間の共同性からの疎外を前提
にしたものであった。‥・」（２３８）。

ここで、堀さんは、人権という概念について詳細な

検討を行なっている。この人権概念の検討は、この章

の中心をなす部分と冒えるが、ここでは、それを詳細

には紹介出来ない。是非、原典にあたっていただきた

いのだが、現代の「人権絶対主義」とでも言うべき風

潮に対して一石を投じるものとなっている。
人権は、「封建的な政治や経済のくひきからの解放

を求める市民階級の願望と運動の中から出てきたもの

である」（２３３）、このことが本質である。「人権の

成立の経済的な面での背景は、封建的な経済体制が

徐々に崩壌し、炎本主義的な生産関係が成熟してくる

過程である。この過程で農民は徐々に土地、領主への
人格的依存関係およひ共同体から解き放たれてい

く。‥・この過程は人権の観点からみれは、一方で
は近代的な権利の担い手である“自由で主体的な個

人”を“身分からの解放”を通して創出する過程だと

言える。しかし、他方では共同体と伝統および宗数的

権威によって守られていた秩序を壊すことによって、

人間を共同体から疎外し、個人に分解する過程でも

あった。人権の担い手である個人が創出されるため
に、封建的な共同性の破壊が避けられなかったのであ

る。人権の成り立ちと本性を考える上でこのことは重

要な意味を持っている。人権が人間の共同性からの疎

外を前提にして成り立つ概念だということを示してい

るからである。」（２３４）。

フランス革命に代表される市民革命は、絶対君主か

らの解放を求める市民階級の革命であった。そこで求

められたのは市民階級の要求であった。しかし、その

要求は、革命下でぱ１人間解放への普遍的な要求”だ

゛｜錯・ヽ．１朧【．．｀！・，・●．゛，，．層題ヽご畷１１ｒ．．¶ｌ，-゛・，１羅・ヽ。ｉ圖ｒ／
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とされてしまった。革命における“自由・平等”とは、民階級としてのライフスタイルが、かれらの存在を前

「それぞれの所有物を商品形態においで’自由に”運提とした場合の暮らしには適合しないのだ。そう分か

用・処分する権利およひ相互に商品所有者として等価ると、僕が普段感じている人権概念の日常からの乖

交換の法則に従っで平等に”交換しあう権利」のこ離、というか、「お題目性」も理解できる。「障害者」

とである。人椛とは、商品を所持し、それを他の商品に関係する事に限らず、広く「個人」と「共同」、「個

を持つものと競争しながら売り買いし、自らの利益を別」と「共生」とでも言っていいような対立項が存在

追求しあう、そのような市民階級にとっての権利であしてしまうような事態が僕達の暮らしにはしばしば発

り、彼らのそうした暮し振りを守るために彼ら自身が生し、そうした事態が起きた時に、人権という概念

主張したものなのだったのだ。そんな人権概念であるは、往々にして持ち出されるが、そのことによって対

から、現実には、次のような問題点を生み出してい立が解消する事は、無い事が多い。それは、人権が

る。その一つめは、「人権は現実の社会的不平等を前「個人」「個別」の側の援軍だったからなのだ。言い換

提としで方の前での平等”を規定するものだ」（２えれば、人権ということを大切に考えていくと、自ず

３５）ということである。これは、端的には、「富のと人々は、個々人がぱらぱらに生きる世界へと向かっ

所有に関する不平等は資本主義社会において人権侵害ていく、ということである。

とされたことは一度もない」（２３６）ということに

表われている。二つめは、「人権が“一元的な近代的「時間」という概念

価値”を志向するものであり、多様な価値のあり方を

認めるものではない」（２３６）ということである。そさて、流浪貧民の増大は、社会問題となり、かれら

して、三つめとしては「人権ぱ自由で平等な個人”の内の労働可能な貧民を、再度労働力としていく事に

の権利としてとらえられており、人間の共同性は捨象力が注がれる事になる。流浪貧民を、働けるものと働

されている」（２３７）ということである。そして堀けないものとに分けるのである。

さんは、「人権が人間の共同体からの疎外を前提とし一方、弱年労働者の労働内容は苛酷を極め、児童保

て成り立つ概念である事は明確」（２３７）であり、護の動きが出始める。その背景には、一定の知識や技

「人権保障を徹底するだけでは、人と人とが切り裂か術を持った労働者への需要の高まりの中、教育の必要

れている現在の状況を克服することは出来ない」（２性が人々によって感じられるようになったことと、労

３ ７ ） と 結 論 す る 。 働 者 の 側 も 自 己 の 権 利 と し て 、 教 育 を 受 け る 権 利 を 主

個人の自由意志や自己決定、ということを中心に据張し始めた事による。

える人権概念が、「障害者」、それも比較的「重い」「知こうして、将来の労働力として、子どもが流浪貧民

的障害」を持つような人との、あるいは「重症心身障や大人から分離され、教育の対象とされていくのであ

害」と呼ばれるような障害を持つ人との日常的な関係る。「近代的な義務教育制度は、教育による子どもの

の中において、意味を失ってしまうという経験は、そ貧困化の予防と将来の労働力の形成、すなわち労働力

うした関係を持つ人であるならば、多かれ少なかれ感商品形成の制度的保障として始まった。そこでは教育
じたことがあるのではないだろうか。それは、かれらを受けた子どもたちは将来、労働によって社会に貢献

やかれらと僕達との関係といったものが、個々人の自するとともに、貧困状態に陥ることを免れ、救貧費が

由で平等な競争を保障するという人権概念の範啼では抑制される。結果として、社会にとって大きなプラス

ないからなのである。人権概念が押し付けてくる、市になると考えられたのである。近代学校教育としての

誦ｉ；１・叩。ｒｊ’１・｀●２ｉ錨ｉ：４駈甲。゛ｒｒ●，２ｉａｉ：-甲ｊ°
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障害児教育もこの文脈の中から始まっている。すなわ特定個々人に依拠する技術によって成立するような労
ち社会に対して負担をかけるだけの障害者を教育に働ではなく、誰もが可能な労働でなけれはならなかっ

よって有用な存在に形成しようとしたのである」（２たし、内容的にも、どの「時間」をとっても同じ内容

４ ２ ） 。 の 労 働 を し て い る 、 と い っ た 労 働 で な け れ ば な ら な

このことから、視覚障害者、聴覚障害者のための分かったろう。要するに工場での単純作業に従事した

離教育が行われるようになる。一方、知的障害児や肢り、炭坑で石炭を掘り続けたりという労働であり、季

体不自由児に関しては、軽度のものは健常児と共に学節や気候に依存しながら作物を生産するというような
んでおり、重度の者は労働力とならないために、教育労働ではないという事である。大都市に流入してくる

の対象とはされなかった。「‥・重度の肢体不自由労働者や浮浪貧民という事態を生み出したと同じ過程

者・知的障害者の教育の成立には人権思想の発展が不が、均質で、加算・分割可能な、平板でのっぺりとし

可欠‥・」（２４２）だったのだという。た時間という、現在の僕達が身につけている時間概念

堀さんは、近代教育における確信として、「人間社を生み出したのだろう。

会の無限の進歩」と「個体の発達可能賤への信頼ｊを「時間の収奪ないし時間の資本化が近代の教育を特

あげる。これは、フーコーが１８世紀の二大「発見」傲づけている。近代敦育は個人の生存の時間を管理
と呼んだものである。この発見は同じパラダイム変換し、時間の継起に即して効用を引き出してくるシステ

に依存している。そのパラダイムー“進歩のパラダムとしてとらえることができる」（２４６）と堀さん

イム”（２４４）-における鍵概念は、“時間 ”であは言う。

る。「均質的で加算・分割が自由に行える空間化され

た時間」（２４５）によって、生産性や効率が問題に近代の障害児教育は、障害児を否定しつつ教育する

出来るようになるのだ。
“時間”といえども、それは、言ってみれは「人間“時間”についてみた堀さんは、次いでルソーの“子

の本質」からの疎外態なのであろう。何らかの関係諸どもの発見”についても検討していく。ルソーの思想

形態が、時間となって成立したのであろう。［近代的は、「「子どもの人権」の擁護がおとなによる子どもの

な時ｇｔァうｉ発明されるまで、時間は量的なものよりもむ徹底的な管理によってこそ行われうる」（２４９）と

しろ質的なものと感じられていた」（２４５）という。いうパラドキシカルな思想であり、「子どもの隔離」

ではなぜ、時間は「質的」なものから「量的」なものという発想を明らかに含んでいる（２５１）もので
へ変質していったのか。言い換えれは、時計は何故、あった。「子どもの保護を装った子どもの隔離と管理」

生 み 出 さ れ た の か 。 「 教 育 を 装 っ た 調 教 」 「 権 利 保 障 を 前 面 に 掲 げ た 子 ど も

均質的な時間という空間を等分する事が出来るものの抑圧」というものへと繋がる思想であった。

さしとしての時計、それはおそらく、半日とか１日とさて、こうして近代における子ども観-「子ども

かの相対的に長い期間、等速で動き続ける事が可能でをおとなから区分して処遇すべき存在ととらえ、発達

あり、かつ、携帯が可能であるくらいの規模の大きさ可能態として、また教育や福祉の対象として見ていく
を持つものでなければならなかったと思うのだが、そ見方」-は、「一方では社会の要請にのっとってい

れが、労働を管理するのに使用されていく、というたるし、他方では、子どもの人権という観点から出てき

めには、労働が、「時間」によって測定・管理可能なた」（２５２）のである。ここでは、「子どもはその未

状態になっていなければならなかったろう。それは、熟さゆえに軽蔑され、その未来への可能改のゆえに尊

磯謹ヽご１❼ｒ．¶・・-、゛・、．層羅ヽご●｜【・．¶｀-・゛ｖ゛殲羅゛゛ＪＩＩ【ノ
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重される」という矛盾にされられており、「一見のであり、そのことがイ云統的な障害児教育の根底にあ
ヒューマニスティックな装いを持ちつつ、子どもの存り、問題を生み出しつづけてきた（２５６）と、堀さ

在そのものへの軽蔑を家に秘め」（２５３）ている。勿んはこの章を結ぶ。障害児を、その根底においては否

論、この枠組みの中では、「重度の知的障害児のよう定しつつ、人間の能力に対する楽天的な肯定的精神か

に発達可能吐一理性と生産性への到遥可能性一べこら、理念的には発達し人間になり得る存在として、い

制約を負っている人ひとは原則的には教育の対象とはわは思想の正当性の証明とパフォーマンスの為に行わ

なりえない」（２５４）。かれらへの教育は、人権思想れ続ける障害児教育の本質を、こうして堀さんは浮き

を介して成立してくる。「啓裴された理性や生産性ま彫りにするのである。

で到達することは現実には不可能であるにしても、可

能性としてはすべての人は啓蒙された理性にまで到達

しうる存在であり、また、その障害は人間の文明の進

歩によって克服しうるものだという確信」という「無

限の発達への可能性という現実を超えた理念」（２５

４）を根拠として行われるようになるのである。「近

代は障害児の人間としての価値を能力という観点から

否定し、発達という観点から再び救済した」（２５５）

のである。このような障害児観は、「障害児に（少な

くとも潜在的には）個人としての尊厳を見、その人間

化（発達）を保障しようという思想は人権思想の系譜
に位置づくもの」（２５５）であり、「近代のもたらし

た積極面であった」が、同時にそれは、「障客児者の

存在を人間存在の多様なあり方のひとつとして認める

のではなく、克服の対象としている」（２５６）ので

ある。「分離教育として始まる障害児教育には、障害

児者の存在そのものへの否定的把握が内包されている

（堀正嗣１９９４「障害児教育のパラダイム転換
一一統合教育への理論研究」柘植書房）

（氏ってもみなかったほど、だらだらと長い連載に

なってしまいつつある。次回、あるいはその次には必

ず終わりにしたいと思っている。この連載の（１）

（２）を読んで、この堀さんの著作に関心を持たれた

方の中には、すでに読了されてしまっている方も沢山
いらっしゃるとと思う。「私はこの本をこう読んだ」。

というような感想や意見をお持ちの方もたくさんい

らっしゃるのではないだろうかと想像する。そうした

思いを、投稿としてお寄せいただけれはとても嬉しい
のだが、と、これは、この「書評」の著者であると同

時に、運営委貝のひとりでもある僕のお願いである。

宜しくお願いします。）

誦ｉｊｌｌ叩． ’ｊ ’７：｀-Ｊ，｀ｌｌＩＰ ”ｒｌｉ：：｀-Ｊ●甲 ”ｊ・
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

教育相談の「充実」に抗して

佐藤愁生（宮崎県教職員組合）

育相談は良いもの」という前提に対する私の不快感
は、こんな現場教師の悩みが届いていないのではない

かというところからも来ている。
いじめにしても不登校・登校拒否にしてもにうし

てひとくくりにしている自分自身にも、多少の違和感

をもっているのだが）これらのことを考えるにあたっ

て、子どもたちにとっての学校のあり様はどうなの

か、という問いかけが必要だろう。表現をかえれぱ、
！判交や学級が、どんな子たちにとっても「居場所」た

りえているか、ということを考え、学校や教育という
ものがつくりかえられなければならないのだと思う。

そうでなければ、少数者は、多数者に無理をして合わ

せるか、それができなければ外に居場所を見つける以

外にない。

先の若い教師の悩みが、こんなところにたどりつ

き、学校を変えていけるような教゛１１１政策でないのが気

にかかるのだ。教育相談室をふやせｉｊＮゝいわけではな
Ｘ／秘

こんな風に考えて、さて何をすべきか、何ができる

かと思いをめぐらせてみると、学校というところは、
どれほど保護者と対等に語り合いをし、子どもたちの

意見を聞いてきたのだろうと思う。教職員の側から言

えば、子どもたちや保腰

ろそかにしすぎてこなかったかと思ったのである。そ

れはやってきたと言われるならば、では「しかり・し

かられる関係」を乗りこえて、対等に話し合える関係

にしえていないのではないかと思うのだ。

長くなってしまったが、そんないきさつから、「「不
登校」や「いじめ」を克服する学習会」を提起したわ

けである。
」 ＿ 」 」 - 』 」 一 - ・ - 』 - Ｉ Ｊ 一 二 』 一 一 Ｊ 」 ． - - ・ 」 ’ ． - ｉ ． ． ． 』 」 - Ｊ Ｊ Ｊ 一 心 ｉ -

｜ １ ｜ ｌ １ ｜ ｌ Ｉ ｜ ｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

８３

「ここの場所から」の原稿を書くことになってふと

考えたことがある。今の自分はどこにいるのか、私の

居場所は一体どこなんだろう、ということをである。

現実的には、宮ａ奇県教職員組合というところの、教育

文化部長ということになっているが、「教師」になっ

たはずの私の「居場所」というには、どうもストンと

落ちないものがある。

実はこれから報告しようとする、宮崎県内での

「「不登校」や「いじめ」を克服する学習会」を提起す

るにあたって、きっかけとなった言葉が、「ストンと

落ちない」と「居場所」であったのだ。
いじめや不登校・登校拒否のことが問題にされ、

様々な報道がされるようになったころ、私のところ

に、「勅組としてアビールを出した方力ｔｌ、りりんじゃな
いか」という声がとどいた。また、同じころ日教組の

教育相談室からは、「教育相談」に関するアンケート

１友頼が来た。教育相談室を設けているか、相談件数は

どれくらいか、設けていなければ今後設ける計画はあ
るか、という主旨のものだった。この二つの投げかけ

に、私はどうにもストンと落ちないものを感じてし

まった。前者に対しては、アビールを出すことは簡単

だ、しかし、それだけでいいのかと考えたし、後者に

対しては「教育相談は良いもの」という前提がある気

がして、いささか不愉快だったのだ。

宮崎にも、「教育相談」や「いじめ１１０番」なる

ものを設けているところもあるが、その結果として、

若い教師からこんな悩みを打ち明けられたことがあ

る。「学校で「あなたの学厭にはいじめがあるそうだ

が、しっかり対処するように」と言われたけれど、ど

うしたらいいのかわからない」という声である。「教
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私たち６ｙ；）組織には８つの支部がある。８つの会場でがりなのだと教えられる言葉だ。また、今回の学習会

の学習会を、一週間に集中して開く呼びかけを保護者で特にうれしかったのは、中学生が参加してくれて、

や教Ｉ敗員に向けておこなった。内容は学校ＥＩ見場から問いじめを受ける側から発言してくれたことと、いじめ

婬１提起をし、その後討論をするというものである。問を受け、登校を拒否していた体験をもつ青年と出会え

題提起をお願いした方々には、「連帯する思想・反差たことだった。中学生は小学校ｌ寺代からの体験を語り

別の思想（乙）実践的な提起を」ということと、「共に悩ながら、「まだ解決していないけど、一緒に考えてく
み、共に考え合う視点で」ということを特にお願いしれる先生カｔいるからうれしい。ぜひもう一回やってほ

た。全ての会場に保護者の参加を得て、延べ４００名しい。友だちを連れて来たい」と言ってくれた。また、

を 越 え る 学 習 会 と な っ た 。 青 年 は 、 「 先 生 た ち に 「 も う 一 歩 踏 み 込 ん で く だ さ い 」

私は５つの会場に参加したのだが、いくつかの印象といいたい。そして・今悩んでいる子どもたちに伝えた

深い話を聞くことができ、同時に考えさせられることい。「学校を出てしまえば、社会にはいろいろあるよ。

が あ っ た 。 そ れ ま で が ん ぱ れ 」 と 」 。

「先生たぢに考えてほしいこと」として保護者からこの２人の発言は、私たちに向けられた重大な告発

語られたことだが、Ｆ今先生たちにとって大切なことである。子どもたちの「居場所」をつくることは、方
は「何ができるか」ということではなく、群校現場が法論の問題ではなく、実は私たちの思？ｔ則生にかかわる

多忙化している中『何をしなくてよいか』ということ問題なのだ、ということを言われている気がした。
を考えることではないか」という意見である。私はこの原稿を、というより学習会を、個人レベル

「何がし；なけりや」「何とかしなけりや」と考えてきで問題を片付けようとする教育の方向性（具体的に
た教職員には、ハッとさせられるものだった。別な会は、教育相談とかカウンセリング等の多くの現状）に

場では、「『家庭に原因がある』という言葉は身につき疑問をもつところから出発した。

剌さる言葉だ。親子の対ｌｉｌ！ｉが大切なのはわかっているしかｔ。討論を聞きながら、私が「あるべからざる
、ａｔ、；Ｓｔ裕がない。先生からは『冷たいお母さんだね』と現状」だと思っている流れに加担してしまっているの
いわれる。学校も親も余裕がない中でどうすれＳｆｘ／ｊハではないか、と考えたこともあった。ある会場では、

ん だ ろ う か 」 と い う 声 が あ っ た 。 教 職 員 の 側 が （ 保 護 者 の 側 か ら 見 れ ば ） 自 分 は こ う し

教ｌ欧員がもっている「学校の中からだけの視点」とたなどというレベルでばかり話し、̶向に保護者の話
いうものカ１、悩んでいる保護者を切り捨ててきたことす場が出てこないため、保１漢者が席を立ってしまわれ

を 示 し て い な い だ ろ う か 。 た こ と も あ っ た 。 「 学 校 は こ れ で は ど う に も た よ り に

また、学校内部を見抜いた意見もあった。「’学校のならないから、「専門家」のところに行こう」という

印象としていつも上意下達の雰囲気がある。なにかことになってしまうのではないか、と考えたのだ。

あっても臭いものに蓋をする感じだ。これを解放してまた、ある会場では、「不登校の原因をつかみきれ
いこうとする空気が学校の中にあぶのだろうか。学習ない子についての対応が「じっくり取り組む」だけで

会にしても今回のような雰囲気のものは他にはほとんは、ＮＨＫラジオ相談の方がよ・っぽど頼りになりま
どない。親と先生が関係を密にできると親もうれしいす。力量アップを急ぐべきです」という声があった。

し、親も何等かの手をうつことができる。保守的閉鎖たしかに、当事者としては、いつ実現するかわからな

的な学校現場をなんとかしなければ」。い理想論より、今日、明日をどうするかの方が重要だ
ｊ１１り戮員だけで学校を変えようと考えることが思い上ろうと思う。そうであれば、教育相談やカウンセリン

別の思想の実践的な提起を」ということと、「共に悩ながら、「まだ解決していないけど、一緒に考えてく
み、共に考え合う視点で」ということを特にお願いしれる先生カｔいるからうれしい。ぜひもう一回やってほ

た。全ての会場に保護者の参加を得て、延べ４００名しい。友だちを連れて来たい」と言ってくれた。また、

を 越 え る 学 習 会 と な っ た 。 青 年 は 、 「 先 生 た ち に 「 も う 一 歩 踏 み 込 ん で く だ さ い 」

私は５つの会場に参加したのだが、いくつかの印象といいたい。そして・今悩んでいる子どもたちに伝えた

深い話を聞くことができ、同時に考えさせられることい。「学校を出てしまえば、社会にはいろいろあるよ。

が あ っ た 。 そ れ ま で が ん ぱ れ 」 と 」 。

「先生たぢに考えてほしいこと」として保護者からこの２人の発言は、私たちに向けられた重大な告発

語られたことだが、Ｆ今先生たちにとって大切なことである。子どもたちの「居場所」をつくることは、方
は「何ができるか」ということではなく、群校現場が法論の問題ではなく、実は私たちの思？ｔ則生にかかわる

多忙化している中『何をしなくてよいか』ということ問題なのだ、ということを言われている気がした。
を考えることではないか」という意見である。私はこの原稿を、というより学習会を、個人レベル

「何がし；なけりや」「何とかしなけりや」と考えてきで問題を片付けようとする教育の方向性（具体的に
た教職員には、ハッとさせられるものだった。別な会は、教育相談とかカウンセリング等の多くの現状）に

場では、「『家庭に原因がある』という言葉は身につき疑問をもつところから出発した。

剌さる言葉だ。親子の対ｌｉｌ！ｉが大切なのはわかっているしかｔ。討論を聞きながら、私が「あるべからざる
、ａｔ、；Ｓｔ裕がない。先生からは『冷たいお母さんだね』と現状」だと思っている流れに加担してしまっているの
いわれる。学校も親も余裕がない中でどうすれＳｆｘ／ｊハではないか、と考えたこともあった。ある会場では、

ん だ ろ う か 」 と い う 声 が あ っ た 。 教 職 員 の 側 が （ 保 護 者 の 側 か ら 見 れ ば ） 自 分 は こ う し

教ｌ欧員がもっている「学校の中からだけの視点」とたなどというレベルでばかり話し、̶向に保護者の話
いうものカ１、悩んでいる保護者を切り捨ててきたことす場が出てこないため、保１漢者が席を立ってしまわれ

を 示 し て い な い だ ろ う か 。 た こ と も あ っ た 。 「 学 校 は こ れ で は ど う に も た よ り に

また、学校内部を見抜いた意見もあった。「’学校のならないから、「専門家」のところに行こう」という

印象としていつも上意下達の雰囲気がある。なにかことになってしまうのではないか、と考えたのだ。

あっても臭いものに蓋をする感じだ。これを解放してまた、ある会場では、「不登校の原因をつかみきれ
いこうとする空気が学校の中にあぶのだろうか。学習ない子についての対応が「じっくり取り組む」だけで

会にしても今回のような雰囲気のものは他にはほとんは、ＮＨＫラジオ相談の方がよ・っぽど頼りになりま
どない。親と先生が関係を密にできると親もうれしいす。力量アップを急ぐべきです」という声があった。

し、親も何等かの手をうつことができる。保守的閉鎖たしかに、当事者としては、いつ実現するかわからな

的な学校現場をなんとかしなければ」。い理想論より、今日、明日をどうするかの方が重要だ
ｊ１１り戮員だけで学校を変えようと考えることが思い上ろうと思う。そうであれば、教育相談やカウンセリン

」‥。--、丿』」犬」ニレｌ‘」・-」」Ｊｊ二』………ご-１」ブ’‥１、ｙ---：・１’」』』に』ケ４…二し

８４

Ｉ ” ｜ １ １ １ １ １ ｜ ｜ ｜ ｌ ｜ ｌ ｜ Ｉ - ‘ ご １ ・ ｜



社会臨床雑誌第３巻第２号｛‘ＩＳ｝９５．１０．）
- ｊ - Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ - 」 - ｊ - Ｊ - Ｊ ・ Ｊ ． - 」 - 」 - 」 。 - 」 ｀ 心 ４ Ｊ ← Ｊ Ｊ ・ Ｊ Ｊ Ｔ ←
」＼・ＩＪ」／Ｌ∧ニ｜しづご」」、」」」ご１、△…--｜‥∇-」、二！∴しーニ１ム：………「△」」〉ト几二１

グ に た よ り た く な る の は 自 然 な 感 情 に の 「 自 然 な 感 な い と こ ろ が あ る 」 。 ま さ に 差 別 す る 側 が っ く り あ げ

情」というものも実はつくられる意識なのだが）かもてきた国と、その教育が生み出した思想性だと思う。

しれない。教師がかわり、学校がかわるということ一人の父親の言葉は実はこのつくられた思想性へ向け

は、教育ｉ玖：策がかわり「常識」というものもかわるこられたものだと思う。この父親は同時にこうも言っ

とにつながらなけれぱならないのだが、そこへのとりた。「投げ出したくなるけど、オレがやめたらこの運

くみは、「待てない」人をつくることにもなるという動は子どもの時代につながらない」。

こ と が 、 実 は も っ と も 悩 ま し い こ と だ 。 小 さ い 波 紋 も い つ か 大 き く な る さ 、 と 思 っ て は い る

悩みながら、それでもやっぱりこだわっていきたいが、実は正直にいうと私の心もゆれるのだ。というの

と考える私が１／褐。ある人との出会いがそうさせるのもここに書いてきた学習会をつくりあげていく最中、

だ 。 私 の 娘 ； カ １ 学 校 に 行 け な く な っ て い た の だ 。 （ こ の と り

被差別の側で生きてきたある父親は、わが子のことくみは、娘・ｚ）・芋校に、娘の学級にとどくのか」と考え

を語りながらこういうのだ。「差別される側が考えなながら会場から会場に移動する毎日だった。学校に生

ければならんのはおかしい。差別することは誰が見て活するものとして、学校をつくりかえようと呼びかけ

も お か し い 。 だ っ た ら 差 別 す る 側 が な ぜ も っ と 考 え 、 な が ら 、 父 と して は 「 学 校 な ん か 行 き た く な か っ た

悩 ま な い の か 」 。 ら 、 行 か な く て い い 」 と い っ て い る の カ へ ゝ つ わ ら ざ る

私は現場にいようカり４いが、この言葉を水準器に現実だった。
・したいと思っている。この国で、実にもっともらしく「そのうち何とかなるさ、お互いにゆっくりやろう」

語られてきた言葉。差別される側に対する「差別されと娘に言い、自分にも言いながら、この学習会も続け

る側にも問題がある」。また、「いじめられる方もよくていきたいと思っている。
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

「ここの喪失」

１９９５年１月１７日午前５時４６分。大地が裂

け、人間界を根こそぎ揺さぶった。来たロ！咄嵯に

うっ向いて布団を頭までかぷり、身体をビーンと伸ば

して、局所的なダメージを受けない体勢をとった。ド
ンドンドン。鈍い音と共に、私の上に三段重なった。

「ウーツＨ」肺がつぷれそうだ。息を吐くと、吸うこ

とができない。「死」という文字が頭に浮かび、しだ
１／ゝ１こ意識が薄らいでいった。が、なぜか、もう一人の

私が、「私Ｕ：絶対死なない」と冷静に待っていた。と、

濃厚なガス臭が鼻をついた。私は自らの運に賭けた。

そして、３０分後、かすり傷ひとつない状態で這い出

したのである。“生かされだのだ。

「近く、神戸にも地震があるよ」と３日前に友人に

語った１１１葉が現実となった。昨年に何回か感じた微震

に、「今年早々に来るかも？」とそれなりの準備をし

ていた私は、まず伸天を着て、枕元にあるはずの

リュックを引っばり出して担ぎ、懐中電灯で部屋全体

を照らした。愕然とした。玄関までの空間が天井近く

までバリケードされていた。不思議なことに食器棚だ

けが倒れていなかった。幸運だと思った。玄関の扉が

あくだろうか。たった２階なのに、その狭い空間を登
山でもするかのような労力を要して、玄関までたどり

着いた。そして、身体ひとっがやっと通れる位の空間

を確保し、靴をかませた。非常時にはまず、用を足す
こと、と、トイレヘ入ろうとしたが、戸があかず、風

呂場へ行き、用を足した。非常時用にと溜めておいた

浴槽の水は半分以上なかった。そこで、ため息のよう
な大き；Ｃｉ：呼吸をひとつして、再度、部屋全体をゆっく

りと見回して二度と戻れないことを覚悟して、ステン

奥平ナオミ（日精診支援センター）

レスボールをかぶり、最も安全で丈夫な靴をはいて外

へ出た。外へ出ると、-１突：避難して帰ってきた人々が

音も光もない世界でぽう然と立ちすくんでいた。そこ
へ、私が突然、完璧な姿であらわれたものだから、一

様に驚いたようだった。その中に、お向かいの大工さ
んカｔｘ／ゝた。彼の車に乗って、東灘区在住の家族の安否

を確かめて戻った時には薄明るい空間の中に、ペシヤ
ンコの家屋、１、２階がつぷれた巨大な超高級マン

ションなどが浮かび上がっていた（建築士さんによる

と、ここは神戸市内でｊＳＩ築学上、最も被害が大きかっ

た場所の一部だったらしい）。そして、私と大工さん

は運命共同体となった。彼は、車と大工道具と毛布３

枚を、私ｌｊ：食料品と医薬品と鍋、ヒ現金等を提供し、３

日間かかって神戸市全区を走り回った。彼は自ら建て
た家屋を一軒-軒たずね、破損状況を入念にチェック

し、そこの住民や仲間遠の安否を確かめていった。幸
い、生活に支障をきたす程の損傷を受けた家屋はな

く、仲間も無事だった。

私は元勣めていた梢神病院をたずね、患者さんの安

否を確かめた。その道すがら、家屋の下敷きになって
いる赤ちゃんやおぱあさんを救出したり、アクセスを

失ったおまわりさんを警察署へ送り届けたりした。夜
は公園ですごした。私は会う人毎に、少しでも安心で

きるようにと言葉を尽くし、エネルギーを注いだ。彼

が私を心の専門家と紹介するものだから、私・フ：）存在そ

のものが人々を安心させたようだった。

とにかく、３日間、口に入るものは何でも食らい、

水をガブガブ飲み、所構わず大小便をし、月が出たら

眠って、太陽が昇ったなら起きるという生活をした。

初めて会う人ともワイワ回朧怖を語らい、生きていて

」 」 」 」 に １ 」 ， ｜ ＿ 」 」 」 １ 一 一 １ ＿ 」 - １ ＿ 」 」 に １ ＿
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よかったと手を握り合った。が、なぜか、生きている的にエネルギーを注ぎ、そこに時間と空間を創り出し

実感がなかった。こんな１こ元気に、こうして二本の足たのである。が、これは、今まで自明としていた時間、
・！゛・大地の上に立っているのに。それはまぎれもない事空間ではなく、バラバラになったー瞬、一瞬をつなぎ

実だった。しかし、私の中の「確かさ」カ哺かでなく合わせ、自分の歴史を入力していく作業といった感じ

なった。腎孟腎炎で４０度以上・７）熱発を何度経験してだった。その作業の中で、唯一と言ってよい程生き生

も、「確かさ」は揺らぐことはなかった。ずっと私はきとした感覚をもたらしてくれたのが、余震の瞬間で

「私」だった。なのに、その時、私はただの私になっ

た。確固たる「私」が分散していく感じがした。
一体、私の中で何が起こったのであろうか。

我々は、日常、自明のこととして疑おうとしない現

実の中で生きている。その最も根源的な存在であった

大地が大きく震裂し、絶対的だったはずの自｜狗性カ峡

われたのである。その瞬間、私は初めて「自己喪失感」

なるものを経験したかのように思えたのだが、そうで

はなくて、私自身における「ここ」が失われたといっ

た感じの方がピッタリ来ると思い始めた。つまり、

「『私』がなくなった」というわけではなく、「『私』は

ある」のだけれども、その場所から動いてしまって、

絶対的な「私」たる場を見失ったといったらいいだろ

うか。「私の中に「私」がある」という感覚が、「私の

中のどこかに「私」カｌｘ・柘」一中核部にいた「私」が

どこかへ行ってしまったーという感覚になったのであ

る。

大学の研究室にいた頃、「自己」は自分のどこに位

置している感じがするか、と教授逮とイメージしあっ

た。その時、私は当然のように「私の中にある」と答

えたが、ある人は「絶対外にある」、ま鬘蕊喜人は「上

の方から見ている」など様々で、各々でこＭＳＩ異なる

ものかと驚き合ったものだった。恐らく、こういった

感覚がその人における「ここ」なのだと思っている。

では、その「ここ」という感覚が失われてしまった

時、どんなことが起こるのであろうか。再び、私のプ
ロセスをたどってみよう。

私自身の世界の中で浮遊してしまった「私」に対し
て私は、エネルギーを対流させながら行方を探し当て

た。そして、さらに「私」に向かって集中して、連続

＿』 -Ｉ -』＿』＿』一一１＿。』 -』 -』＿』
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あった。その震捕は私の中の恐怖感はもちろんのこ

と、それ以上にエネルギッシュな躍動感を呼び起こし

てくれた。この感覚が浮遊していた「私」が私たる

「私」となっていくエネルギー源となったと言えよう。
このようなことは今まで経験したことがなかった。

分析を受けている時とは異なった内なるプロセスに不

思議な感情を覚えたし、新たなる「自己」との出会い

があるのではないかと楽しみでもあった。震災後の目

の前の「現実」はまるで夢のようであったし、自分の

内界の方力堵実にＥ！１１実感を増していくプロセスは二度

と経験できないであろうなどと思うと、非常に真摯な

気持ちになった。このプロセスの中で、しだ１川こ「確
かさ」が強く感じられるようになっていったのであ

る。

そして、これこそが「自己同一性」を確立させてい

く過程なのだと諒解した。

さて、その「ここ」は個々によってどう存在するの

であろうか。

ＩＱ３０余りの妹は、轟のスケープ・ゴートとさ

れ、余震の恐怖におびえながら、｜既れぬ不穏な日々を

過ごしたが、それでも決して動こうとしなかった（恐

怖の余り、動けなかったというわけではない）。彼女
は周囲の疎開の勧めにも頑なに応じようとせず、はっ

きり、「どうしてもここで生きたいの」と何度も強く

主張した。そして、テントの中で暮らしている人々

も、ますます過酷な状況となっているにもかかわら

ず、「私はここから離れない」と断固として動こうと
しない。

すなわち、「ここ」とは、その人の生命の躍動を営

む絶対的、根源的な場所なのである。そこに「あると

， 」

｜

＿＿Ｉ

Ｉ

- 』 」
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」
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」
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いうこと」を意識させる、存在それ自体を表わす感覚きたいことがある。

的 な 概 念 と 言 え よ う か 。 し た が って、 「 こ こ 」 は 、 あ 阪 神 大 震 災 の 被 災 経 験 を 通 して、 生 き る こ と の 意 味

る人にとっては時であり、またある人にとっては場所を誰もカｔ根本的に考えさせられたにちカり４い。非常

であり、また別の人にとってはそれらを包括する地域に現実的に、あるいは、現実か・１、ｉ１１Ｅ離して‥・一人

で も あ っ た り す る の で あ る 。 一 人 が 、 一 人 一 人 の 中 で 様 々 に 考 え て い る に ち カ Ｖ ヽ な

私は分裂病の方と接する時に、「共にあること」をい。その中にあって、私も、著書を通してユングと出

意識してきた。私がその人の確かｌｋ；存在となっていけ会い、ユングと共に生きてきた臨床心理士として、ま
るように、私からやさしくエネルギーを送り、彼の、た、重い行動障害をもち、迷惑がられながら１もｊ也域で

たとえわずかでもよいから、エネルギーを感じ取り、生きることを主張し続けている知的障害者を妹にもつ

彼との「間」を作っていけたら、と思いながら関わっ姉として、そして、今回、被災した梢神科診療所の支

てきた。が、個人としてのそれだけではまだまだ脆弱援-すなわち、それはｔ訟唐生きてきた梢神ｌ障害者へ

で、どうしても地域のエネルギーを要することを痛感の生活支援をすることーを行うためのセンターの専従

し て い る 。 職 員 と し て 、 そ し て 、 そ し て 、 「 私 」 と し て 、 ず っ と

今回の地震で多くのボランティアカ唱者のために動考えてきた。“生かされた意味を”。だが、答えなど出
いたが、地域で生きてきた精神・知的障害者に世間はしようがない。

冷たかった。共「ｉｉｌ作業所へ通いながら、あるいは、家この震災で、どんな専門家、どんな有資格者もその

族的な零細企業で働きながら単身で暮らしていた精神専門性、その資格をもって、この問いかけに根本的に

障害者はアパートを失い、また、存在を快く思ってい応えられなかったではないか（と私は思っている）。

なかったにもかかわらず、この時とばかりに地域住民あれ程多くの専門家、有資格ｓｌｒが動いて、様々な言葉

に施設を占拠されてしまった知的障害者は行き場を失を残していったのに。

い、生活を奪われた彼らはパニックに陥った。彼らに私は、各々が生涯かけて、生きて、生き続けていく

とって「ここ」とは人と場所が作り上げて１／ゝく：ｌｔ１１域なことが、まさに、“生かされた意味”そのものだと思っ

のである。その意味で神戸市が「尨１域」として復興している。自分を大切に、自分に正直に生きていくこと

ていけるかどうかを私は生涯、見続けていかなくてはなのだと思っている。それは・ｆｔ！１人が応えるものではな

ならないと思う。どこに居ようとも…。。それは私にいのだ。

おける「ここ」を創造していくための、すなわち、新ｌｉｉ神大震災は人間の生き方に根本的に揺さぷりをか

たな「自己同一性」を確立させていくための道程でもけてきたのである。だから、今こそもっと謙虚に、あ

あ る の だ か ら 。 り の ま ま に 、 あ り の ま ま の 「 自 分 自 身 を 生 き る 」 こ と

最後に、これをしたためるに当たり、つけ加えておを考えていかなければならないのではないだろうか。

」 ｜ 」 １ １ 」 ， 」 １ 」 」 」 」 」 １ １ １ 「 」 」
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叙塵字会磨ｇ）本．-・１，でくださ‘い滅すか
そ£，て．ごーー４をお摺ｒ曾ください．

日本社会臨床学会編集委員会

お気づきと思うが、本学会は、今年に入って、学会編の４冊を次々と発刊した。社会臨床シリーズ（影書房）

では、「「開かれた病」への模索』（第１巻）、『人間・臨床・社会』（第４巻）、『学校カウンセリングと心理テス

トを問う』（第２巻）である。あとの一冊、「施設と街のはざまで」（第３巻）がまだうまくいっていない。いさ

さか焦っている。第２回横浜総会の記録「他者への眼ざし一「異文化」と「臨床」』（社会評論社）も出た。

林延哉さんは、先日の夏の合宿で、これらの本の特集を早急に組むべきだと主張した。三輪寿二編集委員長

は、「シリーズの方は、あと１冊、出ていないではないか。出揃った段階で考えたい。」と答えた。林さんは、「社

会的約束から言っても、本は早急に出すべきだし、出す」と強腰である。

そんなわけで、

三輪さんは、ぽくにその呼びかけ文を書くようにと言った。願ってもないお役である。会員の皆さんには、買っ

て頂きたいし、読んで頂きたいと心から願っているからである。

社臨シリーズ構想は、最初、山下恒男さんから出た。影書房に打診に出かけた。臨床心理学会改革時代に編
んだ「心理テストーその虚構と現実ｊなど５冊の本を持ち込んで、「ここで書いている連中に、新しく何人か

が力ｎわって書きたい。ぽくらの考え方と実力をご判断の上、ぜひともご協力頂きたい。」と申し入れた。

間もなく、有り難い返事がきた。それにしても、随分、影書房と読者の皆さんを待たせてしまった。

ぽくは、編集、校正の段階で、すべての文章に目を通している。第１巻は、先日の総会シンポのネタだった

し、ぽくはその司会だったので、丁寧に重ねて読んだ。おまけに、今、授業のテキストに使っている。第２巻

は、ぼくも書いたし、お互いのを読んでよくケチをつけ合った。

第４巻は、この原稿を書き出すにあたって、いま、読み終えた。「第１章「臨床」の歴史性と社１会性」は山

下恒男さんが書いている。彼は、心理臨床であれ、社会臨床であれ、一貫して、「臨床」ということを警戒的に

論じている。いつもａＳ心するが、彼は、安易に事例・々・実践例を持ち出さない、論理と思想にこだわって書き続

８９
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ける。「第ｎ章社会臨床論序説一生活における臨床１＝は何か」は、野本三吉さんが轡いている。野本さんは、

「社会臨床」へのづ・ロローグを模索する。彼と出会った人々の関係と生活にからみ続けて、そこに「臨床」のあ

り様を描こうとする。「第Ⅲ章情報資本主義のなかの臨床の知一心と体の商品化をめぐって」は、井上芳保

さん力嗜いている。彼は、「心に残る「夕鶴」のラストシーン」を終始思い起こしながら、「臨床の知」を論じ

る。そのなかで、「不合理なもの」を想起させ続ける。「それは何か？」と問いつつ読むぼくにとうとう論証し

てくれないのだが、でも、ぼくは、心と身体で納得していった。「第Ⅳ章「高齢化社会」の反教育学」は、斎

藤寛さんが
こでも「ともに」とはどういうことかと考え続ける。彼の「ともに」論に立つ反教育学は、とうとう「高齢化

社会」の福祉論・福４止政策を撃ち始めている。「第Ｖ章「若者世代」の心意識」は、小沢牧子さんが書いてい

る。１皮女は、「非若者世代」が「若者世代」を論じることの危うさ、胡散臭さを終始自覚し続ける。にもかかわ

らず、「心」か「ココロ」と「こころ」に解体していく若者の現実ｉｒ大胆に優し〈論じてい〈。「第Ⅵ章〈少年〉

という装置-その映画における効用」は、武田秀夫さんが書いている。彼はかつて、青年や壮年の男女のド

ラマを愛し続けた映画少年だった。それは今でも変わっていない。その彼が、〈少年〉を主人公とする映画を情

念を込めて、柔軟に語る。その語りは楽しくエキサイティングである。

「他者への眼ざし」の出版は、野本さんの思い入れから始まる。社会評論の松田さんと彼との友情の賜物でも

ある。あの横浜総会は、いろんなテーマを披露したし語り合った。それだけに、この記録はヴァラエティに富

んでいる。
ひとつ、裏話をするが、シンポ「出会いとしての「異文ィヒ」一共生・創造のフィールドヘ」が終わろうと

する頃、ぼくは感情的に発言した。そして、司会の楠原彰さんとぶつかってしまった。それから、しばらく自

己嫌悪に陥っていた。転記された発言を読むと、言葉は乱れていたが、言いたいことはまあまあ言えていた。そ

れでも、記録を残すにあたっては、身勝手ながら、随分手直しさせてもらった。

読者の皆さんは、学会堀のあれこれを読んでみたいと思ってくださるだろうか。また、もうすでに読まれた

方は、どのようなご感想、ご意見をお持ちであろうか。

くとも、第４巻第２号の特集には収

録させて頂きます。様式、枚数は、普段の「「映画と本」で考える」（５～１０枚）をご参照ください。勿論、そ

れより長めでも、短めで剔欧迎いたします。どうぞ宜しく。（文責篠原睦治）
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投稿のお願い
日本社会臨床学会編集委員会

１。痢尋社会臨床学会は、学会機関誌「社会臨床雑誌」を当分の間、年３回発行します。また、学

会機関紙「社会臨床ニュース」を叱優に応じて随時発行します。

２。学会機関誌・紙への投稿はいつでも広く募っています。別に、特集などを予告して、それにそっ

た投稿をお願いすることもあります。研究発表、実践報告、エッセイ、問題提起、討論、意見交

換などの場として活用していきたいので、どしどしご投稿下さい。

３。原稿枚数は、４００字詰め原稿用紙３０枚程度とします。それを越える場合には、編集委員会

にご相淡下さい。なお、〈「映画と本」で考える〉欄及び〈“ここの場所”から〉欄については、

５～１０枚程度とします。

４。ワープロ原稿の場合、プリント・アウトしたものに加えて、フロッピーを届けて下さい。その

際、ご使用の機種により調整力泌要ですので、編集委員会にお問い合わせ下さい。

５。投稿原稿の採否は編集委員会で決定し、その結果をお知らせします。

６。掲載させていただいた方には、掲載誌・紙５部を贈呈します。それを越える部数を希望される

場合には、編集委員会にご相談下さい。

７。投稿原稿は原則として返却しませんので、コピーをお手許１こ保存してください。

８。なお、編集委員会へのお問い合わせは、学会事務局を通してお願いします。



編集後記

とにかく終わって、ホッとした。第ｎ期最初の雑誌ということで、余分な力が入ってしまったが、心よ
く寄稿してくれた著者のみなさんに感謝。とはいえ、発行が予定より随分遅れてしまった。これはひとえ
に僕の責任である。それでも、今回の雑誌づくりを通してこれまで広告依頼や英文目次の原案づくりなど
のしごとを一手に引き受けていた篠原さんの苦労がいくぶんなりともわかった気がする。これに論文発掘
など力功日わっていたと思うとソッとする。篠原さんには、「ご苦労様でした」と心からねぎらいたい気持
ちだ。

僕は、昔から難しいしごとは苦手で、そのかわり簡単なしごとを難しく見せてしまうことには自信があ
る。要領が悪いというだけのことで自慢にも何にもならないし、そうした手口は少し経てばすぐ見破られ
てしまうたぐいのものなのだが、そんな僕を編集委員長にしてしまう社臨とはー体何なのだろうか、今夜
ふと思ってしまった。

過去のことを思い出してみると、僕の要領の悪さを危なかしく感じるためか、事態をこれ以上まずくし
てはいけないと判断するためか、必ず誰か助けてくれる人たちが僕の前に現れるのが常なのだ。こんな具
合なので僕は自立なんてことはあまり真面目に考えず、さっさと依存してきたのであった。こう考えて冷
静に周囲を見回してみた。すると、僕の心はとても穏やかになった。小沢さん、佐々木さん、中島さん、
山下さん、この４人の編集委員は、誰を見ても荘々たる顔ぶれなのである。他の４人の編集委員の方々に
“おんぶに抱っごでやっていく心づもりがすぐできてしまった。みなさん、あとはよろしく。

（三輪）

８月末までには校正を終えなければ、と思いながらも、９月半ぱになってしまいました。申し訳ありま
せ ん ‥ ・
と、雑誌のことが気になりながらも、８月下旬、運営委員の平井さんたちと岡山県奈義町の現代美術館

に行ってきました。山間の町に去年造られたもので、この美術館の一角に巨大な円筒形の建築物が造られ
ています。これは荒川修作とマドリン・ギンズが設計したもので、中に入ると、１１１分がどこに立てば、あ
るいは座れば安定するかわからなくなり、奇妙な不安感にとらわれてしまうような巨大な仕掛けになって
います。自分の身体感覚、空間感覚が間われるようで面白かった。特に、ワープロを打ったり、校正のた
めじっと字を見たりといった作業をしていた時期だけに感激した。社臨でも、「映画と本」とともに、絵
画、建築、ダンス、演劇などで考えてみるのも面白いのでは‥‥
雑誌編集の作業が一段落したら、ダンスでも見にいきたいなあ。

（中島）

９２
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こと’４・（ｚ）からだゴとこころツいのち⑩を考えるはじめての健康ＢＯＯＫ

荼 召 ？ 謬 へ ち ｓ ． ヽ さ ｓ ， ヽ ち

づ ご 乙 お お き ｌ ヽ 訟 ご 一 優

し……’＼｜ＩＦｉ！！ｉｉｌ：ｉｌｌｆぶわＳ’` つ゚ぶい定価９８０円ｉ．’゙旧；．ｌ？・`回診？，’１・、’・
ド … … ゛ １ ふ ｉ ： ｉ ｉ ’ こ ？ ： ｌ ｔ - う ， ｕ ｓ ８ Ｅ ｓ ７ ● 特 集 保 健 室 へ 行 っ て み な い ？

監修＝北村美砂草野喜久恵（本誌編集４Ｓ員・養護教員）
ここｔこ？゛“““““リ●おじやまします保健室探検隊／読者モニターガ密●取材Ｉある養護教員３７年の歴史●保健蚕か
ｉちｓ・ヽさ、ヽ-；１１１やつノら見え６こと→防接種、健康診断、こどもたちが保健室へく６とき●保健惣登校／文・保坂
１素おきｅ，，．-゛で，展人Ｉ保健室の先生の悩み／文・山田真・そもそも養護教員って？／文・大谷尚子ほ方

寸 ダ ゜ ｀ じ ， ， １ Ｊ 一 日 ８ ° 特 集 お や づ お 菓 子 は ２ １ ニ ｌ す か し い
ｉ こ ） 監 修 ＝ 野 田 克 己 （ 本 誌 編 集 委 員 ・ 大 地 を 守 る 会 運 ・ 囮 畑
＼，ＩＳｉ｛ｙ゛／・■そもそもおやつって？／文・松戸さち子Ｉお菓子の邨こが問題？／文・里見宏-メーカーガ
；△≒゛１万、宍……；’ｌｌ１１肛’４１お菓子を開発するとき／明治製菓の場合扁土づくりを支えるホテトチッフスを作っています一大………ニ……１゛゛｀｜！ＵＨｉ’ｌｉ，Ｊ；？．手メーカーとの違いＩ一刀両断ｒきないおやつのむずかしさ／文・野田克己ほか

レ ノ ‘ ！ で ： ． ● 特 別 ル ポ … … 斎 藤 貴 男 （ ル ボ ラ ィ タ ー ）
レ．、．ｌｈｉ．ｈｌｊ，どうなってるの１？大震災被災者へのィンフルエンザワクチン接種・ ， 、 ． １ ふ ●

ト４。．１予防接種はとれを・！ｆう受けますカヽ？

●予防接種ワクチンは、どれくらい効いているの？現
圧の患者数から副作用まで

Ｎ０．２こどもたちの健康診断でなこ力吻かるの？
●健康診断のルーツから、現在の健診項目の検証。今
の検査でどんな病気かオっかるの？

，４。．３「アトピー」で本色１１（ｚＭ青報かほしい
●アレルギーのメカニズムから、「アトピー」とのつき
あい万、除去良、ステロイドの使い方まで

ｓ。．４農薬や添加物「少し」ならだいじようぶＩ？
●農薬の残留基準や添加物の使用基準はほんとうに安
全？家の中｜こある農薬もチェックする。

ｓ。．５早期教育・しつけ・おけいこａっカ＝とち
●こどもにとつて早期教育やおけいこはどんな意味を
もつ？大脳生理学や精神医学からも検証。

ｓ。．６かぜに薬は必ｌｌ７ｒｔカヽ７
●がぜに抗生物質や解熱剤が使われているのはなぜ？
市販薬の点検から薬に頼らない過ごし方まで。

● 好 評 連 載 ～ ・ ．
「子育てライフ相談」毛利子来／「圃医はワハハ先生」山田真／「児童精神医学入門」石川憲彦聳娑
「 虫 歯 に つ いて 」 里 見 宏 ／ 「 保 健 室 通 信 、 小 ・ 中 ・ 高 丿 全 国 の 養 護 教 員 の み な さ ん ／ ほ か ’

産科・産院情報ＢＯＯＫ彗１１，１ＪなＪｌｌ・。，。１、カＪ４４．ｒｊ５，，Ｅ」カイド＿
リベロ編定価１日日ロ円
入院費用・立会い・会陰切開・呼吸法・院内設備など１４項目にねたる質問に、産婦人科医・助産婦が直接笞えます。編集による
価値判断をせずに、取材の結果をそのまま公開し沙可。

子 ど も に も 言 わ せ ろ ！ ホ ッ ト ラ イ ン ① ～ ⑥
世田谷ボランティア協会・ホットライン実行委員会編定価８５０円
大人が決めて子どもが実行可る。そして子どもは何も□出しできない。そんな構造をくつがえ苓ためのシリーズ。留守番電話を
開放し、子どもたちの生の声を収録。各テーマは、⑩Ｓ学校５日制③政治（国会）④家族⑤セワハラ⑥いじめ

ジャバンマシニスト〒１５７東京都世田谷区南烏山４-６-１３ＴＥＬ０３-５３１３-５５１１ＦＡ〉く０３弓３１３-５５１３目録謹呈
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日本社会臨床学会編

社会臨床シリーズ全４巻【ａ＝ｉ＝ｌｊ３．】
【２】学校カウンセリングと心理テストを問う，ｌｉ；。・１＝，ｊ

【「生涯学習路線」を問いつつ】生涯学習社会を出現させようとする国家の
意図の中で学校でのカウンセリングや心理テストの意味と実態を問う。

】「開かれた病」への模索１ｒｌ一

をさまざまな角度から捉え返し、そ
社仝的分脈における臨床を考える。

人間のこころを対象とする「臨床」
の現代的意味、生活における臨床、

】人間・臨床・社会４ｒ`

精神医療の現状を現場から報告しながら、「精神病」を「開かれた病」
へとするための実践と思索の困難な過程を多角的に呈示する。
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